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           午前10時00分 開会 

 

 ◎開会・開議 

○議長（若狭明彦君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は20名で、議員定数の

半数に達しております。 

 ただいまから平成19年第１回中能登町議会

定例会を開会いたします。 

 地方自治法第121条の規定による本会議に

出席する者を別紙の説明員職氏名一覧表とし

てお手元に配付しましたので、ご了承願いま

す。 

 次に、去る12月定例会において可決されま

した道路整備促進に関する意見書及びトンネ

ルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書

の２件につきましては、内閣総理大臣初め関

係方面に提出しておきましたので、ご了承願

います。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

 ◎会議録署名議員の指名 

○議長（若狭明彦君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第

118条の規定により、17番 小坂博康君、18

番 田中治夫君を指名いたします。 

 

 ◎会期の決定 

○議長（若狭明彦君） 日程第２ 会期の決

定を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から３月19日まで

の15日間といたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 異議なしと認めま

す。よって、会期は本日から３月19日までの

15日間とすることに決定いたしました。 

 

 ◎議案の一括上程 

○議長（若狭明彦君） 日程第３ 議案の一

括上程 

 報告第１号 専決処分の承認を求めること

について（平成18年度中能登町一般会計補正

予算） 

 議案第１号 中能登町副町長の定数を定め

る条例の制定について 

 議案第２号 地方自治法の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例の制定について 

 議案第３号 中能登町公益法人等への職員

の派遣等に関する条例の制定について 

 議案第４号 中能登町ケーブルテレビネッ

トワーク施設条例の制定について 

 議案第５号 中能登町道路占用料条例の制

定について 

 議案第６号 中能登町議会の議員の報酬及

び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例について 

 議案第７号 中能登町特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例について 

 議案第８号 中能登町一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第９号 中能登町行政財産使用料条例

の一部を改正する条例について 

 議案第10号 中能登町乳幼児・児童及び生

徒養育医療費の給付に関する条例の一部を改

正する条例について 

 議案第11号 中能登町保育園入園児童に要

する費用徴収条例の一部を改正する条例につ

いて 

 議案第12号 中能登町ひとり親家庭等医療

費給付に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 議案第13号 中能登町敬老祝金贈呈条例の

一部を改正する条例について 

 議案第14号 中能登町老人福祉センター条

例の一部を改正する条例について 



 －4－

 議案第15号 中能登町ウェルカム定住条例

の一部を改正する条例について 

 議案第16号 中能登町公共下水道条例の一

部を改正する条例について 

 議案第17号 平成18年度中能登町一般会計

補正予算 

 議案第18号 平成18年度中能登町老人保健

特別会計補正予算 

 議案第19号 平成18年度中能登町介護保険

特別会計補正予算 

 議案第20号 平成18年度中能登町国民健康

保険特別会計補正予算 

 議案第21号 平成18年度中能登町下水道事

業特別会計補正予算 

 議案第22号 平成18年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算 

 議案第23号 平成18年度中能登町水道事業

会計補正予算 

 議案第24号 平成19年度中能登町一般会計

予算 

 議案第25号 平成19年度中能登町老人保健

特別会計予算 

 議案第26号 平成19年度中能登町介護保険

特別会計予算 

 議案第27号 平成19年度中能登町国民健康

保険特別会計予算 

 議案第28号 平成19年度中能登町下水道事

業特別会計予算 

 議案第29号 平成19年度中能登町分譲宅地

造成事業特別会計予算 

 議案第30号 平成19年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計予算 

 議案第31号 平成19年度中能登町水道事業

会計予算 

 議案第32号 石川県町村議会議員公務災害

補償組合規約の一部を改正する規約について 

 議案第33号 石川県市町村職員退職手当組

合規約の一部を改正する規約について 

 議案第34号 七尾市と中能登町との下水の

処理に関する事務委託について 

 議案第35号 町道の路線認定について 

 議案第36号 中能登町ケーブルテレビ施設

整備工事（その２）変更請負契約の締結につ

いて 

 議案第37号 中能登町ケーブルテレビ施設

整備工事（その３）変更請負契約の締結につ

いて 

 請願第１号 「がん対策推進基本計画」の

早期決定を求める国への意見書提出の請願書 

 請願第２号 医師不足を解消し、安心でき

る地域医療体制の確保を求める国への意見書

提出の請願書 

 請願第３号 公開制度見直しなど戸籍法の

早期改正を求める国への意見書提出の請願書 

 以上、報告１件、議案37件、請願３件を一

括議題といたします。 

 町長から議案についての提案理由の説明を

求めます。 

 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） おはようございま

す。 

 提案理由の説明をいたします。 

 本日ここに、平成19年第１回中能登町議会

定例会を招集いたしましたところ、議員各位

には公私ともに何かとご多用の中ご出席をい

ただきまして、まことにありがとうございま

す。 

 さて、近年、我が国の経済社会は大きく変

容をいたしておりますが、その特徴として、

次の７点を挙げることができると思っており

ます。 

 その第１は、少子・高齢化であります。平

成17年の人口動態統計によりますと、出生数

と死亡数の差であります自然増加数は約２万

人の減となり、我が国は現在、人口減少局面

に入ったとされています。今後の日本社会

は、少子化と高齢化が同時に進行し、今世紀

半ばには３人に１人が高齢者である超高齢化

社会となる見通しであります。 
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 第２は、量的拡大を志向した右肩上がりの

経済は終えんし、質を重視した真の豊かさが

求められるようになったことであります。 

 第３は、工業化社会のもとで、家族の形、

働き方や雇用形態など、さまざまな局面にお

いて形成された画一的・集団主義的な標準的

なものが消失し、価値観やライフスタイルの

多様化が進みつつあることであります。 

 さらに、第４は、民間が担う公共の領域拡

大やガバナンスに代表される公共や行政に対

する住民意識の変化であり、その延長上には

情報開示の徹底があります。 

 第５は、大量生産・大量消費・最大廃棄社

会から循環型社会への転換であります。 

 第６は、我が国がもの、資本、ノウハウな

ど国際的な相互依存関係を深化かつ拡大させ

つつあるグローバル化であります。 

 第７は、自立・責任をキーワードとした国

から地方への流れの加速であります。 

 かかる状況下では、それぞれの地域がみず

からの意思で創意工夫のある取り組みを行

い、独自の個性に根差した魅力の形成が重要

であります。 

 以上のように、我が国経済社会の構造変化

は大変著しく、これを不安視することなく、

新しい経済社会の胎動と積極的に位置づける

とともに、持続可能な経済社会をつくり上げ

ていくという気概が不可欠であります。 

 次に、現在の経済状況についてであります

が、政府は２月の月例経済報告は、景気は消

費に弱さが見られるが、回復をしていると結

論づけております。 

 こうした状況の中で、国は、経済財政運営

と構造改革に関する基本方針2006において、

今後10年間で、新たな成長の芽を確実に開花

させる挑戦、人口減少・少子高齢化の負荷、

巨額の政府借金の返済を克服する挑戦、国民

生活や都市と地方間の不均衡を克服する挑

戦、この３つの新たな事項に挑戦し、そのた

めに成長力・競争力強化、財政健全化、安

全・安心で柔軟かつ多様な社会の実現の３つ

の優先課題への取り組みが示されたところで

あります。 

 具体的には、平成19年度予算の概算要求の

基本方針において、公共事業関係費や物件費

等については対前年度予算比３％削減するな

ど、歳出全般にわたる徹底した見直しを行う

ほか、基礎的財政収支の改善を図り、国債発

行額を極力抑制することとしております。 

 さて、我が町でありますが、合併してから

３年目を迎えました。歳入の根幹をなす普通

地方交付税は年々減少し、先行きは全く不透

明であります。加えて町税は大幅な伸びを示

したものの、これは国の三位一体改革による

税源移譲によるものであり、交付税や譲与税

がそれ以上に大幅に減額されるなど、今後の

町政運営は目に見えて厳しいものとなってい

ます。当然、職員も非常に厳しい事態に直面

しているという現実を認識しておりますの

で、議員の皆様方にも認識をしていただき、

その上で町民の皆様方に理解と協力を得るた

めに、５月下旬から町政懇談会を行い、財政

状況等の説明を行う予定であります。 

 一方、歳出面では、事務事業の見直しや経

費の節減・合理化に努めているものの、社会

保障関係経費の伸びに歯どめがかからず、公

債費は相当高い水準になりつつあり、義務的

経費の必然的な増要因を抱えながらの将来に

つなげる行財政の改革を推し進めることが私

に課せられた問題と考えています。 

 その実現のためには、従来の発想にとらわ

れることなく、徹底した歳出の見直しを行う

ことが肝要であり、町民との協働による行政

サービスの維持を図りつつ、優先度評価など

の行政評価システムによる評価手法を活用

し、既存事業の思い切った休廃止や制度の根

幹までも踏み込んだ事務事業の再構築に挑戦

すること、端的に言えばあれもこれもから、

あれかこれかへの意識改革が今必要とされて

いると思います。 
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 それでは、今定例会に提出いたします議案

等について順次ご説明申し上げますので、議

員各位におかれましては慎重審議をください

すようお願いを申し上げます。 

 まず、報告第１号は、専決処分の承認を求

めることについてであります。去る１月19

日、保育園並びに中学校の備品購入資金とし

て多額のご寄附があり、発表会等に使用する

ため早速購入させていただきました。寄附者

の鏡屋博氏にはたび重なるご寄附をいただい

ており、心から感謝を申し上げます。 

 次に、議案第１号は、中能登町副町長の定

数を定める条例の制定についてであります。

この条例は、地方自治法の改正により、本町

の副町長の定数を１名と定めるものでありま

す。 

 次に、議案第２号は、地方自治法の一部を

改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例の制定についてであります。この

条例も、地方自治法の一部改正により、関係

する条例について「助役」を「副町長」と

し、収入役を廃止するとともに、「町吏員」

を「町職員」への改正と所要の用語の改正を

行うものであります。 

 次に、議案第３号は、中能登町公益法人等

への職員の派遣等に関する条例の制定につい

てであります。この条例は、現在、シルバー

人材センターや町社会福祉協議会、鹿南福祉

会へ職員を派遣しておりますが、それに伴う

必要な事項を定めるものであります。 

 次に、議案第４号は、中能登町ケーブルテ

レビネットワーク施設条例の制定についてで

あります。この条例は、平成18年度に整備い

たしました中能登町ケーブルテレビネットワ

ーク施設を管理運営していくための施設条例

を新たに制定し、業務内容等を明確に定めた

ものであります。 

 次に、議案第５号は、中能登町道路占用料

条例の制定についてであります。この条例

は、町道の敷地内を占有する電柱等について

占有料を徴収する条例を新たに制定するもの

であります。 

 次に、議案第６号は、中能登町議会の議員

の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例についてであります。この条例

は、議員の報酬等を日割り計算により支給す

る改正であります。 

 次に、議案第７号は、中能登町特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例についてであり

ます。この条例は、町ケーブルテレビ放送の

開始に伴い、新たに番組放送審議会を設置

し、委員の報酬の額を定めるものでありま

す。 

 次に、議案第８号は、中能登町一般職の職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例

についてであります。この条例は、従来から

管理職手当については職務の級及び号級で率

により支給しておりましたが、それを定額で

支給する改正であります。また、扶養手当は

３人目以降が5,000円であったものを、２人

目までと同じく6,000円を支給する改正であ

ります。 

 また、議案第９号は、中能登町行政財産使

用料条例の一部を改正する条例についてであ

ります。この条例は、町行政財産内にある電

柱等の物件について使用料を徴収する基準を

新たに追加するものであります。 

 次に、議案第10号は、中能登町乳幼児・児

童及び生徒養育医療費の給付に関する条例の

一部を改正する条例についてであります。現

在、給付をいたしております乳幼児・児童及

び生徒への養育医療費について、給付対象者

が保険診療を受けた日から１年以内とする申

請期限の規定を追加するものであります。 

 また、議案第11号は、中能登町保育園入園

児童に要する費用徴収条例の一部を改正する

条例についてであります。現在、複数の子供

が入園している世帯に対し、２人目は半額、

３人目は全額免除していますが、今回、保育
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園以外の幼稚園や認定こども園を利用してい

る児童も軽減の算定対象人数に加えるもので

あります。また、19年度から病後児保育を開

設するに当たり、１申請当たり2,000円を徴

収するものであります。 

 議案第12号は、中能登町ひとり親家庭等医

療費給付費に関する条例の一部を改正する条

例についてであります。この条例もさきの条

例改正と同じく、給付金の申請期間を１年と

する改正であります。 

 次に、議案第13号は、中能登町敬老祝金贈

呈条例の一部を改正する条例についてであり

ます。この条例は、80歳以上の高齢者に交付

する祝い金を減額する改正であります。 

 次に、議案第14号は、中能登町老人福祉セ

ンター条例の一部を改正する条例についてで

あります。この条例は、親しみの持てる施設

として入浴年齢の引き下げと料金の改正を行

うものであります。 

 次に、議案第15号は、中能登町ウェルカム

定住条例の一部を改正する条例についてであ

ります。この条例は、新築後10年以内の中古

住宅取得世帯へも新たに奨励金を交付するた

め、所要の改正を行うものであります。 

 次に、議案第16号は、中能登町公共下水道

条例の一部を改正する条例についてでありま

す。この条例は、下水道法施行令の改正に伴

い所要の改正を行うものであります。 

 次に、議案第17号から議案第23号までの平

成18年度補正予算に関する議案についてご説

明をいたします。 

 まず、議案第17号 平成18年度中能登町一

般会計補正予算につきましては、歳入歳出予

算の総額から歳入歳出それぞれ３億6,919万

7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ119億7,288万6,000円とする

ものであります。 

 次に、議案第18号 平成18年度中能登町老

人保健特別会計補正予算につきましては、歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,090

万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ22億4,584万4,000円とする

ものであります。 

 次に、議案第19号 平成18年度中能登町介

護保険特別会計補正予算につきましては、歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,154

万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ14億7,113万3,000円とするもので

あります。 

 次に、議案第20号 平成18年度中能登町国

民健康保険特別会計補正予算につきまして

は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

2,334万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ18億879万円とするも

のであります。 

 次に、議案第21号 平成18年度中能登町下

水道事業特別会計補正予算は、歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ1,598万円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

14億2,589万9,000円とするものであります。 

 次に、議案第22号 平成18年度中能登町ケ

ーブルテレビ事業特別会計補正予算につきま

しては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ１億4,286万1,000円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億4,297

万9,000円とするものであります。 

 次に、議案第23号 平成18年度中能登町水

道事業会計補正予算は、収益的収入及び支出

でそれぞれ2,670万円を減額し、収入支出そ

れぞれ３億6,664万7,000円とし、また資本的

収入では865万円を減額し３億842万9,000

円、資本的支出では1,110万円を減額し４億

4,273万8,000円とするものであります。 

 それでは次に、平成19年度当初予算の主な

施策についてご説明をいたします。 

 まず第１点目は、教育環境の整備として、

中能登町立中学校建設準備検討委員会の立ち

上げ経費といたしまして296万円を計上いた

しました。内容といたしましては、中学校建

設準備検討委員会の委員報酬及び統合中学校
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建設基本構想策定委託料であります。 

 次に第２点目として、病気回復期の保育園

児を一時的に預かります病後児保育事業費と

して700万5,000円を計上いたしました。 

 次に第３点目として、平成18年度に施設整

備いたしましたケーブルテレビ事業の本格的

な運営費として9,217万3,000円を計上いたし

ました。 

 次に第４点目として、現在３館あります町

立図書館の利便性向上のため中能登町立図書

館システムネットワークの導入費用として

450万円を計上いたしました。 

 それでは、順次議案についてご説明をいた

します。 

 まず、議案第24号 平成19年度中能登町一

般会計予算につきましては、さきに申し上げ

ました主要施策のとおりであり、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ95億80万円とす

るものであります。 

 次に、議案第25号 平成19年度中能登町老

人保健特別会計予算につきましては、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億1,961

万3,000円とするものであります。 

 次に、議案第26号 平成19年度中能登町介

護保険特別会計予算につきましては、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億5,616

万8,000円とするものであります。 

 次に、議案第27号 平成19年度中能登町国

民健康保険特別会計予算につきましては、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億

5,599万5,000円とするものであります。 

 次に、議案第28号 平成19年度中能登町下

水道事業特別会計予算につきましては、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17億

2,895万8,000円とするものであります。 

 次に、議案第29号は、分譲宅地造成事業の

ために新たに設けます平成19年度中能登町分

譲宅地造成事業特別会計予算につきまして

は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

2,475万円とするものであります。 

 次に、議案第30号 平成19年度中能登町ケ

ーブルテレビ事業特別会計予算は、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億1,601万

4,000円とするものであります。 

 次に、議案第31号 平成19年度中能登町水

道事業会計予算は、収益的収入及び支出でそ

れぞれ３億7,421万8,000円、また資本的収入

で４億4,152万7,000円、資本的支出で５億

7,280万6,000円とするものであります。 

 以上が今回提案いたしました予算の主な内

容でありますが、執行に当たっては十分な検

討を行い、効率的な運営に努めることはもと

より、今後必要となりました事業につきまし

ては必要性、緊急性を十分に勘案しながら予

算を執行してまいりたいと思いますので、議

員各位のご理解、ご協力をお願いをいたしま

す。 

 次に、議案第32号は、石川県町村議会議員

公務災害補償組合規約の一部を改正する規約

について、並びに議案第33号は、石川県市町

村職員退職手当組合規約の一部を改正する規

約についてであります。この規約改正は、い

ずれも地方自治法改正に伴う規約の改正であ

ります。 

 次に、議案第34号は、七尾市と中能登町と

の下水の処理に関する事務委託についてであ

ります。これまで下水汚泥の乾燥処理業務は

七尾鹿島広域圏事務組合が実施しておりまし

たが、事務の合理化により本年４月より実施

しなくなったことに伴い、４月以降本町で発

生する下水汚泥の乾燥処理業務の事務を七尾

市に委託するため、必要な規約を定めるもの

であります。 

 次に、議案第35号は、町道の路線認定につ

いてであります。本町の上後山から西馬場地

内にある道路延長1,780メートルを新たに町

道として認定するものであります。 

 次に、議案第36号は、中能登町ケーブルテ

レビ施設整備工事（その２）変更請負契約の

締結について、及び議案第37号は、中能登町
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ケーブルテレビ施設整備工事（その３）変更

請負契約の締結についてであります。中能登

町ケーブルテレビ施設整備工事は、第一電機

工業株式会社と北陸電気工事株式会社七尾支

店とで進められておりますが、施工世帯数の

変更やケーブル延長の変更により、今般、契

約の変更をお願いするものであります。 

 以上、本日提出いたしました議案等の概要

についてご説明申し上げましたが、議員各位

におかれましては慎重なるご審議をいただ

き、適切なるご決議を賜りますようお願いを

申し上げまして、提案理由の説明を終わりま

す。 

 ありがとうございました。 

○議長（若狭明彦君） 町長の提案理由の説

明が終わりました。 

 お諮りします。 

 ただいま上程されました議案第36号、議案

第37号の議案２件については、委員会付託を

省略し、直ちに採決いたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 異議なしと認めま

す。 

 

 ◎議 案 質 疑 

○議長（若狭明彦君） 日程第４ 議案質疑 

 これより、議案第36号 中能登町ケーブル

テレビ施設整備工事（その２）変更請負契約

の締結について、議案第37号 中能登町ケー

ブルテレビ施設整備工事（その３）変更請負

契約の締結について、以上、議案２件につい

て質疑を行います。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑なしと認めま

す。 

 以上で、議案第36号、議案第37号について

の質疑を終結いたします。 

 

 ◎討論・採決 

○議長（若狭明彦君） 日程第５ 討論・採

決 

 これより、議案第36号、議案第37号の議案

２件について討論を行います。 

 討論の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないようでしたら、

以上で討論を終結いたします。 

 次に、一括して採決を行います。 

 議案第36号、議案第37号の議案２件は原案

のとおり決することに賛成の方のご起立をお

願いいたします。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（若狭明彦君） 起立全員です。議案

第36号、議案第37号は原案のとおり可決され

ました。 

 

 ◎散   会 

○議長（若狭明彦君） 以上で本日の日程は

終了いたしました。 

 あす６日午前10時から本会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午前10時43分 散会 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（若狭明彦君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は19名です。 

 議員定数の半数に達しておりますので、本

日の会議を開きます。 

 

 ◎議 案 質 疑 

○議長（若狭明彦君） 日程第１ 議案質疑 

 あらかじめ申し上げておきますが、所属す

る委員会の所管する議案については、議員申

し合わせ事項を守っていただくようお願いい

たします。 

 これより、報告第１号 専決処分の承認を

求めることについて（平成18年度中能登町一

般会計補正予算）について質疑を行います。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で報告第１号について質疑を終結いた

します。 

 次に、議案第１号 中能登町副町長の定数

を定める条例の制定について質疑を行いま

す。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第１号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第２号 地方自治法の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例の制定について質疑を行います。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第２号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第３号 中能登町公益法人等へ

の職員の派遣等に関する条例の制定について

質疑を行います。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑ないものと認め

ます。 

 以上で議案第３号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第４号 中能登町ケーブルテレ

ビネットワーク施設条例の制定について質疑

を行います。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第４号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第５号 中能登町道路占用料条

例の制定について質疑を行います。 

 質疑の方はございませんか。 

 20番 杉本平治君 

  〔20番（杉本平治君）登壇〕 

○20番（杉本平治君） 議案第５号 中能登

町道路占用条例の制定についてお聞きしたい

ことがありますので、答弁の方をよろしくお

願いをいたします。 

 この条例につきましては、以前から私、旧

の鹿西町の議会のときにも、占用条例の制定

について明確に決めて、町道を占用して電柱

等立てている会社等から占用料をもらうべき

である。町の財政に少しでも収入をふやすべ

きであるという、そういう観点からよく要求

をしておりましたが、なかなかそれについて

現在まで条例制定に積極的でなかったわけで

ございます。 

 今回、議案第５号で明確にされているわけ

でございますので、２点にわたりまして、こ
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の点についてどうなっていくのかお聞きした

いと思います。 

 まず初めに、占用料の金額というのはこの

中に占用物件、そして右に金額ということが

出ております。第１種電柱１本につき770円

という金額がはじかれておりますが、これら

は何を参考にして算出されたのか、これがま

ず第１点。 

 次に、中能登町道路占用規則というのが平

成17年７月１日、規則第91号で決められてい

るわけでございます。この内容は占用物件等

に関する規則でありまして、例えば町道に電

柱が立っている場合、移転するとしたら費用

の分担が変わるわけでございます。その費用

の分担というのは、これからどういう中で行

っていくのか明記されていないのであります

が、それらについてはどう考えておられるの

か、この点について答弁を求めたいと思いま

す。 

 この議案第５号につきましては、一般質問

の席上にも私発言するつもりで資料等も用意

しておりましたが、今質疑の中で行っていき

たいと思っております。足らない面につきま

しては、また一般質問の中でも発言をしたい

と思いますが、まず２点についてお聞きいた

します。 

○議長（若狭明彦君） 澤井土木建設課長 

  〔土木建設課長（澤井昭範君）登壇〕 

○土木建設課長（澤井昭範君） ただいまの

杉本議員の質問にお答えいたします。 

 占用料の金額につきましては何を参考にし

て定めたかというご質問でございましたけれ

ども、これにつきましては石川県の占用料条

例をもとに定めたものでございます。 

 ２点目の費用負担でございます。例えば、

電柱を移転する場合の費用負担につきまして

は、ただいま北陸電力とＮＴＴとの間におい

て協議を重ねておりますので、協定に基づい

て今後実施していくというような考えでおり

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 20番 杉本平治君 

○20番（杉本平治君） ただいま答弁をいた

だきました。 

 占用料の制定については、県の算出基準で

行っていくということでございます。これに

つきましては、各石川県内の自治体について

は、ばらばらなんです。七尾市におきまして

も770円という金額ではございません。資料

等は、私一般質問の中で示すということでこ

こに持ち合わせしておりませんが、羽咋市も

違います。七尾市も違います。これらは独自

にその自治体が占用条例という中で金額を決

めているということでございまして、中能登

町におきましてもそういう点について自主的

な考えで算定をする必要があるのではないか

と、そう考えております。 

 また、今移転等についての負担の割合につ

いて、県の負担割合を参考にして決めるとい

うことでございますから、これらにつきまし

ても早急にどのようになるのか、やはり示す

ということが大事ではないかと思います。当

然、条例を提出するときに、それらも含めて

やはりきちんと提出する必要があるのではな

いかと思うんです。 

 道路から、町道から町道の移転、町道から

私有地の移転、私有地から町道の移転、それ

らについてのいろんなやはりあり方があると

思うんです。それらにつきましてもどうして

いくのか、早急にそれらの負担割合というの

を示していただきたい。このことを要望して

おきます。 

 以上で終わります。 

○議長（若狭明彦君） そのほかありません

か。 

 10番 武田純一君 

  〔10番（武田純一君）登壇〕 

○10番（武田純一君） 私は、33ページ、こ

こで共架電線その他上空に設ける線類につい

て、これが１メートル当たり１年間７円とい

うふうに表示をされております。多分今まで



 －15－

でしたら高圧線の下の方、これに関しまして

は、空中権というふうなので高さ制限の関係

で地主の方へ金を支払っていた。電線を設け

て、その長さ１メートルにつき７円というふ

うなのは、今私は初めて見たのであります。 

 この範囲、どういうのを指すのか。町道の

方にはたくさん電柱が立っております。とし

ますと、町道に電柱が立っていれば、それに

関して１メーター当たり７円の町の方へお金

が入ってくるのか、その辺を明確にお答え願

いたいと思うんです。 

 それともう一つ、空中権。送電線が通って

いれば、送電線の送る電圧によって差があり

ます。それは15万の場合でしたら４メートル

ですか、それから１万5,000の場合はそれよ

りもう少し下がっているというふうなのがあ

ります。その辺も含めてご答弁をお願いした

いと思います。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 澤井土木建設課長 

  〔土木建設課長（澤井昭範君）登壇〕 

○土木建設課長（澤井昭範君） ただいまの

武田議員のご質問でございますけれども、共

架電線の上空に設ける線類につきまして、長

さ１メートルにつき１年間７円というご質問

でございましたけれども、これにつきまして

も、ただいま北陸電力あるいはＮＴＴとの協

議を重ねておりますけれども、これらについ

てはほとんど該当しないということだという

ふうに考えております。 

 電柱に係るものにつきましては、北陸電力

が共架といいますか、それらの権利と第二次

占用というものを持っておりますので、それ

らにつきましてはそちらの方で対応していた

だけるということでございます。 

 それで、ただいま４メートルというような

ことを言われましたけれども、その点につき

ましては若干質問の趣旨を把握できておりま

せんので、またよろしくお願いしたいと思い

ます。 

○議長（若狭明彦君） 10番 武田純一君 

○10番（武田純一君） 今、課長のお尋ねに

なりましたのは高圧送電線ですね。高圧送電

線の場合には、その下の方、建物を建てる制

限があるというふうなので空中権が存在しま

す。その空中権をお尋ねしたわけでございま

す。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 澤井土木建設課長 

○土木建設課長（澤井昭範君） ただいまの

空中権のお話でございますけれども、手元に

資料等持ってきておりませんので、後ほど回

答させていただきたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） そのほかありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第５号について質疑を終結いた

します。 

 次に、議案第６号 中能登町議会の議員の

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例について質疑を行います。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第６号についての質疑を終結い

たします。 

 議案第７号 中能登町特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例について質疑を行いま

す。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第７号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第８号 中能登町一般職の職員
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の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついて質疑を行います。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第８号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第９号 中能登町行政財産使用

料条例の一部を改正する条例について質疑を

行います。 

 質疑の方はございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第９号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第10号 中能登町乳幼児・児童

及び生徒養育医療費の給付に関する条例の一

部を改正する条例について質疑を行います。 

 質疑の方はございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第10号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第11号 中能登町保育園入園児

童に要する費用徴収条例の一部を改正する条

例について質疑を行います。 

 質疑の方はございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第11号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第12号 中能登町ひとり親家庭

等医療費給付に関する条例の一部を改正する

条例について質疑を行います。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第12号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第13号 中能登町敬老祝金贈呈

条例の一部を改正する条例について質疑を行

います。 

 質疑の方ございませんか。 

 20番 杉本平治君 

  〔20番（杉本平治君）登壇〕 

○20番（杉本平治君） 議案第13号 中能登

町敬老祝金贈呈条例の一部を改正する条例に

ついてでございます。 

 お聞きしたいのは、今日まで高齢者の方々

に１万円の支給を行っていたのを5,000円に

改めるということであります。これらを半額

に減額する理由、意図、町の方はどのように

考えておられるのか、それをお聞きしたいと

思います。 

 現在の高齢者の方々の生活の中身というの

を町はどのように考えてこのような条例を提

出されたのかであります。例えば住民税一つ

とりましても、ことしの６月から高齢者に対

しまして大きな住民税の負担が高められると

いうことが言われております。高齢者の非課

税限度額の廃止によりまして、新たに住民税

が課税される高齢者の方々も出てきておりま

す。住民税が増税されますと当然、国民健康

保険料の算定基準にも住民税を用いている自

治体では国保料の引き上げにもなるわけであ

ります。また、介護保険料にもそれが出てく

るわけであります。 

 そして、来年の４月から後期高齢者の医療

制度が出てくるわけであります。現在考えら

れているのは、月平均いたしまして全国

6,200円という金額が示されております。 

 そういう中におきまして、高齢者の方々に

今日まで１万円を支給していたのが合併２年

有余でなぜに半額に改める必要があるのか。

どういう理由でそうされるのか。これらにつ
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いて答弁を求めたいと思います。 

 これにつきましても、一般質問の中に私、

質疑の中にお聞きしたいということで、一般

質問の中にも提出してありますが、この改正

する理由、そして現在の高齢者の方々に対し

てどのような判断をあなた方は、行政の方は

しているのか。その２つについて説明を求め

たいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 松栄介護担当課長 

  〔介護担当課長（松栄哲夫君）登壇〕 

○介護担当課長（松栄哲夫君） 杉本議員の

質問にお答えをいたします。 

 １万円を5,000円にするという理由であり

ます。大変こういう財政事情厳しい中、やむ

を得ないというふうに考えております。 

 近隣の市町村、県内見てみても、ほとんど

のところがすべて廃止をいたしております。

そういう中で、この近隣で一つ一律に交付を

するという自治体も、平成19年度から廃止を

するということを聞いております。 

 私どももその5,000円を１万円にというこ

とも、廃止ということも一つの案としてはあ

ったわけですけれども、そのお金を当てにし

ておられる方もおられるのも事実だと思いま

す。そういう高齢者の人に対しても5,000円

を給付するということは必要かということ

で、5,000円を残して給付するという取り扱

いにしたものであります。 

 以上であります。 

○議長（若狭明彦君） そのほかありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第13号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第14号 中能登町老人福祉セン

ター条例の一部を改正する条例について質疑

を行います。 

 質疑の方ございませんか。 

 10番 武田純一君 

  〔10番（武田純一君）登壇〕 

○10番（武田純一君） まず最初に、お礼を

申し上げます。 

 私が前にこのことに関しまして一般質問を

しております。健康ハウス憩、それから天平

の里、それと今出てきました老人福祉センタ

ーの料金に差があるというので、この差を縮

めていただきたいと。もう一つ、中にありま

すボディシャンプーだとかそういうようなも

のも申し上げたかと思います。 

 それで今回は、老人福祉センターの方、こ

れが100円ずつアップしたということでござ

います。その中で、鹿西の方にあります健康

ハウス憩、これはボディシャンプーがありま

す。同じ65歳以上の方が100円になったとい

うことで、老人福祉センターの方、こちらの

方にもボディシャンプーを置かれるのか。 

 もう一つ、天平の里、これは社会福祉協議

会がやっておりますけれども、直接町の経営

ではございませんが、やはり同じような施

設。これもこの前のときに申し上げたと思い

ますけれども、こういうのはやはり統一すべ

きだと。経営主体を統一すべきだということ

も申し上げたと思います。ぜひ社会福祉協議

会におかれましても天平の里の方の料金、こ

れを検討していただきたい。 

 今回答弁をいただきますのは、老人福祉セ

ンターの方、こちらの方でシャンプーを置か

れるのか置かれないのか、そちらの方を明確

にお答えを願いたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 松栄介護担当課長 

  〔介護担当課長（松栄哲夫君）登壇〕 

○介護担当課長（松栄哲夫君） 武田議員の

質問にお答えをいたします。 

 ボディシャンプーを、ゆうゆうの方に有料

するということで置かれるのかという質問で

ありますが、健康ハウス憩の方は確かに置い

ております。今、料金を取るということです

から、できるだけ歩調は合わすような方向に
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したいと思いますので、今ここで私断言する

ということもできませんので、検討してみた

いと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（若狭明彦君） そのほかありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第14号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第15号 中能登町ウェルカム定

住条例の一部を改正する条例について質疑を

行います。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑ないものと認め

ます。 

 以上で議案第15号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第16号 中能登町公共下水道条

例の一部を改正する条例について質疑を行い

ます。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑ないものと認め

ます。 

 以上で議案第16号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第17号 平成18年度中能登町一

般会計補正予算についての質疑を行います。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第17号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第18号 平成18年度中能登町老

人保健特別会計補正予算について質疑を行い

ます。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第18号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第19号 平成18年度中能登町介

護保険特別会計補正予算について質疑を行い

ます。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第19号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第20号 平成18年度中能登町国

民健康保険特別会計補正予算について質疑を

行います。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第20号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第21号 平成18年度中能登町下

水道事業特別会計補正予算について質疑を行

います。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第21号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第22号 平成18年度中能登町ケ

ーブルテレビ事業特別会計補正予算について

質疑を行います。 

 質疑の方ございませんか。 

 ７番 甲部昭夫君 

  〔７番（甲部昭夫君）登壇〕 

○７番（甲部昭夫君） ただいまの議案でご
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ざいますけれども、一つだけお聞きしてみた

いことがございます。 

 それは、ケーブルテレビの今補正予算とい

うことなんですが、私たちの地域には共同ア

ンテナを使用して現在おりますけれども、こ

ういう共同アンテナを使用しているところが

この町に何カ所かあるということはかねがね

聞いております。しかし、ケーブルテレビを

つくるということで、現在、組合をつくって

おりますけれども、そういうものがどういう

ふうな変化をしていくか。いずれにしても話

し合いはしておりませんのでわかりませんけ

れども、私もそういう立場に入っております

ので、皆さんのために一言お聞きするわけで

すが、当然使うということであれば文句はな

いんですけれども、今後ケーブルテレビにす

べてが移管していくということになると、そ

の施設、今までつくっております電柱とか工

事の配線とかそうしたものが不要になる可能

性があります。そういうときに、そういう撤

去費用とかもろもろの費用関係に関しては何

の補助もないというのか、それとも一部何か

を補助したいという気持ちがあるのかどうか

ということを執行部の皆さんにお聞きをした

いと思います。 

 担当課長で結構です。どうかその辺をご答

弁お願いをしたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 大村企画課長 

  〔企画課長（大村義一君）登壇〕 

○企画課長（大村義一君） 甲部議員のご質

問にお答えをさせていただきます。 

 共同アンテナに関する費用の撤去に対する

補助、そういったものがあるかというご質問

でございますけれども、少し協議をさせてく

ださい。今のところ、個人的にはないという

ふうに思っておりますけれども、もう少し上

層部と協議して、またご返事をさせていただ

きたいと思いますので、ご理解のほどお願い

いたします。 

○議長（若狭明彦君） そのほかありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第22号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第23号 平成18年度中能登町水

道事業会計補正予算について質疑を行いま

す。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第23号について質疑を終結いた

します。 

 次に、議案第24号 平成19年度中能登町一

般会計予算についての質疑を行います。 

 まず、歳入全般について、質疑の方ござい

ませんか。 

 20番 杉本平治君 

  〔20番（杉本平治君）登壇〕 

○20番（杉本平治君） 歳入面についてお聞

きをいたしたいと思います。 

 まず初めに、中能登町の予算内示会に示さ

れました交付税の問題でございます。 

 町長は、今年度は交付税の減額は前年度に

比較して6.3％、大変厳しい交付税の額だと

いうことを言われました。これは中能登町だ

けでないわけでありまして、私は全国的に今

の国の政治の中にこれらが徐々に、また極端

に言いますと急速に地方交付税の減額という

のがなされてくるおそれがあると私は考えて

おります。 

 それでお尋ねいたしますが、6.3％の減額

がなされた中で、町の方としてお聞きしたい

のは、交付税の交付の中で基準財政需要額と

基準支出需要額の中で、差額を交付税に積算

して交付するというのが交付税の従来からの

あり方でございます。その点につきまして、

中能登町の基準財政需要額というのはどのよ
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うに現在なっているのか、明確に示していた

だきたい。どうなっているのか。合併後の中

能登町の基準財政需要額というのは現在どの

ように積算されているのかお聞きしたい。 

 それと同時に、今日まで国は地方に交付税

に積算して算入するからということで、地方

にいろんな公共事業をやらせてきました。そ

の事業債というのは交付税に算入されている

ということを聞いておりますが、明確に現在

の中能登町の交付税にどれだけ算入されてい

るのか。 

 基準財政需要額の積算の数字と交付されて

いる事業債の数字というのを答弁をしていた

だきたいと、そう思います。 

○議長（若狭明彦君） 苗山参事兼総務課長 

  〔参事兼総務課長（苗山雅幸君）登壇〕 

○参事兼総務課長（苗山雅幸君） 今ほどの

杉本議員のお尋ねでございますが、地方交付

税、確かに毎年毎年減ってきております。 

 基準財政需要額の総額、それから基準財政

収入額の総額ということでございますが、今

そのトータルについては手元にございません

ので、後ほどそのトータルについてはお答え

をさせていただきたいと思いますが、なぜこ

のように基準財政需要額が減ってきているの

かということでございますが、これについて

は単位費用の減額が主なものでございます。

それから、起債額の２割、５割、それから今

の合併特例債の66.5％の歳入等々につきまし

ては、交付税の算定の中にはきちっとこれは

入っております。基準財政収入額の中には入

っているということだけは申し上げることが

できます。 

 ですから、基準財政需要額の総額と基準財

政収入額の総額については、いましばらく時

間をいただいて、はっきりした数字を申し上

げたいと思います。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 20番 杉本平治君 

○20番（杉本平治君） 再度質疑を行いたい

と思います。 

 今、苗山参事から言われましたように、基

準財政収入額と基準財政需要額との差額を、

日本の中で自治体が、金のある自治体も金の

ない自治体も、住民の基本的な施策について

はきちんと行っていく、そのために交付税と

いうのは国が決めたと思っているんです。 

 そうでなければ、金のある自治体はどんど

んどんどんいろんな事業をする。また住民の

福祉のために行っていく。金のない自治体は

できないという中で、やはりその差額を交付

税として以前の自治省が交付していたのが地

方交付税だと思うんです。それが現在、国の

政治の変化の中でうまく稼働していない、そ

ういうことが私は言われると考えておりま

す。 

 だから、合併協議会の席上におきましても

よくこの点に論議されたわけであります。３

町が合併して、そのときの総務省の説明で

は、合併以前の交付税の算定率については変

更しない。合併後もそれを守っていく。そう

いうことを合併の目玉として総務省が宣伝し

ていたわけであります。 

 さて、合併いたしますと、合併しない自治

体も合併した自治体も変わらずでございま

す。一律に交付税の減額でございます。 

 私はそういう点につきまして、この基準財

政需要額というのが明確に中能登町が自治体

としていろんな施策をやっていく、これから

進んでいく上において、大事ないろんなもの

を網羅して基準財政需要額としてあなた方は

積算して、また総務省の方へ要求していく、

そういうことが私は大事でなかろうかと考え

ております。 

 ひとつ再度お聞きいたしますが、事業債で

ございます。今までの町がやっていたいろん

な事業、公共事業の事業債の中で、この事業

につきましては交付税に50％算入する、70％

算入する。だから心配しなくて事業をしなさ

いということで国は指導していたわけでござ
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いますね。それが今、全国的に破綻したわけ

ですね。だから、この交付税の算入が現在ど

のようになっていくのか。 

 今、資料等が持ち合わせしていないという

ことでございますが、明確に今日まで中能登

町が交付税に算入するから後日、事業をしな

さいといって事業をした、その事業に交付税

が算入されているのかどうか。その点をきち

んとひとつ報告していただきたいと思いま

す。 

 なぜこういうことを聞くかといいますと、

事業債に算入する交付税の算入というのはだ

んだんだんだん大きくなってきていると思う

んですよ。80％交付税に算入するという事業

を行ったんです。以前は。それを引き続いて

中能登町は来ているわけです。だから交付税

に算入するというふうになってきますと、交

付税の中に事業債の手当の金額というのがパ

ーセンテージにしたら真の基準財政需要額に

考えた交付税と、従来の、事業債との比率と

いうのはどのようになっているのか。中能登

町の交付税は6.4％減額されたといいます

が、その点についてひとつ、後日でもようご

ざいます。報告を求めたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 苗山参事兼総務課長 

○参事兼総務課長（苗山雅幸君） 杉本議員

の再質問でございますが、今ほど公債費が基

準財政需要額に算入されているかということ

でございますが、２億9,832万5,000円、これ

ははっきりと公債費が算入はされておりま

す。 

 なお、基準財政需要額の総額が52億5,809

万6,000円、基準財政収入額の合計が17億

5,319万5,000円であります。その差し引きで

ございますけれども、そのほかに調整額とい

うものがかかってきますので、単純に引くこ

とはできないわけでございます。 

 それと公債費でございますが、10年でなす

ものもございます、20年でなすものもござい

ます。ですが、理論償還ということで25年か

かって初めて公債費の中に入ってくるという

ものもございます。確かにそういうものもあ

りますが、我々の計算上はきちっと入ってい

るということだけはご報告をいたします。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） ほかにありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないようでしたら、

ここで休憩いたします。11時５分まで。 

           午前10時57分 休憩 

 

           午前11時06分 再開 

○議長（若狭明彦君） 再開いたします。 

 歳出に移ります。 

 歳出の第１款、第２款について、質疑の方

ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないようでしたら、

次に移ります。 

 歳出の第３款、第４款について、質疑の方

ございませんか。 

 10番 武田純一君 

  〔10番（武田純一君）登壇〕 

○10番（武田純一君） 57ページに関しまし

て、老人福祉事務事業の方です。これは全協

のときにもお聞きしたんですけれども、この

中で老人クラブ補助金364万6,000円で対前年

度74％であるということで、そのとき担当課

長の方の答弁では、敬老バス等をカットした

関係で74％になったという答弁だったと思い

ます。 

 きのう中能登町の老人クラブ連合会の役員

会がありました。その席上で、敬老バスがカ

ットされた関係で来年度は少なくなるんだと

いう話をしたんですけれども、みんなそれを

聞いて、おかしいんじゃないかなというふう

な話がありましたので、さらにもう一度、老

人クラブ補助金、この対前年度74％に関しま

してご答弁を求めます。 
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○議長（若狭明彦君） 松栄介護担当課長 

  〔介護担当課長（松栄哲夫君）登壇〕 

○介護担当課長（松栄哲夫君） 武田議員の

質問にお答えをいたします。 

 老人クラブ補助金につきましては、18年度

当初495万1,000円、本年度については364万

6,000円と非常に下がっているということで

あります。 

 その中で、敬老列車、敬老バスの補助金の

ものが18年度については含んでいたと。そこ

で要望があったかないかということで、ある

という前提で計上したものであります。実質

的にはなかったということで、19年度からは

完全に落としたということです。 

 それから、老人クラブへの補助金で、その

ほかに単位クラブと連合会の方へ補助金を出

しております。これは全協のときにも説明さ

せていただきましたが、県の補助基準から見

れば大変中能登町は多く負担をいたしており

ます。ほとんどが県の基準どおりに交付いた

しておりますが、若干はこういうご時世であ

りますので下げさせていただきますが、それ

でも十分に単位クラブも連合会の方へも補助

はいたしているということになりますので、

よろしくお願いをいたします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 関連をしてちょっと

お答えいたします。 

 補助金につきましては、各団体すべて１割

カットをさせていただきました。それぞれの

老人会が、いろんな事業に対してしていた、

その中から引けば60何％になるかわかりませ

んけれども、純粋な事務とかいろんな面での

あれはすべて１割ということでさせていただ

きました。 

 それと別個にまたどうしてもいろんな大会

があるとか、こういうことがあるとかという

ことに関しては、またそれらにつきましても

見るところは見ました。すべて１割カットと

いうことでさせていただいたということであ

ります。 

○議長（若狭明彦君） ほかにありません

か。 

 20番 杉本平治君 

  〔20番（杉本平治君）登壇〕 

○20番（杉本平治君） それでは、一般会計

に関しまして第３款と４款にわたりまして質

疑をさせていただきます。 

 まず初めに、65ページでございます。保育

園の運営費でございます。この点について確

かめたいことがあるわけでございます。 

 と申しますのは、５つの現在保育園がある

わけでございますが、旧の鹿西のさくら保育

園にただ一つ温室プールというのがあるわけ

でございます。この温室プールのかかってい

る諸経費、そのことによりましてどれくらい

があるのかどうか。温室プールの諸経費、そ

の点についてお尋ねをいたしたいと思いま

す。 

 もう一つ、温室プールにつきまして、現在

支障があるのかないのか、その点についてお

尋ねをいたします。 

 と申しますのは、旧の田鶴浜にアスロンと

いうふろがあるわけでございます。七尾市は

あのアスロンに、引き継いだ当時に屋根の改

修をし、現在１億2,000万近くのお金であの

建物を腐蝕が激しいということで改修するそ

うでございます。同じような温室プールであ

るさくら保育園の設置した中で、現在、故障

箇所、故障されるという不都合なものがある

のかないのか心配するので、その点について

質問をいたしたいと思います。 

 また次に、町内に５カ所の保育園があるわ

けでありますが、ただ一つのさくら保育園と

他の町内の４カ所の保育園とでいろんな差が

あるのではないかということを考えるわけで

ございまして、そういう点につきまして、他

の保育園の子供さんをどのように、ただ一つ

のこの温室プールを利用しているのか。利用
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する場合の方法と、また利用されている園児

というのがどれくらいあるのか。その点につ

いて報告を求めたいと思います。 

 ３番目に、この温室プールにつきまして、

現場の保育士の方々はどういう評価をしてい

るのか。あった方がいいと考えておられるか

どうか。その点についても、現場の保育士の

評価はどのように受けとめておられるのか、

担当課長の答弁を求めたいと思います。 

 それから次、69ページ。学童保育事業でご

ざいますが、現在の利用状況、利用されてい

る子供さん、こういう点について説明を求め

たいと思います。 

 少子化の中に、また若いお父さん、お母さ

んは仕事に行かなくてはいけない、そういう

中で、核家族の中で子供を育てる中で、この

学童保育というのは大変重要な役割を私は果

たしていると考えております。中能登町は学

童保育にも大きなお金を使って、1,500万円

余のお金を使っているわけでございますが、

これらについての現状の報告と必要性をどの

ように考えておられるのか、この点について

お尋ねをいたします。 

 次、71ページ。環境衛生費でございます。

狂犬病予防注射定期外ということで予算がさ

れているわけでございますが、現在、中能登

町に犬が多くいると考えております。それら

についての狂犬病の予防注射というのが的確

に漏れなく行われているか、その点について

の現状報告を求めたいと考えております。 

 次、72ページ。これも環境衛生費でござい

ます。19節の２でございます。クリーンエネ

ルギー等推進事業補助金90万円を打ってあり

ます。先ほど町長は、補助金については平均

して１割カットしたと、そう言われておりま

す。去年の予算も見ましたら補助金が90万円

でございます。このクリーンエネルギー等推

進事業の補助金は１割カットされておりませ

んが、この補助金の必要性というのはどのよ

うにあるのか、この点についてお尋ねいたし

ます。 

 全部が全部１割カットということには、こ

れは当然いかないと思うんですよ。それはそ

のときのやはり補助金の必要性、そういうこ

とを考えたら、それはそれでわかるんです。 

 ただ、お尋ねしたいのは、このクリーンエ

ネルギー等の推進事業の補助金90万円が補正

の中で全額減額になっているんですよ。全然

使用されていない。補正の中で全額減額にな

っているのを、また19年度予算の中にまた一

緒な金額を盛った。この内容は、必要性があ

るということで私は盛ったと思うんですよ。

それでは、平成18年度になぜにそれが使用さ

れなくて全額カットになったのか、カットし

たのか。そこら辺をちょっと聞きたいんで

す。 

 ３点ですか。ひとつよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（若狭明彦君） 谷保育担当課長 

  〔保育担当課長（谷 敏則君）登壇〕 

○保育担当課長（谷 敏則君） ただいまの

杉本議員の質疑に対してお答えをさせていた

だきたいと思います。 

 何点かあったと思いますが、まず保育園

は、さくら保育園は平成16年、さくら保育園

の開園と同時に開設された温室プールであり

ます。このプールは、さくら保育園だけで利

用していたときには３歳以上児がすべて利用

しておりました。 

 しかし、新生中能登町がスタートしまして

から、中能登町全体で５園の公立保育園とな

った時点を境にしまして、やはりせっかくあ

るプールだから利用してもらえばどうかとい

うふうなことが話として、親の方も含めて出

てまいりました。ちょうど合併してから施設

めぐりということで、議員の皆さんにも出て

いただいて保育園を見ていただいたと思いま

す。そのときにも、せっかくだから他の園の

子供も使わせればどうやというような話もあ

ったかと思います。 
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 そういったことを境にしまして、保育園の

方では受け入れ体制、どういうふうにしてや

ればいいかというような話もありまして進め

ていったところ、バスを運営するというよう

なこと。それから、３日間だけ営業というか

稼働していましたけれども５日の稼働にしま

した。そこで受け入れの体制が整ったところ

で子供さんも入っていただくというようなこ

とになりました。 

 １年に一遍は、せっかくだから保護者の皆

さんにも見ていただければどうだというよう

なことも話が出まして、それで保護者の保育

参観をあわせもって見ていただくことも行っ

ております。そこでは大変評判もよかったで

すし、子供さんも喜んでいる姿を親御さんが

見られて、これはいいものだなというような

話も我々のところへ入ってまいりました。 

 そこで、今維持管理というふうな話が出ま

したけれども、維持管理についてはプール自

体のところでは電気、燃料費、それからバス

の送迎とかいったようなものが金額として上

がってくると思われますけれども、それにつ

いてはプールの方は全体の電気代とかいうよ

うな、管理も含めてそういうのもあります。

今のところはっきりした金額はまだつかんで

おりませんので、後日また調べて報告をさせ

ていただきたいと思います。 

 また、プールの方では今現在は利用人員的

なものもありまして、４歳、５歳の子供さん

が全園で利用をされております。年間では大

体2,000人超えるぐらいの数字が出ておりま

す。 

 温室プールの方につきまして、まだご質問

あったかと思います。評価という話が出てお

りましたけれども、評価については子供さん

はやはり保育園では泳ぐプールではありませ

ん。保育園の児童、小さい子供さんになりま

すので、水になれる、親しむ、それから水の

怖さを忘れていただくというか、そういった

面で一番その主眼を置いて指導ということを

やっております。そこで、子供さんについて

は何回も入っていくうちに、すべて子供さん

はなれて、楽しく遊んでいるように聞いてお

ります。 

 保育園の方でも、そういった子供さんの姿

を見て自信も持っておりますし、親御さんか

らの評価もいただいていますし、子供さんの

喜びも出ておりますので、保育園を担当する

我々としては大変喜んでいる事業だと思いま

す。 

 園外の子供たちの交流、それから健全育

成、そういった子供さんの、ひいては体力づ

くりにもなっているかなという思いも持って

いますし、だんだんと風邪も引かないように

力もついてきたなという思いを持っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 後藤教育文化課長 

  〔教育文化課長（後藤和雄君）登壇〕 

○教育文化課長（後藤和雄君） 学童保育事

業についてお尋ねでございます。 

 保護者が仕事等により家庭で児童の保育が

困難な場合、放課後、１時半ころから午後６

時まで保育を行っております。現在、利用者

数は123名でございます。だんだんふえてき

ております。 

 重要なことだと思いますので、さらに進め

ていきたいと思っております。 

○議長（若狭明彦君） 小林保健環境課長 

  〔保健環境課長（小林玉樹君）登壇〕 

○保健環境課長（小林玉樹君） 杉本議員の

ご質問ですが、まず狂犬病につきましてで

す。 

 それにつきましては、町内くまなくといい

ますか漏れなくやっているかということでご

ざいますが、今までに登録済みの方に対しま

しては個別にはがきで毎年案内をしまして、

必ず予防注射を受けていただくように指導し

ております。それから、それ以外に全く個別

に動物病院等で受けられる方も毎年200件程
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度はいらっしゃいます。ということで、一応

こちらとしましては、すべて網羅しているつ

もりでおります。 

 次に、クリーンエネルギー等推進事業の補

助金に関してですけれども、これにつきまし

ては住宅用の太陽光発電についての補助金で

す。 

 これにつきましては、ＣＯ２といいます

か、そういったもので地球環境が大変汚れて

きているということで、国の施策も含めまし

て、当町におきましても太陽光発電、これに

対して少しでも補助できればということで、

一応５台分といいますか５件分を見積もって

90万。昨年は初年度ということもございまし

て件数は非常に少なかったです。ことしはも

う少しふえるかなということで、結局、補正

後の金額同様見させてもらいました。 

 以上でございます。 

○議長（若狭明彦君） 谷保育担当課長 

○保育担当課長（谷 敏則君） 済みませ

ん。先ほど杉本議員の中に、質疑の中に１点

抜けておりましたので追加させていただきた

いと思います。 

 先ほど、アスロンの問題にかけて温室プー

ルの話をされたと思います。その中で、さく

ら保育園の温室プールについては、内部の構

造としては木を使っております。そこは集成

材という厚みのあるそういった部分が出てお

ります。それについては、構造物という柱に

してはしっかりしたものでありますし、見た

ところでは部分的に少し汚れというか、設計

屋さんと話もしたところ若干のカビというも

のが出ています。それは温室プールで中が密

閉されたような状態になっておりますので、

ずっと年間使っていますと多少蒸気とかそう

いった面で汚れが出てくる。これはふけば多

少は直るんですけれども、若干汚れが取れな

い状態にはなっておりますけれども、構造物

自体にしてはしっかりした構造となっており

ますし、アスロンのような改築が近々必要か

という話では、全くそういったものについて

は必要ないと我々の方では思っております。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 20番 杉本平治君 

○20番（杉本平治君） 先ほどからの各担当

課の答弁を聞いておりますと、中能登町のい

ろんな施策というのがきめ細かく行われてい

る、私はそういうことを感じるわけでござい

ます。 

 そういう中で、この中能登町が住みよい、

子供さんにも住みよい、また環境面にもいろ

んな面で住宅等にも補助をしている。そうい

う一つのＰＲというか、そういうものをひと

つ積極的に絵図面入りでわかりやすいように

周辺の自治体に宣伝をしていく。そういう中

で中能登町の定住人口をふやしていく、そう

いう必要があろうかと思うんです。 

 これからも私いろんな質疑を行いますが、

やはりそういう面が何かちょっと消極的とい

うかそういう感じを受けるわけでございまし

て、ひとつそういう面につきまして自信を持

って町としてＰＲをしていく、そういう必要

性を私は感じました。 

 これを要望しておきます。 

○議長（若狭明彦君） ほかにありません

か。 

 ２番 諏訪良一君 

  〔２番（諏訪良一君）登壇〕 

○２番（諏訪良一君） ３款民生費、新規事

業の病後児保育事業に関連する質問を１件し

たいと思います。 

 発生事例は少ないようですけれども、保護

者並びに保育園の方々が大変困っていること

が一つあるわけです。それは、保育中の園児

が急に体調を崩して、加えて保護者の方への

連絡がとれない。そういうことから迅速な対

応をとることができないという場合に、どの

ように保育園とすれば対応すべきかというこ

とですが、園長さん主導での対応が可能なシ

ステムを早急に構築すべきではなかろうかな



 －26－

と、こんなようなことを考えるものです。 

 町当局、いかがお考えでしょうか、お尋ね

をしたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 谷保育担当課長 

  〔保育担当課長（谷 敏則君）登壇〕 

○保育担当課長（谷 敏則君） ただいまの

諏訪議員の質疑に対してお答えをさせていた

だきたいと思います。 

 保育園では、大切な幼児童をお預かりして

いる施設でもあります。安全に安心して保育

していくために、体調の管理というか、そう

いった状況を把握しながら運営を行っていく

ことはもちろん大事なことでありますし、そ

ういうふうに行っているところであります。 

 子供さんと保護者を通じて園としては連絡

帳もとっていろんな情報交換、そういうのを

やっていますし、園児バスが動くときには保

護者の方から園児バスに乗っている保育士に

対していろんな話しかけもあります。そうい

った状況で、若干体力も弱っているといった

状態のときには、保育園でもそういった把握

をしながら、いろんな面でケアをしていると

ころであります。 

 保育園は集団の保育を行っているというこ

とは当然なことでありまして、保育園の方で

は他の子供さんに悪影響を与えるようなそう

いった状況が発生したときには、やはり保護

者の方に緊急に連絡をさせていただいてお迎

えをいただくとか、保育園の方では、今言わ

れましたように急遽連絡をとってもとれない

といった場合もあった場合には、保育園にお

いてその旨対応したり、病院へ行かなければ

いけないというような状況のときには病院の

方に直接向かうことも年間を通しては、やは

り小さいお子様をお預かりしている施設とい

うことで回数は、一般の方から見れば相当数

出ていると聞いております。 

 まず体調管理の中では、昨年もありました

けれども、病気というか菌が蔓延することが

あります。それで、若干体調を崩されたりそ

ういったときがありますけれども、件数が多

い場合には保健所の方にも通告することにも

なっておりますし、そういった場面も昨年は

ありました。 

 そういったところで、いろんな面で対応は

しているところですけれども、４月から新た

に中能登町でも病後児保育というような事業

をスタートさせていきたいというふうなこと

で、今予算にも計上させていただいたところ

ですけれども、そういった面ではいろんな親

御さんの就職というか仕事されている方が多

くなっておりますので、そういった面のケア

は、アフターはできるのではないか。そうい

うふうにしていかないと、中能登町もやっぱ

り子育ての町としては自信を持ってできない

なといったところもありまして、これから中

能登町としては全園をひとつ網羅できる、安

心して預かれる施設として、旧の鹿西の保健

センターを利用してやることになります。 

 そういう面の就業に対するケアはしていく

つもりですけれども、何をもっても一番大事

なのは子供さんなので、子供さんの面は看護

師も配置をされるということでケアもできる

し、そういった面でフォローしていきたいと

思います。 

 まず緊急の場合については、今のご質問で

すが、緊急の場合については、まず第一は保

育士が対応します。それから、園に配属され

ている看護師がまず対応します。そういった

面でケアをします。そこをもってまだクリア

できないなという部分については病院の方、

そういった面でケアをしていく、そういう対

応をしていきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（若狭明彦君） ほかにありません

か。 

 10番 武田純一君 

  〔10番（武田純一君）登壇〕 

○10番（武田純一君） 私は、衛生費の方で

保健事業費についてお尋ねをいたします。 
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 全員協議会の方で私は聞き漏らしましたの

で。そのときに聞きましたのは、ドックの方

は聞いたんですけれども、委託料の方、基本

健診だとか肝炎ウイルス検診だとか、そちら

の方は聞いていないので今お聞きするわけで

ございます。 

 私は、鹿島時代に一般質問で基本健診だと

か、これに関しては何度か質問をしておりま

す。それでもって歯科検診、それから肝炎ウ

イルス、これを追加されているはずです。近

隣に比べて中能登の方の老人保健法に定めて

あります基本健診だとか、これは一番よくさ

れているのではなかろうかなと。 

 それと、今お聞きしたいのはインフルエン

ザ注射、19年度から500円の自己負担金がか

かるようになっております。それで、委託料

にあります骨粗鬆症まで、これの方の自己負

担、これは前年度から見れば500円ずつぐら

いアップされているのか、そのあたりをご答

弁願いたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 小林保健環境課長 

  〔保健環境課長（小林玉樹君）登壇〕 

○保健環境課長（小林玉樹君） 武田議員の

疑問といいますかご質問にお答えしたいと思

います。 

 各種検診、これは基本的にはやる検査項目

というのは全く同じです。ただ、それに毎年

加わるもの、あるいは減らすものというのは

幾つか出てまいります。そうした中で、一応

せんだって全協でありました減っているか減

っていないかということでは減っていないと

いう申し上げ方をしたんですけれども。 

 それから、人間ドックのご質問だったと思

うんですが……。 

○10番（武田純一君） 人間ドックはお聞き

しましたので、それは結構です。今聞いたの

は、74ページの方をお聞きいたしておりま

す。 

○議長（若狭明彦君） 暫時休憩いたしま

す。 

           午前11時43分 休憩 

 

           午前11時44分 再開 

○議長（若狭明彦君） 再開いたします。 

○保健環境課長（小林玉樹君） 武田議員の

ご質問の中で、委託料の中で各種診査、検診

がございます。これに関する住民の自己負担

といいますか受診者の自己負担につきまして

は何らふえてもおりません。 

 せんだっての全協のときにお話ししました

のは、老人のインフルエンザの予防接種、あ

れにつきましては500円ずつ申しわけないで

すがいただきたいということでございます。 

 このほか、人間ドックに関しましても、こ

の検診につきましても負担金はいただくつも

りはございません。変わっておりません。 

 以上でございます。 

○議長（若狭明彦君） ほかにありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないようでしたら、

次に移ります。 

 歳出の第５款、第６款、第７款について、

質疑の方ございませんか。 

 19番 作間七郎君 

  〔19番（作間七郎君）登壇〕 

○19番（作間七郎君） 私は、第７款商工費

の90ページ、15節の工事請負費について、内

示会でも聞いているんですけれども、もう少

し詳しく説明をしてください。 

○議長（若狭明彦君） 坂井商工観光課長 

  〔商工観光課長（坂井信男君）登壇〕 

○商工観光課長（坂井信男君） 作間議員の

質問にお答えをさせていただきます。 

 工事請負費でございますが、この中には織

物プリンターの設置工事費2,700万円と、能

登テキスタイル・ラボにおきます空調機の取

りかえ工事分55万円があります。 

 そこで、お尋ねは織物プリンターの設置工

事費の件かと思います。 
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 この事業の目的につきましては、織物用プ

リンターの設置によりましてプリントの前処

理、プリント、発色等の技術を確立するとと

もに、織物プリントデザインを活用した商品

開発あるいは商品づくり、産地繊維事業者の

企画提案力の向上と用途開発の支援強化を図

る目的で設置をいたしたいものでございま

す。 

 設置場所につきましては、能登テキスタイ

ル・ラボを予定しております。 

 設置の中身でございますが、インクジェッ

トプリンター、用途の違うものをそれぞれ１

台ずつ、計２台設置をさせていただくもので

ございます。 

 それと、前処理機といたしましてインクジ

ェットプリンターののりづけ乾燥機、それと

発色機ということで、インクジェットプリン

ター専用の熱処理をかける機械でございま

す。それとエアクリーナー、大型スキャナー

等を含んでいるものでございます。 

 事業の効果として考えられるものでござい

ますが、当産地ではできなかった織物プリン

トが可能となりまして、繊維事業者の企画提

案力の向上あるいは用途拡大が図られるとい

ったこと。あるいは商品開発力の強化による

多品種小ロットの製品づくりの対応が可能と

なる。それと、サンプルデザインの活用と織

物の町、中能登町のＰＲが図られるものでご

ざいます。 

 将来的にはファッションデザインを学ぶ学

生、若いデザイナー等の習熟の場として招致

できれば、合繊繊維の産地であることを全国

に発信できる、そういった効果が考えられる

ものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（若狭明彦君） 19番 作間七郎君 

○19番（作間七郎君） 今、課長の方から説

明がありましたけれども、これは新規事業の

織物プリンター設置工事費ということでござ

いますが、先ほど来、町長は財政が大変厳し

いと、そういうことで１割カットしたんだと

言われておりますけれども、これは新規で地

方債で2,600万円、借金ですね。厳しいと言

いながら、カットしながら借金をしてまでや

りたいと。そういうことでございますが、ど

れほどこのことがこの地域に、繊維産業の活

性化、すなわち費用対効果があると町長は思

っているんですか。それを聞かせてくださ

い。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） この事業につきまし

ては、新町の建設計画の中で、地域の企業支

援ということで能登テキスタイル・ラボにお

ける新製品の研究及び開発支援、そういうと

ころから来ております。 

 そういう中で、石川県で織られたいろんな

繊維、染色されたものを今20万点ほど商工会

で、町も３年間700万ずつということで、こ

としもお願いをしているわけでありますけれ

ども、繊維関係の方々が一生懸命に整理をさ

れております。 

 そういう中で、その中から仮に20万点の中

からこの生地で浴衣をつくってほしいという

ことがあれば、すぐプリントして、独自の、

その方だけの浴衣もできますし、旅館等では

100着つくってほしいということであれば、

そういう事業もできます。 

 そういうことで、今小さなインクジェット

のそれがあるわけでありますけれども、また

今織っている、それを染めて、どこに欠点が

あるのかというようなことも印刷して染めれ

ばすぐわかる。そういうことでありまして、

皆さん大変一生懸命に新しい繊維産地として

頑張ろうということで日夜頑張っておられ

る。そういう中で、やはり私は大変有効であ

ろうと、そう思っております。 

 今、厳しい財政上どうなのかということで

ありますけれども、2,700万円かかります。

2,700万円を合併特例債で県へお願いしたと
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ころ、新町計画の中であるからわかったとい

うことで、すべて合併特例債で認めていただ

きました。大体そうしますと900万ほどにな

るわけです。そのかわり来年度の700万は補

助金はしない。そういうことで、700万円を

いただくかわりに来年度の補助金はしない。

そういうことでありますと、町にいたします

と本当に出す金は200万という計算になりま

す。 

 今言われたように合併特例債、これを認め

ていただければ、間違いなく起債にいたしま

しても来る。そういう中からいけば、200万

円の費用対効果でこれをしてもいいのではな

いかということで決めさせていただきまし

た。 

 鹿西商工会の方で一生懸命にやっておいで

ますし、いろんなプリントも、それでつくっ

たいろんな小物、そんなあれもやっておりま

す。そうすることによって横断幕であれ、ま

た旗であれ、いろんな面で費用対効果を見て

もプラスであろうと、そう思っております。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 19番 作間七郎君 

○19番（作間七郎君） ただいま町長が費用

対効果があるという判断のもとでこれをやり

たいということでございますが、私もいろい

ろと繊維の関係の人から聞いておりますと、

町長の聞いていることと私と大分違いがあり

ますので、導入された後、その利用度、その

効果、その数字を示してほしいということを

強く要望します。町長の思いと私の聞いてい

るのは数字にちゃんとあらわれますから、町

長もそういう思いですから、しっかりとこの

機械が利用されて、この地域の繊維の皆様方

に利用されるとともに、努力してもらいと思

います。その数字を必ず示してください。 

 そういうことを要望して、私はこの件を終

わります。 

○議長（若狭明彦君） ほかにありません

か。 

 ９番 古玉栄治君 

  〔９番（古玉栄治君）登壇〕 

○９番（古玉栄治君） 私、労働費、町シル

バー人材センター補助金、77ページです。こ

れについて質問させていただきます。 

 先ほど町長、いろいろ補助金のことで１割

カットを言われました。私、カットばかりが

いいとは思いません。出すところには出さな

ければいけないなということは思います。 

 そういう中で、昨年300万円、今年度510万

円、この210万円のアップの内訳を教えてく

ださい。 

○議長（若狭明彦君） ここで昼食のため休

憩いたします。開会は１時半からということ

にいたします。 

           午前11時58分 休憩 

 

           午後１時30分 再開 

○議長（若狭明彦君） 再開いたします。 

 藤井参事兼監理課長 

  〔参事兼監理課長（藤井博昭君）登壇〕 

○参事兼監理課長（藤井博昭君） 古玉議員

の質問にお答えをいたしたいと思います。 

 町シルバー人材センターの補助金の増額理

由でございます。 

 現在、シルバー人材センターには町から職

員が２人、人的派遣をしております。そうい

う中で、平成18年５月17日付で知事の許可を

受けまして社団法人中能登町シルバー人材セ

ンターが設立をされました。18年度の町の補

助金につきましては300万円でございます。

また、今回19年度の予算につきましては510

万の要求をしております。 

 増額の中身でございますが、人件費相当分

として110万円。新規経費、これは備品等の

購入ということで100万円を計上させていた

だきました。19年度より派遣職員を１人減ら

す予定で増額510万を要望したわけでござい

ます。 

 ご存じのとおり、先ほども言いましたとお
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りシルバー人材センターは法人格を持ちまし

た。そういう中で、今後独自の運営をしてい

ってもらいたいなと。そういう中で２名を単

年度に戻すわけにはいきませんので、徐々に

職員を引き揚げさせてシルバー人材センター

で独自な運営をしてもらいたいなと。そうい

う考えのもとで今回増額をさせていただきま

した。 

 また、法人格を持つことによりまして国の

補助金が得られます。それは町にも負担があ

りますが、今回19年度につきましては510万

であります。国も同額の510万の国庫補助を

出すということでありますので、よろしくお

願いをいたします。 

○議長（若狭明彦君） ９番 古玉栄治君 

○９番（古玉栄治君） 今ほどの説明で、

510万円のうちの備品購入費。私聞いたとこ

ろでは、以前聞きにいったら車を１台購入し

たいということでした。 

 もう一つ、110万円。増額の中の110万円に

関しては人件費ということなんですけれど

も、今、中能登町から２名出向している。そ

の分１人引き揚げるということなんですけれ

ども、なぜ引き揚げる必要があるのかなと正

直思います。今、中能登町、職員数どれだけ

おいでるのかわからないですけれども、私は

正式な数わからないですけれども、多分ほか

の議員の皆さんも同じだと思うんですけれど

も、少し多いのではないかなと思われる中で

１人引き揚げて110万円の経費をかけるとい

う、これが経費のむだでないかなと思うんで

すけれども、この辺町長いかがお考えか、お

願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 古玉議員の質疑にお

答えしたいと思います。 

 人件費に関しては、町の職員であったら県

からの補助金はないわけなんです。今２人行

っております。その中のだれか１人引き揚げ

てパートというか嘱託の方を入れれば、それ

に応じて国からいただけるわけでありまし

て、そういうことで引き揚げさせてもっと有

効に使いたいと、そういうことであります。 

 今、人件費、再度言いますけれども、職員

に関しては国からの補助金はない、そういう

ことでありまして、順次独立していっていた

だきたいと、そう思っておりますので今年度

は１人引き揚げる。また時期を見て、来年に

なるか再来年になるか、独立して団体で歩い

ていただければいいなと、そう思っておりま

す。 

○議長（若狭明彦君） ９番 古玉栄治君 

○９番（古玉栄治君） 町長、私言いたいの

は、人を１人入れて110万円の補助金を国か

らもらうのがいいのか、全く入れないで町か

ら110万出さない方が経費節減になるのでは

ないかなと。今、職員が足らないのであるな

らば１人引き揚げてそうすることは非常にい

いことだと思います。先ほど言ったように、

私は見た感じ多いように思います。多い中

に、なおかつ補助をもらうため110万円を出

すということが果たしていいのかなと。 

 確かに独立したシルバー人材にしなければ

いけないと思います。それはそれで、もっと

職員が整理された時点で引き揚げた方が一番

いいのではないかなと思いますので、いかが

でしょうか。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 職員に関しまして

は、正規の職員は多いということは私はない

と思っております。そういう中で、嘱託の方

もいろんな分野で、保育所であれ、また学校

であれ使っております。そういう中での対応

をしていきたい、そう思っております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（若狭明彦君） ほかにありません

か。 

 20番 杉本平治君 

  〔20番（杉本平治君）登壇〕 
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○20番（杉本平治君） それでは、何点かに

ついて質疑をさせていただきます。 

 まず、88ページ。林業費の補助金でござい

ます。これにちなみましてお尋ねしたいの

は、ご承知のように県はことしから現行の県

町民税の均等割にかぶせて500円徴収するこ

とになりましたね。そういう中で、年額県は

３億6,000万円、５年間にわたって現在実施

をしたいということなんですが、前回も町長

にこういう点につきまして質疑をしていたわ

けでございます。町長は、中能登町の森林の

保守、また適切な保管、そういうものについ

ては大変重要であるという答弁をいただいて

いるわけでございますが、今、88ページの第

６款の林業総務費の中には中能登森林組合と

越路森林組合、また県産材使用住宅取得費の

３つの項目で補助金が出ているわけでござい

ますが、こういう中におきまして、県が３億

6,000万円、１年間に集めた中で、こういう

県の集めたお金が中能登町の森林の保守にも

回ってくるというか、そういうことはどうな

っているのか、その点についてひとつ見解を

求めたいと思います。 

 集めた３億6,000万円はどこに使用される

ということに県の方からお聞きしているの

か。ぜひとも中能登町の方へも幾ばくかのお

金をいただきまして、こういう面につきまし

ての中能登町の森林の保守に使っていただき

たい。そのことを要望する次第であります。 

 次に、91ページでございます。第７款の観

光費。お尋ねいたしますが、負担金として多

く出ておりますね。そして町の補助金として

また出ているわけでございますが、私は、こ

の負担金という中に出ている金額と町が補助

金として支出している金額との整合性という

か、それはどのように町は考えているのか。 

 例えば、能登半島観光協会に77万4,000円

出ておりますね。ようこそ加賀百万石の事業

に22万。これは負担金として納めているわけ

でございます。納めた負担金というのは、中

能登町の方へどういうはね返りがあるのか。

それに応じて町の観光協会として117万円の

お金を補助金として出しているわけでござい

ますね。そういう負担金の中の支出と、補助

金として町独自が町の観光協会、町ふるさと

便促進協議会等に支出しているそういうお金

との調整というのはどのようになされている

のか。この負担金、補助金が本当に実のある

中能登町の観光のＰＲに使われているか。ま

た施設に使われているのか。そういう点をひ

とつ答弁を願いたいと思うわけでございま

す。 

 えてして負担金というのは、納めたらその

お金という後日の内容等についてはなかなか

明確にされていない。大きい金額ですね。ど

うなっているのか。そういう点について答弁

を求めたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 表農林課長 

  〔農林課長（表 辰祐君）登壇〕 

○農林課長（表 辰祐君） お答えいたしま

す。 

 いしかわ森林環境税の３億6,000万円程度

の基金が地方に回されるのかということでご

ざいますが、いしかわ森林環境税のお金を使

って整備をされるのは２つございまして、ま

ず一つは手入れ不足人工林の整備、それとも

う一つは県民の理解と参加による森づくりの

推進という、その２つの大きな柱が示されて

おります。 

 ただ、具体的にこれが地方の森林整備につ

ながってくるかということは、現在のところ

まだ示されておりません。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 坂井商工観光課長 

  〔商工観光課長（坂井信男君）登壇〕 

○商工観光課長（坂井信男君） 杉本議員の

負担金と補助金の調整はどのようになってい

るかということでございますが、19節の方で

は負担金と補助金を見てあるわけでございま

すが、補助金につきましては町独自の協会あ
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るいは会に対しまして補助金を出しておりま

す。負担金と申しますのは、例えば能登半島

の広域観光協会ですと能登地区９市町で構成

をされておりまして、それぞれの負担割合に

応じて算出をして出しているものでございま

す。 

 そういったことで、年に理事会あるいは総

会等がございますので、そういったときに報

告を受けて、どのような事業を行っている

か、それが適切であるかどうかということを

判断してきょうまで来ているものでございま

す。 

○議長（若狭明彦君） 20番 杉本平治君 

○20番（杉本平治君） 再質疑をさせていた

だきますが、観光というのは私はこう思うん

ですよ。負担金を集めて能登全域の観光をや

っているそういう団体と、町独自で中能登町

の観光をやる協議会のそういう活動と、これ

らはばらばらにやっていたら何ら効果ないと

思うんですよ。だから、どういう観光をＰＲ

するのか、事業を行うのか。生半可な金では

ないんです。77万4,000円も出しているわけ

でございます。だから町の観光協会として

117万円、補助金として町の観光協会。これ

によって町の観光ＰＲ、またいろんな事業を

行っていると思うんです。そこら辺の調整と

いうか整合性というものをきちんとしなくて

は、お互いにばらばらにやっているのでは何

ら効果のない、私は観光、一つの事業におさ

まる、そういうことを懸念するわけです。 

 そういう点につきまして、積極的にこうい

う面についての調整をとられる、整合性を持

っていく、そういう手段を行政の方に考えて

いただきたい。 

 私は、特にこの負担金として集めているお

金、大きなお金でございます。1,000万円近

くになるわけでございます。私は、そういう

面について、適切にやはり注文をする必要が

あると思うんです。 

 以上、要望して質疑終わります。 

○議長（若狭明彦君） ほかにありません

か。 

 20番 杉本平治君 

  〔20番（杉本平治君）登壇〕 

○20番（杉本平治君） それでは、引き続き

質疑をさせていただきます。 

 まず初めに、95ページ。地方道路、２細目

で地方道路整備臨時交付金事業というのがあ

るわけでございます。13節に委託料といたし

まして１億3,000万円、金額が打ってありま

す。大きな金額でございます。これは、聞く

ところによりますと町道４号線。町道４号線

というのは、旧の鹿西町の沖馬場へ通じる路

線でございます。聞くところによりますと、

ＪＲの踏切の拡幅工事に伴う金額だそうでご

ざいます。 

 えてしてＪＲの工事というのは本当に膨大

なお金がかかります。私、１億3,000万円と

いう金があの踏切にどういうことに使われる

のか不思議でならないんです。今もあの踏切

に遮断機もついているわけでございます。た

だ広げるだけなんです。そういう中で1,300

万円ならいざ知らず１億3,000万円という金

額。どうしてそういうことになるのか。これ

一回ＪＲに聞きたいと思うんですが、予算を

計上した行政はＪＲにどういう質問をして１

億3,000万円を打ったのか聞かせていただき

たい。 

 それから、98ページ。消防費でございま

す。消防総務費でございますが、金額にいた

しまして1,020万8,000円、総務費に、施設費

にあるわけでございますが、私このことを考

えまして、不幸にいたしまして先般、金丸の

駅前の火事がありました。１人の方が半身不

随で寝ておられまして、介護度４か５の方で

ございますが、出ることができなくて火事の

ため死亡されたわけでございます。 

 そういう中で、地域の方々が言っておられ

る声は、あの地域に防火水槽の設置というの

がなかったそうでございますね。県道を超え
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て上の方から取ってこなくてはいけなかっ

た。消火栓だけが頼りであったということ。

だから、消火栓が２つもあったけれども、や

はり時間がたつと同時に消火栓がなかなか水

が揚がらなくなった。 

 私は、中能登町としてあそこに新しい住宅

もつくったわけでございます。やはり町とし

て消防施設の充実については、そういう面に

ついて常に計画的に防火水槽の設置をすると

か、そういうことをぜひとも考えていただき

たい。 

 この予算の中には新しい防火施設の用地の

問題は一つも出ておりません。負担金では消

火栓の工事、消火栓の維持管理費だけでござ

います。こういう面について、町はこれから

の中でどのように考えていかれるのか、ひと

つぜひとも考えをお聞きいたしたいと思いま

す。 

○議長（若狭明彦君） 澤井土木建設課長 

  〔土木建設課長（澤井昭範君）登壇〕 

○土木建設課長（澤井昭範君） 杉本議員の

ご質問にお答えいたします。 

 ＪＲコンサルタントへの委託料でございま

す１億3,000万円。これにつきましては、な

るほど金額的には非常に大きな金額だという

ふうに考えております。 

 この件につきましては、５年ほど前から長

曽川の四ツ水口のかけかえ、あるいはそうい

ったものにおきましてＪＲのコンサルタント

に話をしております。現在、コンサルタント

の中身的なものは協議中でございますけれど

も、１億3,000万ぐらいの費用がかかるだろ

うということでございます。当然、設計書等

が出てきましたら精査いたしまして、金額等

についてはきちっと入れますけれども、現在

そういった形でのコンサルタントの方の話で

あります。 

 ただ、業者につきましては、ご存じのとお

りマル特業者ということで、これも私らの方

で決めた業者の方へ入札は入れられませんの

で、そういったもろもろの点、非常に高いと

いうことはかねがねいろんな会合においてＪ

Ｒの工事は高いというようなことは聞き及ん

でおりますけれども、そういったことも勘案

いたしまして実施の段階には精査し、少ない

金額で効率の上がる施工といいますか、そう

いったことに努めてまいりたいと、そういう

ふうに考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（若狭明彦君） 苗山参事兼総務課長 

  〔参事兼総務課長（苗山雅幸君）登壇〕 

○参事兼総務課長（苗山雅幸君） 杉本議員

から、一昨日の火事を踏まえて防火水槽、そ

れから消火栓等についてのご質問でございま

した。 

 今年度の予算につきましては、消火栓の工

事費として18基分の新設を見込みまして576

万円を計上させていただいております。な

お、中能登町に今ある消火栓の数でございま

すが928カ所ございます。 

 防火水槽のことになりますと、地区からの

要望等が必要でございます。と申しますのは

負担金もついて回ることから、地区からの要

望が最優先というふうなことになるかと思い

ます。こちらから、あればどうですかという

ふうなことも、声をかけることもわかってお

りますが、消火栓があるから防火水槽は要ら

ない、つぶしてくれというような地区もござ

います。その場合には我々といたしまして、

その周りの同意を得ないことにはつぶすこと

はできませんよという、そういう指導も行っ

ております。 

 なお、一昨日の横町地区の火事でございま

すが、たまたまあそこの前につきましてはＪ

Ｒの用地というようなこともございました。

あそこの位置から、あの後ろの方に１カ所、

横町輝雄さんのところの後ろの方にも１カ所

の防火水槽はありましたけれども、地区から

の要望があれば、ぜひ我々といたしましても

広域圏の方に言って防火水槽の設置をしたい
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とそのように思いますので、よろしくお願い

をいたします。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） ほかにありません

か。 

 10番 武田純一君 

  〔10番（武田純一君）登壇〕 

○10番（武田純一君） 私は、道路維持費に

ついてお尋ねをいたします。 

 委託料の中にバイパス地下道ボックス管理

というふうなので60万円の予算がございま

す。 

 国土交通省は、去年から草刈りをほとんど

行わなかった。小竹、水白、尾崎の方で古宮

の地下道の清掃をしております。その上の方

に花壇があります。花壇は、今までその３部

落の方では一切花壇の方を手入れをしていな

かった。上の方に書いてあるのは、その３部

落の方の老人会がしているというふうに書い

てあるんですけれども、実際に今まで一度も

やっていなかった。 

 去年、余りにもひどいので担当課の方へ何

とかしてくれというお願いをしましたら、結

果としては小竹の方にあるすみれ会という会

があるんですけれども、そちらの方へ区長が

泣きつきまして、そちらの方で除草をしても

らった。多分ことしも国土交通省の方は経費

節減だということで、上の方の花壇、ツツジ

を植えてありますけれども、そちらの方をし

ないんじゃないかなというふうに思います。 

 それはそれでいいのかなと。地下道、交差

点で、そこにあります花壇というか植栽して

あるんですけれども、植栽の方が草ぼうぼう

になっていていいのか。国土交通省は全部し

てありませんから、草刈りは。それからいけ

ばいいんですけれども、すみれ会の方も結果

としては１円ももらっておりません。全くの

ボランティアです。もしボランティアでする

のならば、前もってその方らにお願いをする

方法もあると思います。その辺どのような打

ち合わせになっているのか、お答えを願いた

いと思います。 

○議長（若狭明彦君） 澤井土木建設課長 

  〔土木建設課長（澤井昭範君）登壇〕 

○土木建設課長（澤井昭範君） ただいまの

武田議員のご質問にお答えいたします。 

 今ほど言われました古宮の地下道の件につ

きましては、昨年は地下道の方につきまして

は尾崎、小竹、水白の老人会の方にボランテ

ィアでやっていただいているということでご

ざいます。 

 その上の今ほど言われましたサツキ、ツツ

ジですか、そういったところのものについて

は国土交通省が手入れをするというようなこ

とでございましたけれども、昨年は一回もし

てなくて、地元の伊藤区長さんの方から小山

助役を通じて私の方へ話がかかってきまし

て、今ほど言われました小竹のすみれ会を構

成されている女性の方々３名ほどでしたか、

その方にお願いしてやってもらった経緯がご

ざいます。 

 それで、ことしも、この地下道ボックスの

清掃につきましては、従来、町道が国道の下

に通っているその地下道について管理をして

いただいていたものでございまして、古宮の

ような地下道があります、その歩道の上の方

の管理ですね。そういうものについては一切

国土交通省がやっているものとこちらの方は

判断しているわけでございますけれども、今

言ったご指摘の点、ことしもそういったこと

が起こってはいけないということで、今後、

担当がかわったらいけませんので、４月に入

ってからまた国土交通省、津幡の方へ行きま

して、またお話をさせていただきたいなと、

そういうふうに考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） ほかにありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないようでしたら、
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次に移ります。 

 歳出の第10款、第11款、第12款、第13款、

第14款について、質疑の方ございませんか。 

 20番 杉本平治君 

  〔20番（杉本平治君）登壇〕 

○20番（杉本平治君） 第10款に関連いたし

まして１点ばかりお尋ねをしたいと思いま

す。 

 私の意見も交えて、基本的な見解を求めた

いと思うわけでございます。 

 ページ数は101ページ。委託料といたしま

して、統合中学校建設基本構想等の設計とい

うことになろうかと思いますが、200万円予

算化してあるわけでございます。 

 町長は常日ごろ、中能登町の統合中学校の

建設について前向きに考えていきたい、こう

いう発言を繰り返ししているわけでございま

す。 

 私、以前から合併協議会の続きの中で、第

１次の統合中学校検討委員会の結論と、第２

次の統合中学校の検討委員会の結論と、２つ

の検討委員会の結論が出ているわけでござい

ます。おのおの答申されているわけでござい

ますが、内容については大きな違いがあるわ

けでございます。 

 私は、それらを踏まえて町長にお聞きいた

したいのは、統合中学校の建設というのは場

所とお金、基本的に建設費があれば、これは

建設できるわけでございます。特別問題はな

いわけであります。なるほど町の真ん中でい

い場所があって、建設費の50億円も用意でき

るということになれば、これは建設できると

思うんです。それは、今の町長でなくてもだ

れでもできるんです。お金があれば。私でも

お金があって、そういう場所があれば建設で

きる。 

 問題は、お聞きいたしたいのは、現在ある

中学校の位置づけをどうするのか。それをき

ちんと行政が示していただかなくては、地域

の中学校を持っている旧の３つの町の住民の

方々から大きなやはり不満足というか、そう

いう意見が出てくると思うんですよ。 

 特に私は、鹿西の中学校というのは大変新

しいんです。あの中学校をどうこれから考え

ていくか。それらをきちんと踏まえていかな

くては、新しい統合中学校を真ん中に建て

る。合併特例債があるから50億円ほど用意で

きる。そういう安易な考え方でこの検討委員

会の答申を受けて、建設基本構想というのが

これから出されてくるわけでございますが、

その点については本当に慎重にしてほしい。 

 新しい鹿西中学校というのは、本当にすば

らしい学校であります。だから、第１次の検

討委員会の答申の中では、鹿西中学校を新し

い統合中学校の位置づけとしていく、そうい

う意見があったわけです。だから、１番目に

あれを上げたわけです。第１次の検討委員会

は。２番目として、だけども真ん中に建てる

という意見もあったということです。 

 私はそういう面につきまして、鹿西中学校

をとやかく言うのではないんです。あの中学

校をどう位置づけていくのか。壊してしまう

のか、何かの施設に利用するのか、そこら辺

をきちんとこれからの中で考えていっていた

だかなくては、私は大変遺憾なことになる。

ただでさえ苦しい町の財政を苦しめるばかり

だと思うんです。 

 私はそういう点につきまして、今の200万

円の中で町長は慎重にそういう面について考

えていっていただきたい。そういうことを意

見として述べておきたいと思います。 

 これについて、町長が所見があれば述べて

いただければいいし、なければそれでもよう

ございます。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 中学校に関しての私

の思いを述べさせていただきます。 

 合併時のときの検討委員会では、鹿西中学
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校を直す案と他に建てる案と、２案というこ

とであったと聞いております。その後、新し

く中学校検討委員会を立ち上げまして、その

答申は鹿西中学校では狭いと。中学校はあく

までも他に建てるべきだと。そういう答申で

ありました。 

 それにつきましては、私も後の案で鹿西中

学校は全体の中での中学校とすれば狭いのか

なと。やはり建てるとしたら後の答申で、今

言われました、これからの検討委員会を立ち

上げまして、またお金の面、あるいは場所の

面、そういうものを検討していただいて、他

の中学校は使わないということでいきたいと

思っておりますし、そういう中で、鹿西中学

校をどうするかということはやはり一番の問

題であります。平成12年に建ったわけであり

まして、まだ６年、７年しかたっておりませ

んし、本当にあの前を通りましても新しい立

派な学校であります。 

 常々あの学校の前を通るたびにどうすれば

いいのかなと、何にすればいいのかなと。い

ろんな案を言われる方もおいでます。私自身

ももう少し皆さん方の意見を聞きながら、あ

れについては、壊すということはまずあり得

ませんけれども、どうすれば一番有効かとい

うことを進めていきたい。 

 中学校に関しては、検討委員会の中で、他

の場所で粛々と進めていきたいなと、そう思

っております。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） ほかにありません

か。 

 10番 武田純一君 

  〔10番（武田純一君）登壇〕 

○10番（武田純一君） 私は、文化財保護に

ついてお尋ねをいたします。 

 この前の全協のときにも申し上げたと思い

ますけれども、石動山にあります伊須流岐比

古神社、その拝殿の前に石垣があります。石

垣の手前の方に２つの灯籠がありまして、向

かって左側の灯籠がもう倒れてから１年半以

上たっているということでございます。年賀

状で私の方へ、町は何しているのかというふ

うな年賀状が来まして、１月４日の日に行っ

て現地を確認をしてきて、担当の方へも何と

かできないかと。石動山には４軒しか家がな

いんだと。そこで、それを守れといってもな

かなかできないということで、何かできない

かなと。それからもう一つ、石動山を護る会

の方にもその旨お願いしたんですけれども、

一向にらちが明かないと。 

 この前のときには検討していただきたいと

いう話だったんですけれども、その後どのよ

うに話が進んでいるか、その辺をお答え願い

たいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 後藤教育文化課長 

  〔教育文化課長（後藤和雄君）登壇〕 

○教育文化課長（後藤和雄君） お答えいた

します。 

 さきにも検討するというふうにお答えをい

たしました。それで早速、担当の方に確認を

いたしました。業者に見積もりを出していた

だいて、区の方に一応出して、そちらの方で

今検討してもらっている段階だというふうに

私は聞いております。 

○議長（若狭明彦君） ほかにありません

か。 

 ５番 平岡志朗君 

  〔５番（平岡志朗君）登壇〕 

○５番（平岡志朗君） 122ページ、13、駅

伝大会電気計測業務委託料80万。これ日数は

１日かと思うんですけれどもその辺と、また

予定出場チームもしくは人数を教えてくださ

い。 

○議長（若狭明彦君） 吉田生涯学習課長 

  〔生涯学習課長（吉田外喜夫君）登壇〕 

○生涯学習課長（吉田外喜夫君） ただいま

の平岡議員の質問にお答えいたします。 

 駅伝のチーム及び人数ですか。私、今資料

は持っていないんですけれども、聞いたとこ
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ろによりますと年々ふえてきております。そ

して、18年度については80チームぐらいと聞

いているんですが、人数は４人で走るという

ようなことですので300名を超えているとい

うことですね。 

 開催日ですか。11月だったかと思うんです

が。 

○議長（若狭明彦君） ほかにありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ここで、答弁漏れに

対する答弁があります。 

 澤井土木建設課長 

  〔土木建設課長（澤井昭範君）登壇〕 

○土木建設課長（澤井昭範君） 武田議員の

ご質問にお答えいたします。 

 先ほどの質問の中で、空中権というお話が

出ておりました。これにつきましては、道路

占用令で上空の方にお金を取るというような

ことから、送電線の話の中でそういったお話

が出てきたかと思うわけですけれども、この

空中権につきましては、町道の上に送電線が

通っているところでありますけれども、町道

は行政財産でございますので、そういった権

利設定ができないということで、これについ

ては設けてございません。 

 以上でございます。 

○議長（若狭明彦君） 以上で議案第24号に

ついての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第25号 平成19年度中能登町老

人保健特別会計予算について、歳入歳出全般

についての質疑を行います。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第25号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第26号 平成19年度中能登町介

護保険特別会計予算について、歳入歳出全般

について質疑を行います。 

 質疑の方ございませんか。 

 20番 杉本平治君 

  〔20番（杉本平治君）登壇〕 

○20番（杉本平治君） それでは、介護保険

について質疑をさせていただきます。 

 ページ数は159ページでございます。第３

款の地域支援事業。この地域支援事業につき

ましては、これからの介護保険の中に大きな

私はウエートを占めてくる大きな事業だと考

えております。 

 そういう中におきまして、159ページでは

３款の１と２です。介護予防特定高齢者施策

事業費といたしまして、おのおの予算化して

あるわけでございます。今年度は、１として

56万1,000円、２といたしまして294万4,000

円。１と２までです。今年度は56万1,000

円。昨年度の当初予算では63万4,000円打っ

てあったわけでございます。ことしは、２に

介護予防一般高齢者施策事業費といたしまし

て294万4,000円打ってありますが、昨年度の

当初予算では353万1,000円打ってあるわけで

ございます。 

 これらの金額が減額されたのは、地域包括

支援事業の中で果たして適切なのかどうかと

いうこと。特に高齢者の施策事業費でござい

ますから、その点について、なぜにことしは

当初予算の中に昨年度の予算から見れば減額

になったのか。 

 次に、第３款の任意事業でございます。こ

としの予算は1,035万でございますが、昨年

度は1,404万4,000円の予算でございます。こ

れらにつきましても大変減額されているわけ

でございますが、これらを踏まえまして、介

護保険の中でこれらの地域支援事業が円滑に

行われる体制というのが十分に確立されてい

る中での減額であるのか。また、その減額さ

れた内容等について答弁をいただきたいと思

います。 

 以上です。 
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○議長（若狭明彦君） 松栄介護担当課長 

  〔介護担当課長（松栄哲夫君）登壇〕 

○介護担当課長（松栄哲夫君） 杉本議員の

質問にお答えをいたします。 

 まず最初の地域支援事業費としての介護予

防特定高齢者の施策事業費と、それから２目

の介護予防一般高齢者の施策事業費としての

減額ということでありますが、これは18年度

から新たにこういう形をとった事業でありま

す。 

 当初からどれだけの経費がかかるというこ

とを100％把握していたわけではありませ

ん。18年度の実績見込みを考慮して計上した

ものであり、これでいけるということで組ん

だもので、決してただ単に下げたということ

ではありません。 

 それから、地域支援事業費の任意事業費と

して1,404万4,000円から1,035万に下がった

理由ということでありますが、これについて

も特にその中で配食による見守り事業という

ことで624万円を18年度には計上いたしてお

りましたが、19年度は468万、それから介護

用品支給事業、要介護３以上の方に支給をい

たしておりますが、それについても660万円

計上しておりましたものが487万5,000円とい

うことで、この２点が一つ主な理由でありま

す。 

 これについても、要綱で定めている制度と

しては全く変わりはありません。ただ、18年

度の実績見込みを考慮して19年度に計上した

というものであります。18年度の予算を組ん

だときには、17年度の実績見込みがまだはっ

きり立たないときに立てておりました。した

がいまして、18年度の当初予算の計上したも

のについては実績に応じてこの３月の補正に

も減額をさせていただいております。 

 以上であります。 

○議長（若狭明彦君） 20番 杉本平治君 

○20番（杉本平治君） この点について、松

栄課長に再度質疑をしたいと思います。 

 今、厚生省は介護保険の中で要支援１、

２、介護１、２のそういう方々に対する用具

の貸し出し、また例えばベッドであるとか電

動車であるとか、そういう一つの基準の見直

しを新たにしているということが先般新聞の

記事に出ておりました。 

 そういうことになりますと、今私が言いま

したそういう点につきまして、これから包括

的支援事業、任意の事業費の中で対応してい

かれるのかどうか。私はこういう点について

お尋ねしたいと思うわけであります。 

 介護保険の法律が変わりまして、大変厳し

くなりました。今まで利用していた電動車が

利用されない。今までベッドを利用していた

のが利用されない。保険に適用されないとい

う、そういう大きなものが出てきたわけであ

ります。 

 そういう中で厚生省は、これらにつきまし

て一部適用をもう少し広げるというそういう

方針を打ち出しているわけでございまして、

そういう点につきまして今後出てきた場合

は、これらについての対応というものがきち

んと中能登町はでき得るのかどうか。その点

について松栄担当課長の答弁を求めたいと思

います。 

○議長（若狭明彦君） 松栄介護担当課長 

○介護担当課長（松栄哲夫君） 杉本議員の

再質問にお答えをいたします。 

 今ほど比較的軽い方、要支援の方、要介護

１も含むわけですけれども、車いす及び特殊

寝台、ベッドですね。その貸し出しに縛りが

かかったということはそのとおりでありま

す。 

 18年の４月１日、既に利用されている人に

ついては18年の10月１日からの適用、それか

ら18年の４月１日以降に新たに認定される方

についてはすべて適用ということで、内容的

については、車いすの場合は歩行が困難な者

ということが条件としてつけられておりま

す。そしてまた特殊寝台については、起き上
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がりが困難な者、寝返りが困難な者、そうい

う位置づけがされております。比較的軽い人

は寝台なり車いすをリースするということが

結果として機能回復に結びついていないとい

うことで、厚生労働省の方はそういうふうな

見解を出したわけです。 

 それに基づきまして、町の方も対応をいた

しております。選択の中で自己購入をされる

方、それから個人的にレンタルをされる方、

そしてまた町の方にベッドもありますのでそ

ういうものの貸し出しも有効に利用していた

だくということで、そういう選択の中で利用

をしていただいております。 

 今ほど杉本議員さん言われましたように、

厚生労働省の方ではそれを余りにも縛りがき

つ過ぎるのではないかということで、確かに

19年度からはまた一部改正されるようなこと

は聞いております。ただ、その具体的な内容

についてはまだ示されておりませんので、よ

ろしくお願いをいたします。 

 以上であります。 

○議長（若狭明彦君） そのほかありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないものと認めま

す。 

 以上で議案第26号についての質疑を終結い

たします。 

 ここで２時45分まで休憩いたします。 

           午後２時34分 休憩 

 

           午後２時46分 再開 

○議長（若狭明彦君） 再開します。 

 議案第27号 平成19年度中能登町国民健康

保険特別会計予算について、歳入歳出全般に

ついての質疑を行います。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑ないものと認め

ます。 

 以上で議案第27号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第28号 平成19年度中能登町下

水道事業特別会計予算について、歳入歳出全

般について質疑を行います。 

 質疑の方ございませんか。 

 20番 杉本平治君 

  〔20番（杉本平治君）登壇〕 

○20番（杉本平治君） 隣にいる議運の委員

長が大きい声で「なし」ということを言いま

すのでびっくりいたしました。手を挙げるの

を忘れました。 

 議案第28号について質問をいたしたいと思

います。 

 191ページ。ご承知のように、中能登町は

下水道事業が石川県の県内の自治体の中にお

きましても先進的な自治体として評価されて

いるわけでございますが、まだ下水道事業費

にかかわりまして一般会計からの繰入金が多

額のものになっているわけでございます。 

 例えば、特環におきましては７億5,977万

7,000円、集排につきましては１億7,674万

7,000円という多額の金が一般会計から繰り

入れされているわけでありますが、これらに

つきまして今後の見通し、一般会計からの繰

り入れが今後どのような数字に変化していく

のか。財政多難な折から、この点につきまし

て答弁を求めたいと思っております。 

 ２番目といたしまして、いずれの下水道事

業におきましても加入率は今日、総体的で、

中能登町全体でようございますが、パーセン

テージがわかりましたらよろしく数字を述べ

ていただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（若狭明彦君） 澤上下水道課長 

  〔上下水道課長（澤 賢造君）登壇〕 

○上下水道課長（澤 賢造君） まず繰入金

の推移でございますけれども、現在ちょっと

資料を持っておりませんので後で報告させて

いただきます。当分はこのような現状が続く
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ものと思っております。 

 次に加入率ですけれども、現在、平成17年

度末では68％ぐらいでしたが、平成18年度末

では72％ぐらいになる見込みでございます。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） そのほかありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第28号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第29号 平成19年度中能登町分

譲宅地造成事業特別会計予算について、歳入

歳出全般について質疑を行います。 

 質疑の方はございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第29号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第30号 平成19年度中能登町ケ

ーブルテレビ事業特別会計予算について、歳

入歳出全般について質疑を行います。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第30号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第31号 平成19年度中能登町水

道事業会計予算について、収益的収入及び支

出、資本的収入及び支出についての質疑を行

います。 

 質疑の方はございませんか。 

 20番 杉本平治君 

  〔20番（杉本平治君）登壇〕 

○20番（杉本平治君） それでは、最後の質

疑をさせていただきます。 

 まず初めに、ページ数にいたしますと243

ページでございます。この243ページには、

県水の受水費というのが予算化されているわ

けでございます。4,321万7,000円。昨年度の

当初予算では4,309万9,000円でございまし

た。平成19年度は支出の金額が、県へ払う金

額がふえているわけでございます。 

 それらを踏まえまして、今後どのように県

水の問題について行っていくのか、そこら辺

をひとつよろしく答弁を願いたいと思いま

す。 

 県水というのは、旧の３町の中に鹿西町だ

けが受水しておりまして、旧の鹿島の方、鳥

やの方は大変なじみが薄いわけでございま

す。鹿西町は当時、県の水をどうしても必要

だということで受けたわけでございますが、

私は今までこの件につきまして直接県の企業

局へ何回も行きまして陳情いたしておりま

す。 

 そういう中で、平成16年の４月より石川県

の県水の料金が引き下げになりました。

11.2％引き下げを発表したわけでございま

す。以前から受水自治体は、この県水の料金

の引き下げを強く求めていたわけでありまし

て、これらにつきまして県の方が初めてその

ときに県水の値下げを発表いたしました。大

変そのときはよかったわけでございます。 

 同時に、そのときに県水の責任水量制の廃

止ということも強く求めておりました。最終

的に中能登町は県へ、上水、飲み水が要って

も要らなくても最終的に、平成27年になりま

すと2,500トンの水を受けなくてはいけない

ということになっているわけでございます。

これも交渉の中で引き延ばしになったわけで

ありまして、当初から見れば大変引き延ばし

になっております。 

 ただ、その県水の責任水量制が今日、中能

登町にどういう位置づけになっているのか。

今、旧の鳥屋におきましては自前の水量とい

うのは大きく確保されているわけでございま

す。鹿島町にとりましても鹿西町と違って自
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己水というのは確保されている。だが、合併

した中におきまして旧の鹿西町の県水の受水

というのを断るわけにはいかない。最終的に

2,500トンというものを１日受けなくてはい

けないということになりますと、金額、支払

いは当然出てくるわけでございます。 

 平成17年度は1,350トン。17年まで県は右

肩上がりに受水量を計画していたのを、交渉

の中で県は一歩おりまして1,350トンにした

わけでございます。この水量が平成18年度で

は1,710トン、19年度へいきますと1,806トン

になるわけでございます。右肩2,500トンま

でいくわけですね。そうしますと当然、県水

に対する負担率というのは金額は大きくなっ

てくるわけでございます。 

 現在、中能登町としては旧の鹿西町も含め

て自己水というのは本当にどうなっているの

か。確保できるのか。県水の最終的な2,500

トンというのは要るのか要らないのか。平成

19年度では1,800トン、県が要っても要らな

くても中能登町へ県水を送っているわけです

ね。だから、その７割については責任を持っ

て中能登町が支払わなくてはいけない。 

 金沢市ももらっておりますから、金沢市ぐ

らいは川へ流しているそうです。県水の水

を。それでもお金を払っている。そういう契

約でしたわけでございますから。 

 私はそういう点につきまして、県の責任水

量制の見直しというのを、中能登町だけでな

しに受水している市町村全体でもう一遍陣立

てをして県へ要望すべきではないか。県は

今、県水の特別会計は黒字になっております

から、そういう面につきましてぜひとも関係

受水自治体と一緒になって、この県水の責任

水量制の見直し、これをひとつ要望すべきで

はないかと私はそう思うんです。中能登町と

して必要な県の水は受ける、要らない水は受

けなくてもいいという、そういう制度に変え

ていく必要があるのではないかと思うんで

す。 

 受水市町村は、この点につきましては全部

の市町村は一致しているんですよ、責任水量

制の廃止ということにつきまして。だから、

そういう面につきまして、ひとつ積極的に中

能登町としても県へ要望していく。県の水の

単価の引き下げと同時に、責任水量制の廃

止、これをひとつ要望したいと、そう思って

おります。 

○議長（若狭明彦君） 要望ですね。 

○20番（杉本平治君） 訂正いたします。 

 要望ということでなしに、町長のこれに対

する、県に対する積極的な対応の検討を求め

て、答弁を求めたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 澤上下水道課長 

  〔上下水道課長（澤 賢造君）登壇〕 

○上下水道課長（澤 賢造君） 昨年度と県

水の費用が違うということでございますけれ

ども、これは平成19年度は２月が29日という

ことで１日多いということで、その分の費用

が多いわけでございます。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） この県水につきまし

ては、歴史が大変古いわけでありまして、鹿

西時代からいろいろと水が足らないというこ

とでお願いをしておったわけであります。 

 第１次は、ご存じのとおり押水までが第１

次で終わりまして、それ以後、羽咋と、そし

て鹿西、七尾、その当時の能登島。県水は倍

でもいいから何かしてほしいというような格

好で、私の町議時代のときから町挙げてお願

いをしていた経緯があります。 

 そういう中で、何とか押水以北、能登島ま

で行きまして、そのときに130円と160円ぐら

いの差がついていたわけでありますけれど

も、そういう中からやはり一緒な県内でおか

しいのではないかと。県会を巻き込みまし

て、そして運動もして下げていただいて現在

に至っているわけであります。また16年には



 －42－

引き下げもなりまして、第１次段階は県内は

一緒になった。そして16年には10何％か下げ

た。 

 そういうときに責任水量も話をしていたわ

けですけれども、これではだんだん、羽咋も

要らないそうですし、中能登町も要りませ

ん。能登島はどうか、余り要らないというこ

とで、こういうことをしていたら絶対に県企

業会計はもたないという返答でありますけれ

ども、これにつきましてもやはり羽咋、七

尾、そしてまた今は県会議員の選挙でありま

す。そういう中で、また候補者の方々にそれ

らも入れていただいて、当然、再度の引き下

げ、責任水量の廃止というものをともに手を

つなぎながら頑張ってまいりたい、そう思っ

ておりますし、そういう運動をしていること

も事実であります。 

 またそれと同時に、話は少し変わりますけ

れども、能登有料道路の無料化というものも

一緒に運動していることも事実であります

し、それらについてもこれからも皆さんと力

を合わせながら県の方へ話をしていきたい

と、そう思っております。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） そのほかありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないものと認めま

す。 

 以上で議案第31号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第32号 石川県町村議会議員公

務災害補償組合規約の一部を改正する規約に

ついて質疑を行います。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないものと認めま

す。 

 以上で議案第32号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第33号 石川県市町村職員退職

手当組合規約の一部を改正する規約について

質疑を行います。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第33号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第34号 七尾市と中能登町との

下水の処理に関する事務委託について質疑を

行います。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第34号についての質疑を終結い

たします。 

 次に、議案第35号 町道の路線認定につい

て質疑を行います。 

 質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑はないものと認

めます。 

 以上で議案第35号についての質疑を終結い

たします。 

 ここで委員会付託表を配付いたしますの

で、暫時休憩いたします。 

           午後３時08分 休憩 

 

           午後３時09分 再開 

○議長（若狭明彦君） 再開いたします。 

 

 ◎常任委員会付託 

○議長（若狭明彦君） 日程第２ 常任委員

会付託 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっております報告第１号

１件、議案第１号から第35号までの議案35件

及び請願第１号から第３号までの請願３件に
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ついては、会議規則第39条の規定により、お

手元に配付しております議案及び請願付託表

のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託し

たいと思います。これにご異議ありません

か。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ご異議なしと認めま

す。よって、議案及び請願付託表のとおり各

常任委員会へ付託することに決定いたしまし

た。 

 

 ◎休会決定の件 

○議長（若狭明彦君） 日程第３ 休会決定

の件について議題といたします。 

 お諮りします。 

 各常任委員会審査などのため、３月７日か

ら13日までの７日間、休会いたしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 異議なしと認めま

す。よって、３月７日から13日までの７日

間、休会とすることに決定いたしました。 

 

 ◎散   会 

○議長（若狭明彦君） 以上で本日の日程は

終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後３時11分 散会 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（若狭明彦君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は20名です。 

 議員定数の半数に達しております。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

 ◎一 般 質 問 

○議長（若狭明彦君） 日程第１ 一般質問 

 これより一般質問を行います。 

 あらかじめ申し上げておきます。一般質問

についての各議員の発言時間は１時間ですの

で、守っていただくようお願いいたします。

執行部におかれても、的確な答弁をお願いい

たします。 

 それでは、通告順に質問を許します。 

 19番 作間七郎君 

  〔19番（作間七郎君）登壇〕 

○19番（作間七郎君） それでは私は、通告

してある行財政改革について、教育行政につ

いて、農業施策について簡潔に質問をしま

す。 

 合併で２年経過し、３年目である。 

 まず１点目の行財政改革については、各課

長に自己評価について５つの項目を質問しま

す。また、町長には６項目について質問しま

す。 

 まず課長には、１つ目は、市町村財政比較

分析表を見たか。 

 ２つ目には、現状の課全体の仕事の量は。 

 ３つ目は、課での職員数は。 

 ４つ目は、あなた自身、課長としての自己

評価は。 

 ５つ目は、課長としての自己評価点数は

100点中何点か。これは答えられる範囲で結

構でございます。 

 町長は提案理由の中で、義務的経費の増要

因を掲げながら、行財政改革を推し進めるこ

とが私に課せられた問題としてとらえている

と説明されましたので、１つ目には職員定数

条例について、２つ目には職員の適材適所の

配置について、３番目には外部委託につい

て、４番目には指定管理者制度について、５

番目には職員の勧奨制度について、６番目に

は定年退職者の嘱託採用について。 

 それでは各課長、町長には簡潔明瞭に答弁

を願います。なお、課長には質問内容を先ほ

ど言いましたけれども、答弁席に私が言った

ことを置きますので、それを見て答えてくだ

さい。 

○議長（若狭明彦君） 苗山参事兼総務課長 

  〔参事兼総務課長（苗山雅幸君）登壇〕 

○参事兼総務課長（苗山雅幸君） 作間議員

の質問でございますが、今定例会の一般質問

のトップバッターということもあり、また、

どんな質問があるのかなということで大変緊

張いたしておりました。現在、大学試験、入

試もあります。受験生となった気分でござい

ます。また、答案用紙と質問用紙が裏向けに

置いてあって、どんな質問が用意されている

のかなという緊張の連続でありますが、それ

では質問に沿って答えさせていただきますが

よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 まず１番目の県内市町村財政状況につい

て、合併後の県内全市町村の財政状況表を見

たことがありますかというご質問でございま

すが、私は立場上、見ております。 

 それから、課の仕事の量でございますが、

現在あなたの課の仕事量はどうですかという

ご質問でございます。この仕事の量につきま

しても時期的に波があるかと思います。極端

に厳しい時期と、そうでもないというような

時期もあるかと思いますけれども、私として

は適量であるというふうに考えております。 

 課の職員についてでございます。現在あな

たの課の職員数は仕事量に比較してどうです

かということでございます。どの課長につい

ても人数が多いということは言わないだろう
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と思いますけれども、私は、極端に忙しい時

期を迎えたときには少ないかなということも

ございますが、これについても妥当であろう

かなというふうに思っております。 

 それから、４番目の自己評価についてでご

ざいます。課長自身の評価はどうかというこ

とでございますが、職員はどのように見てお

るかなというふうに思っておりますが、私は

普通であろうというふうに思っております。 

 最後の自己評価の点数、なかなか難しいご

質問でございます。課長としての点数はどう

かということですが、若干50点よりちょっと

多いんじゃなかろうかなというふうに思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（若狭明彦君） 大村企画課長 

  〔企画課長（大村義一君）登壇〕 

○企画課長（大村義一君） 作間議員のご質

問にお答えをさせていただきます。 

 まず、県内市町村の財政状況について、合

併後の県内の全市町村の財政状況を見たこと

があるかというご質問でありますけれども、

見たことはございます。 

 それから、第２点目の現在の仕事量につい

てでございます。あなたの課の仕事量はどう

ですかというご質問でありますけれども、特

に本年度、ケーブルテレビ事業をやっており

ますので、この件につきましては非常に大変

な仕事量が求められていると思っておりま

す。今後でありますけれども、専門的な分野

もありますので職員の増員をお願いしたいと

いうふうに思っております。 

 それから課の職員数でありますけれども、

現在、私の課には全体で13でございます。仕

事量について比較したら多いかというご質問

でありますけれども、ケーブルテレビ事業も

ありますので少し多いかなというふうに思っ

ております。 

 それから自己評価についてでありますけれ

ども、先ほど総務課長も言いましたけれども

自分自身の点数につきましては50点か60点ぐ

らいかなというふうに思っております。 

 それから、申しわけございません、４番目

の自己評価でありますけれども、自分として

の評価はどうかということでありますけれど

も、普通だというふうに思っております。 

 以上であります。 

○議長（若狭明彦君） 永源税務課長 

  〔税務課長（永源 勝君）登壇〕 

○税務課長（永源 勝君） 作間議員のご質

問にお答えいたします。 

 県内市町村の財政状況について見たことが

あるかということでございますが、仕事の関

係上、徴収状況等、一部については見たこと

がございます。 

 それから、課の仕事の量についてでござい

ますが、現在、税務課ではことしに入りまし

てから確定申告等の仕事が続いております。

５月には固定資産税、軽自動車税、６月には

町民税の発送ということで、それまでは仕事

に追われる日々が続きます。ただ、年間を通

じて考えますとおおむね妥当かなという気が

しております。 

 現在、税務課の職員数ですが産休の関係で

昨年の11月より９名で仕事をしております。

そういう関係で、課員には少し仕事について

無理を言っている面がございます。 

 自己評価についてということで、税務課で

はみんなで力を合わせないとなかなかできな

い仕事が多くございます。そういうことで

今、課員一同心を一つにしてよく頑張ってい

ると思います。 

 自己評価の点数についてということでござ

いますが、自分で点数をつけるのはなかなか

できないものでございますが、平均点はある

んじゃないかと、そういうふうに自分自身は

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（若狭明彦君） 小山会計課長 

  〔会計課長（小山三雄君）登壇〕 
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○会計課長（小山三雄君） 作間議員のご質

問にお答えいたします。 

 県内の市町村財政状況について、合併後の

県内の財政状況、一部見たことはございま

す。 

 課の仕事量につきましては、私ども４名で

ありますけれども、若干６月、決算の調定ま

ではあれですけれども、あとは毎月決まった

量ですけれども、ある程度余裕を持って勉強

させていただいております。 

 それから課の職員数、先ほど言いましたよ

うに私を含めて４名でありますけれども、課

長職を拝命しながら収入役の職務代理者とい

うことをやっています。ことしの４月１日か

らは収入役が廃止されて会計管理者となりま

すので、そういう面でも４名で妥当ではない

かなと思っておりますけれども。 

 次に自己評価についてでございますけれど

も、普通といたしたいと思っております。そ

のように常に努力しているつもりでございま

す。 

 自己評価の点数としましては、やっぱり普

通。点数では自分自身ではなかなかつけよう

がございませんので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（若狭明彦君） 藤井参事兼監理課長 

  〔参事兼監理課長（藤井博昭君）登壇〕 

○参事兼監理課長（藤井博昭君） 作間議員

の質問にお答えをいたします。 

 県内市町村の財政状況について見たかとい

うご質問でございますが、細かくは見ており

ませんが、ざっと目を通したことはありま

す。 

 課の仕事の量についてでありますが、現

在、監理課の方では、財産管理とか、また地

籍担当、それとシルバー等がありますので広

範囲な業務をこなしております。そういう中

で適量かどうかという話になりますが、年間

通じての業務、それと季節的なもの、いろい

ろありますので、そういう中で私の判断では

適量ではないかと思っております。 

 次に、課の職員数でありますが、現在20名

おります。その中で先ほども申しましたとお

り管理部門では７名、地籍では８名、シルバ

ーで２名おります。職員数についても妥当で

はないかなと思っております。 

 次に、一番嫌な自己評価の件であります

が、私は毎年行っている自己評価につきまし

ては普通である表現をしております。 

 自己評価の点数につきましては、なかなか

これは点数をつけられるものではありません

が、先ほど言いました評価に基づいて平均点

ぐらいであろうかなということで思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 澤井土木建設課長 

  〔土木建設課長（澤井昭範君）登壇〕 

○土木建設課長（澤井昭範君） 作間議員の

質問にお答えいたします。 

 県内市町村の財政状況についてでございま

すけれども、これにつきましては毎年県の方

で発表しております新聞報道でもって確認を

しております。 

 課の仕事量、課の職員数についてでござい

ますけれども、これにつきましては課制条例

等においての仕事の量でございます。土木建

設課におきましては毎年その仕事の量が違う

わけでございますけれども、それについては

課員一同頑張っておるというふうに考えてお

ります。職員数の是非については、そういっ

た中での仕事をこなすということで、これに

ついては一生懸命やっているということで評

価をさせていただきたいと思います。 

 それと自己評価についてでございますけれ

ども、これにつきましては私なりに、我以外

皆我が師なりというその教えをもってやって

きたと思います。その中においては一期一会

を大切にし、また職務においては裏を見せ、

表を見せて散るモミジのようなごとく、そう

いうふうにやってきたつもりでございます。
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その中におきましては、人間万事塞翁が馬と

いう処世訓をもってここまで務めてきたつも

りでおります。 

 最後、卒業式に当たるわけでございますけ

れども、これからはもう一つ自分を磨いて、

皆さんの教えをいただきながらまた頑張って

いきたいと、そういうふうに考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

○19番（作間七郎君） 議長、各課長にはも

う少し早く。私も時間が限られておりますの

で、ほかの質問もありますので、簡潔にぱっ

ぱっと答弁するように、よろしくお願いしま

す。 

○議長（若狭明彦君） ただいまの作間議員

の言われるとおり、執行部、答弁者におかれ

ましては簡潔に答弁をお願いいたします。 

 表農林課長 

  〔農林課長（表 辰祐君）登壇〕 

○農林課長（表 辰祐君） １番目の質問で

ございますが、県内市町村財政状況について

見たことがあるかということでございます

が、細かいことは見ておりませんが、新聞で

報道される程度で認識をいたしております。 

 それから２つ目の課の仕事量についてでご

ざいますが、現在、私の課はソフト部門、ハ

ード部門に大きく分けておりますが、複雑多

岐にわたっていると思います。そうした中で

課員には、課員相互に連携を密にして事務に

支障を来すことのないように注意を払うとと

もに、町民の対応には親切丁寧に心がけるこ

とというのを課のモットーにして日々仕事に

当たっております。 

 ３番目の課の職員数につきましては、現在

私も含めて12名でございますが、できればハ

ード部門のより詳しく迅速にやっていくため

には、もう１人くらいはいただけたらなと、

そのように思っております。 

 自己評価につきましては、普通だと思いま

す。 

 自己の評価点数につきましては、100点満

点中ということでございますが、できれば私

は70点をめどに頑張っておりますし、今後も

また頑張っていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 坂井商工観光課長 

  〔商工観光課長（坂井信男君）登壇〕 

○商工観光課長（坂井信男君） 作間議員の

質問にお答えをさせていただきます。 

 １番目の県内市町村の財政状況についてで

ございますが、新聞報道等で、詳細について

は把握しておりませんが見たことはございま

す。 

 ２番目の課の仕事量についてでございます

が、現在、商工観光課では労働、商工、観光

振興に関する事務を担当しておりますが、そ

れぞれ職務分担に基づき課員は一生懸命やっ

てくれておりますので、適量だと思っており

ます。 

 ３番目の課の職員数についてでございます

が、現在、私を含め６人体制で業務を行って

おりますが、特段のプロジェクトといいます

かそういったものがない限り、現在の数は妥

当だということを思っています。 

 ４番目の自己評価についてでございます

が、私自身の評価といたしましては平均レベ

ルかなということを思っております。 

 ５番目の自己評価点数についてでございま

すが、100点満点ということで、なかなかち

ょっと申し上げにくいところもあるのです

が、点数はちょっと申し上げられませんが平

均点ぐらいはあるのかなということを自分で

思っております。 

○議長（若狭明彦君） 澤上下水道課長 

  〔上下水道課長（澤 賢造君）登壇〕 

○上下水道課長（澤 賢造君） 上下水道課

長の澤です。よろしくお願いいたします。 

 県内市町村の財政状況を見たことがあるか

ということでございますが、新聞等で見てお

ります。 

 課の仕事量については、私のところは下水
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道と水道の維持管理、建設事業をやっており

ますけれども、いろいろ今の状況は適量かと

いうふうに思います。 

 課の職員数については、私のところは下水

の方が４人、水道担当が６人、それと私で11

人になります。下水の方については、整備が

ほとんど済んでおりますので大体適正かと思

います。水道については、これから統廃合を

進めれば少し減員できるのではないかという

ふうに思います。 

 自己評価については、私は課長としての立

場として評価するならば平均点ぐらいかなと

いうふうなことを思っております。 

 点数については、はっきり示されませんけ

れども50点から60点ぐらいかというふうに思

います。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 林参事兼住民課長 

  〔参事兼住民課長（林富士雄君）登壇〕 

○参事兼住民課長（林富士雄君） 作間議員

のご質問にお答えいたします。 

 県内の市町村財政状況については、新聞報

道、また一覧表にした冊子等については見た

ことがあります。 

 課の仕事量につきましては、住民課ですの

で戸籍住民、それから外国人とか住民の身分

事項にかかわることでありますので、ともか

く専門性を高めて、また窓口でもありますの

で接客能力の向上に努めまして、住民サービ

スの向上に努めております。仕事量は、そう

いう意味で多少季節的な要因もありますが、

職員数に応じた適切な仕事量ではないかとい

うふうに思っています。 

 職員数についても、そういうふうな性質上

ともかく専門性を高めて、ともかく適切な対

応ができるような職員数に現在なっていると

思います。 

 自己評価につきましては、職員に対してど

のような立場に立っているかということでご

ざいますけれども、ともかく職務に忠実に、

また向上心を持ってということを課員に努め

ましております。 

 私自身もそういう意味で、ともかく職務に

忠実に、向上心を持ってというふうな思いで

おりますので、普通、またそれ以上の気持ち

でおります。 

 自己評価点数につきましても、点数ははっ

きり申し上げるようなものではありませんけ

れども、町民の負託にこたえられる程度の頑

張りを示していると自分では思っておりま

す。 

○議長（若狭明彦君） 後藤教育文化課長 

  〔教育文化課長（後藤和雄君）登壇〕 

○教育文化課長（後藤和雄君） 教育文化課

長の後藤です。お答えをいたします。 

 県内市町村の財政状況についてでございま

すが、これも新聞報道されている範囲内で承

知をいたしております。 

 課の仕事量につきましては、小中学校、給

食センター、児童館、文化財保護等でござい

まして、仕事量は十分であると感じておりま

す。 

 ３番目、課の職員数でございますが、事務

局職員が６名で少し少ないというふうに感じ

ております。 

 自己評価につきましては、普通であるとい

うふうに思っております。 

 自己評価点数につきましては、50点ほどで

ないかなというふうに思っております。 

○議長（若狭明彦君） 吉田生涯学習課長 

  〔生涯学習課長（吉田外喜夫君）登壇〕 

○生涯学習課長（吉田外喜夫君） 作間議員

の質問にお答えいたします。 

 １番目の県内市町村財政状況についてとい

うことでありますけれども、新聞等で報告さ

れる、あるいは知らされている程度のものは

見ておりますので、そういうことでございま

す。 

 ２番目の課の仕事量についてということで

ございますけれども、生涯学習課、ご存じの



 －52－

とおり施設が３カ所、３カ所といいますか旧

町単位でございます。 

 人数的には、次の課の職員数についてとい

うのを含めまして申し上げますと、鹿西庁舎

に６名、ラピア、創修館、飛翔、各施設に６

名おります。それからスポーツ担当に４名と

いうことで、計28名の職員がついておりま

す。仕事量については、適切に年間仕事を計

画し、そしてそれを実行するということで、

適量の人数かと現在思っております。 

 そして４番目の自己評価についてというこ

とでございますけれども、自己評点数につい

て、あわせてなかなかこちらとしては個人的

には評価できないということでございますの

で、住民の方、あるいは皆さん方が評価して

くれるのではないかなと思いますが、自分で

は平均点以上を目指して、そして日ごろの職

員の接客等、あるいは事業の遂行等を見なが

ら管理していきたいなと常に思っております

ので、そういうことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（若狭明彦君） 小林保健環境課長 

  〔保健環境課長課長（小林玉樹君）登壇〕 

○保健環境課長（小林玉樹君） 作間議員の

ご質問でございます。 

 まず１つ目の県内市町の財政状況というこ

とでございますが、皆さんと一緒でございま

す。新聞等で一部見ております。 

 それから、２つ目の課の仕事量につきまし

ては、たまたまうちの課は保健関係、それか

ら環境関係ということで日常生活とかかわり

の深い部分がございまして、かなり細かいも

のがございます。それについては量というの

は確かに適当だと思っております。ただ加え

て、福祉関係あるいは他の関係の仕事が若干

入っているから、その辺がちょっと多いかな

という気は微妙にいたします。 

 ３番がこれに絡みますけれども、職員数が

足りているかということで、先ほど総務課長

が述べられましたとおりかなり波がございま

す。健診やなんかの時期になりますとかなり

厳しいことになりますし、それから保健師等

が多いものですから産休、育休、そういった

ものが入ってきますとかなりきつくなりま

す。ただ、年間通してといいますか全体で見

ますと、ちょっときついけれども適当なとこ

ろではないかという気はいたします。 

 それから、４番目の自己評価についてでご

ざいます。それから５番もですが、私なりに

一生懸命やっているつもりでおります。です

から、その点数につきましては住民の方、あ

るいは上司の判断にお任せしたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○19番（作間七郎君） 私の時間配分してお

りますので、こんな時間がかかると思ってお

りませんので、介護担当の松栄課長、保育担

当の谷課長を省かせてください。町長にすぐ

私の先ほど言った簡潔明瞭に答弁をしていた

だきたいと思います。時間の関係もあります

ので。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 作間議員の質問に簡

潔に答えさせていただきます。 

 職員定数条例につきましては、合併前の一

元化の時点で職員定数を定めてあります。嘱

託を入れて370名ということでございます。 

 ２番目の職員の適材適所の配置につきまし

ては、課内の職員について適正配置を心が

け、そして各課の課長が責任を持ち、業務の

分担を課員に振り分けております。 

 しかし毎年、役場の業務も複雑多岐になっ

ております。当初予算の査定時には各課長か

らの各課の人員配置等の要望を受けておりま

すので、新年度の人事異動に反映をしていき

たいと考えております。 

 よろしくお願いをしたいと思います。 

 ３つ目の指定管理者制度についてでありま

すけれども、現在３つの施設について指定管
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理者制度の導入を認めていただいておりま

す。この指定管理者制度については、さきの

ご質問の外部委託と関連をした内容でござい

ますが、指定管理者制度は町が、行政が責任

を果たすのに必要な監督権を留保した上で、

その事務を民間団体や民間企業などにゆだね

ていくとなっております。 

 指定管理者制度につきましては、今後も導

入を検討していきたいと考えております。施

設の特性を考慮し、民間団体や各自治区並び

に民間企業に対して、指定管理の受託を検討

していきたいと考えております。 

 また職員の勧奨制度につきましては、現在

平成18年度は９名、平成19年度は15名を、退

職者でありますけれども予定しております。

そのうち平成18年度の勧奨退職の方は18年度

は８名、平成19年度は13名であります。 

 また、定年退職者の嘱託採用についてであ

りますけれども、定年退職者の嘱託採用につ

きましては、新町に移行後に退職した職員に

ついては技術や資格を有している方について

は若干名ではありますが嘱託採用を行ってお

ります。今後、ご指摘いただきました再任用

のことでありますけれども、またこれからは

今後慎重にしていきたい、そう思っておりま

す。 

 以上であります。 

 答弁漏れがありまして。 

 さきの外部委託につきましては、職員がで

きるものがあるのではないかと思います。し

かし、この先、小さな行政を目指していくた

めには、民間にできることはできる限り民間

にゆだねていくことも検討をしていく必要が

あると考えております。 

 また今後は、提案説明を申し上げたとおり

行政評価を行い、事務事業を見直した上で外

部委託について検討していきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 答弁が、考えておりまして後先になったこ

とをおわびを申し上げたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 作間七郎君 

○19番（作間七郎君） 町長、課長の答弁が

終わったんですけれども、先ほど課長さん方

に聞くと、市町村財政比較分析表については

新聞報道に見たということが大半でございま

す。そこで、私の調べた市町村財政比較分析

表での資料をここで言います。ちょっと早口

になるかと思いますけれども、聞いてくださ

い。 

 地方自治体の職員数は、住民1,000人に対

し全国平均が8.12人、ラスパイレス指数は

93.7であります。類似団体平均は8.16人、ラ

スパイレス指数は94.3。石川県市町村平均が

8.63人、ラスパイレス指数は87.5。中能登町

は15.14人、ラスパイレス指数は82.6です。

嘱託を含めれば19.05人になっております。 

 全国や類似団体、また石川県、市町村、こ

の３つの平均職員数に比べて中能登町は約

1.75から1.9倍多い職員数の現状であるが、

職員の人件費では約ですが、最も高い人で

1,010万円、少ない金額で280万円です。平均

額では600万円。嘱託職員が200万円です。平

成11年度人件費は18億6,200万円、町の税収

の収入は15億8,000万であります。 

 なお参考ですが、職員のことばかり言って

おってもあれですけれども、議員の人件費は

約430万円になります。通常よその地方自治

体では５つの仕事を５人でしているのに対

し、中能登町の職員は５つの仕事を約９人な

いし10人でしている計算になります。費用対

効果を給与面で考え、独自に計算した結果、

ラスパイレス指数は82よりさらに低い数字に

なります。 

 ラスパイレス指数とは、国家公務員給与を

100とした指数です。町長と職員が積極的に

危機感と自己責任を持つことを期待いたしま

す。 

 そこで、中能登町の平成12年度までの職員

定数の計画を示してください。 

 適材適所配置についてですが、町長も言わ
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れましたけれども、昨年、石川県に職員を派

遣した後、関連箇所に職員を配置してあると

思うが確認をしたい。また、３町合併時の旧

町長は３町の融和を図るために課長を５人ず

つとしたと聞いているが、現在もそのように

なっているのか。いつまで続けるのかをお尋

ねいたします。 

 指定管理者制度については、現在も３カ所

やっていると、今後も指定管理者制度につい

ては町長は導入をしたいという考えでござい

ましたけれども、この点についてはわかりま

した。 

 職員の勧奨制度についても取り組んでいる

と。 

 定年退職した職員の嘱託採用については、

町長は検討したいと言われて、またいろいろ

技術を持っている者についてはちょっと考え

なくてはと言われましたけれども、今私の言

っている数字を見てもいかに職員が多いかと

いうことです。そういうことも頭に入れて、

この件についてはまた検討してください。 

 再質問について答弁お願いします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） この件につきまして

は、担当課長から、総務課長から説明をさせ

ますので、よろしくお願いします。 

○議長（若狭明彦君） 苗山参事兼総務課長 

○参事兼総務課長（苗山雅幸君） 定員管理

の適正化ということのご質問でございまし

た。平成22年４月１日現在の職員数の目標値

でございますが、職員数は281というふうな

ことに今町ではしております。17年の４月１

日から22年４月１日までの増減率を見ますと

7.9％の減というふうな数字になっておるわ

けでございます。 

 よろしくお願いをいたします。 

○議長（若狭明彦君） 作間七郎君 

○19番（作間七郎君） 職員定数の適正化で

は、行財政改革は職員数の適正化であること

が最重要課題だと言われています。迅速な適

正化を進めなければ近い将来、人件費で財政

破綻に陥ることになります。現在は財政調整

基金を有し、取り崩しをしている他の市や町

からもうらやましく思われているが、いつま

でもあるわけではありません。ことわざで、

いつまでもあると思うな親と金、体力がある

間にぜい肉を落とし、健康な体にしなければ

ならないと思う。 

 現在、羽咋市では人口２万5,000人に対し

て職員の定数条例は340人となっておりま

す。平成11年度では嘱託を含めて職員数が

263人、人口1,000人当たり9.35人。中能登町

は人口２万人、職員の定数条例では370人と

なっているが、平成17年では職員数が305

人、嘱託で76人、含めれば381人となる。人

口1,000人当たり15.4人。嘱託を含めれば

19.05人となる。羽咋市は現状の職員数にす

るまでに約10年かかったと聞く。加えて、平

成21年度までに30人を削減し232人となるよ

う計画をしている。 

 また、七尾市は合併して職員数が多いとか

借金が多いとか言われているが、職員の定員

管理適正制度は人口1,000人当たり11.45人で

あり、財政力指数は0.475を示しているが、

さらに今後６年間で16.7％の削減、職員数で

は139人削減の計画等をしている。いずれも

中能登町より良好な数字を示しているが、さ

らに行財政改革を進めると聞いている。 

 ちなみに中能登町は、先ほど総務課長では

平成22年度までに7.9％の職員数は281人にす

る計画と言われましたが、私は少数精鋭路線

を進める上で欠かせないのが職員の資質向上

とモチベーション、すなわちやる気、意欲の

強化であると思います。 

 当然、町長も思いはそこにあると思うが、

再度お考えを聞かせてください。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 今、作間議員がいろ

いろと数字を説明されまして、羽咋市、七尾

市との比較をされましたけれども、中能登町
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が今合併をして３年目を迎えたところでござ

います。そういう中で一番の問題は、合併を

いたしまして各施設、図書館にしろ保育所に

しろ、あるいは保健センターにしろ、いろん

な施設そのまま残っているということでござ

います。分庁方式ということで、３町の役場

そのものも残っております。まずそれらを一

元化しなければ、なかなか人間は少なくでき

ないということでないかと思っております。 

 今そういう中で、鹿西の役場をなくする、

あるいは鹿島の役場をなくする、図書館を一

つにするということで、町民の皆さんに理解

が得られるのかどうかという問題もあります

し、いろんなこれから町民との対話も通じま

してご理解もいただきながら、まず施設を一

元化しながら適材適所をやっていきたいと、

そう思っております。 

 どうかご理解いただきたい、そう思いま

す。 

○議長（若狭明彦君） 作間七郎君 

○19番（作間七郎君） まだまだ私は尋ねた

いことがありますので。 

 この件については、杉本町政が誕生し、折

り返し２年間でいかに改革が進むか。町民も

注目し、期待をしていると思います。強力な

リーダーシップで行財政改革を推進してくだ

さい。私も微力ながら協力いたしますので、

町民が住んでよかったと実感できるまちづく

りに励んでいただきますようお願いをしてお

きます。 

 それでは、２点目の教育行政について質問

します。 

 教育長就任しての抱負をお尋ねいたしま

す。 

 ２点目には、教育長としての中能登町独自

の教育理念、方針をお尋ねをいたします。 

 ３番目に、教育長は38年間、教職を続けて

こられた中で、中能登町の義務教育のレベ

ル、学力、体力は県下を見回したときどのく

らいか自己評価かお尋ねいたします。 

 濱田教育委員長には、教育の危機管理とし

て中能登町教育行政の現問題と、将来懸念さ

れる問題があるならばお尋ねをいたします。 

 このことについても、私の思っていたより

先ほどの時間がかかり過ぎたもので、簡潔明

瞭に、わかりやすく説明をしてください。 

○議長（若狭明彦君） 池島教育長 

  〔教育長（池島憲雄君）登壇〕 

○教育長（池島憲雄君） 先ほどの作間議員

のご質問にお答えをいたします。 

 今、教育長として町の教育行政、それから

学校の教育活動に携わることができますこと

をこの上ない光栄と思い、心から感謝をして

おります。 

 とにかく抱負ということですけれども、新

生になった中能登町の発展に教育の面から全

力を尽くしたい。中能登町の将来を担う子供

たちに確かな力をつけ、夢と希望を持ってチ

ャレンジしていく、そういう頼もしい子供た

ちの育成に頑張っていきたいなというように

思っております。 

 もちろん最大の課題は、小中学校の再編整

備です。とにかく施設、設備が整った立派な

学校、生徒数の多い規模の大きな学校だけを

決して望んでおりません。問題は、魂と勢い

と町との一体感でないかなというように思っ

ています。 

 町民の皆様から親しまれ、激励され、応援

される、そういう地域の核としての中学校を

実現をしていきます。 

 学習面、スポーツ面、文化面、すべてにお

いて質の高い教育活動を展開し、絶えずトッ

プの成績をねらう、そういう意気込みと活力

と気風を備えた、そういう強い中学校、県下

に光り輝くそういう優秀な中学校を目指して

いきたいなというふうに思っております。 

 どうかよろしくお願いをいたします。 

 それから、教育理念ということですけれど

も、私は常々、教育の原点は愛情と信頼関係

だと思っております。信頼関係のないところ
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に教育は成り立ちません。愛情を持って子供

たちと接し、親身になって面倒を見ていくこ

と。子供たちの心をしっかりとつかんで夢中

にさせ、子供たちと一緒に夢を追う教育活動

を展開していくことこそ理想の姿と思ってお

ります。 

 それから方針といたしましては、１つ目は

豊かな人間性、２つ目は確かな学力、そして

３つ目は健康な体とたくましい体力。この３

点を中心に頑張っていきたいなというように

思っています。 

 それから最後、町の教育水準についてです

けれども、町内には９つの小中学校がありま

す。いずれにおきましても校長が示す特色あ

る学校づくりの構想のもと、全教職員が心を

一つにして豊かで質の高い教育活動が展開さ

れ、大きな成果が上がっていると思っており

ます。構内暴力や非行、いじめなど生活面で

の深刻な乱れというものはありません。 

 毎年実施されております県の学力調査で

は、小中ともに県内の平均を大きく上回って

おります。特に今年度は、県内の公立中学校

の中でトップの学校もありました。スポーツ

大会における優秀な成績は言うまでもなく、

うれしい限りであります。 

 とても教育熱心で、絶えず温かい励ましや

ご支援を送っていただいている保護者の皆

様、町民の皆様に感謝をしております。今後

ともよろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 濱田教育委員長 

  〔教育委員長（濱田 繁君）登壇〕 

○教育委員長（濱田 繁君） 作間議員のご

質にお答えいたします。 

 町の教育行政における危機管理というご質

問でございますが、学校の危機管理というの

は、危機が起こったときに被害や問題が最小

限となるように対応すること。また、日ごろ

からそのような危機が起きないような万全の

体制を整備するということが必要であると思

っております。 

 危機管理の目的というのは、児童生徒及び

教職員の体や生命を守る。そして安全を確保

する。また、児童生徒や保護者との信頼関係

を保つということが肝心であるというふうに

思っております。 

 手順としましては、危機の予知、それから

予測、未然防止に向けた的確な取り組み、危

機発生時における即時の対応、そして対応の

評価と事故の再発防止に努めるということが

大事だと認識しております。 

 現在、小中学校では、毎年度実施しており

ます校長会、教頭会などで当面の問題につい

て県教委の指導を受けながら適切な対処をし

ていくことにしております。 

 今後とも家庭、学校、地域の連携を密にし

て、安心、安全な教育環境の整備に努めてま

いりたいと思っておりますので、ご支援のほ

どよろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 作間七郎君 

○19番（作間七郎君） 濱田教育委員長はい

ろいろと言われましたけれども、私は特にマ

スコミ、報道関係でいろいろといじめ、給食

費の未納、朝食を食べてこない児童生徒、ま

た指導力不足の教員の現状、そういうものを

把握しているかということを聞きたかったん

ですけれども、時間の関係上またの機会とし

て、次に移らせていただきます。 

 最後に、３点目の農業施策について質問し

ます。 

 中能登町ブランドとして奨励や支援したい

作物はあるのか。また、耕作面積全体で

1,588ヘクタールに上る圃場整備率は52％で

面積として861ヘクタールである。圃場整備

の目的は農地の汎用化であります。汎用化と

は、農地を稲作だけではなく、ほかの作物も

つくれる環境の整備だということです。県下

全体での平均達成率は73％、今後、町として

農家に積極的に圃場整備の必要性の理解をし

てもらえるよう、町として積極的に事業を進

めてほしい。 
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 私の思いは、野菜類は抗酸化機能が強いこ

とが特徴で、生活習慣病予防や健康増進のた

め積極的に食することが大事である。特に中

能登町ではカラー野菜を導入し、特色ある野

菜づくりをすればいいと思う。 

 そこで、消費者が食しやすい野菜、好き嫌

いが余りない身近な野菜類を検討し、石川県

の研究機関や関係団体と相談しながら積極的

に農家所得の向上に努め、最終的には一石二

鳥ぐらいの成果を上げてほしい。一石二鳥と

は、消費者の健康増進と農家所得の向上によ

り税収の増加につながるということです。 

 また、中能登町のセールスマンとして町

長、助役、職員みずからが町民と協働し、触

れ合いできるような環境を整備し、町の特産

物や農畜産物の販売、すなわち中能登町ブラ

ンドとなる作物を奨励し、町の特産物、農畜

産物の直売所、要は中能登町の独自の道の駅

を設置する考えはあるかを町長にお尋ねをい

たします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 作間議員の質問にお

答えいたします。 

 中能登町のブランド作物について、現在は

能登白ネギところ柿が確立をされているので

はないかと思っております。 

 また、この中で中能登町として育成してい

きたいと思うものは何かという質問でありま

すけれども、昨年ですか名づけられました能

登娘の赤い大根、あるいは紅むすめと名づけ

られております赤ネギなど、いずれもネーミ

ングに引かれることもさることながら、色彩

のある野菜や、また小さなミニ野菜に挑戦し

てみればどうかと思っております。これにつ

いては農協とも、また、つくる人とも話を続

けていきたいと思っております。 

 そうしたブランド野菜については、販売で

きる直売所や、また道の駅などをつくったら

どうかという意見でありますけれども、これ

らにつきましても積極的に進めていきたいと

思っておりますし、新町の建設計画の中の主

要政策といたしましても、生産、加工、流

通、販売、飲食などの一貫体制による地場産

業の育成ということもうたっておりますの

で、それらをかんがみながら進めていきた

い。そう思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 作間七郎君 

○19番（作間七郎君） 町長、今の能登むす

め、私も食べたことあるんですけれども、赤

い大根で、いろいろと。それからカラー野菜

ということで、今キャベツでも何でも色もの

が物すごく売れるということでございますの

で、中能登町のこの辺の土質がペーハーの関

係はどうなのかと。農林課の職員にそういう

研究会議とか、種苗会社なんかに出かけて、

何がいいかということでまた研究をして、そ

して農家の皆さんが税金を納められるよう

な、税収に入るようにひとつ方策を考えてほ

しいと思います。 

 特に、それを直売しようということで、町

長も前向きに取り組むということでございま

すので、また執行部でよく検討して、商工会

も取り組んでおります、ＪＡも一生懸命やっ

ておりますので、そういう関係ともよく相談

して、ぜひ直売所なり道の駅ができるように

ひとつ努力していただきたいと思います。 

 以上で私の、ちょうど時間となりますの

で、一般質問をこれで終わらせていただきま

す。 

○議長（若狭明彦君） ここで休憩いたしま

す。開会は10分からということでお願いいた

します。 

           午前11時01分 休憩 

 

           午前11時10分 再開 

○議長（若狭明彦君） 再開いたします。 

 質問を許します。17番 小坂博康君 

  〔17番（小坂博康君）登壇〕 

○17番（小坂博康君） ２番バッターという
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ことで、大ベテランの作間さんがぽんぽんけ

られたので、かなりダブる面があるかと思い

ますが、また違った面からちょっと質問させ

ていただきますので、また答弁のほどよろし

くお願いをしたいと思います。 

 まず私としては４項目にわたり、そのうち

何点か質問させていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 まず初めに、今年度の予算編成がなされま

した。総額ざっと158億円ばかりになるかと

思いますが、その中で今回町長はこれをぜひ

やりたい目玉だという、そういう重点項目を

お聞かせ願いたいなと思いますので、よろし

くお願いします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 小坂議員の質問にお

答えをいたします。 

 平成19年度の予算編成の目玉は何かという

ことでありますけれども、提案理由の説明に

も申し上げましたとおり、歳入の根幹をなす

普通地方交付税は年々減少しておりますし、

全く先行きは不透明な状況であります。加え

て、町税は大幅な伸びを示したものの、これ

は国の三位一体改革による税源移譲によるも

のであり、交付税や譲与税がそれ以上に大幅

に減額されているなど、今後の町政運営は目

に見えて厳しいものとなっております。この

厳しい事態に直面しているという現実を、ま

た議員の皆様方にもご認識もいただきたいと

思っております。 

 一方、歳出では、事務事業の見直しや経費

の節減、合理化に努めているものの、社会保

障関係経費の伸びに歯どめがかからず、公債

費は相当高い水準になりつつあります。この

ような義務的経費の必然的な増要因を抱えな

がら、将来につなげる行財政改革を推し進め

ることが私に課せられた課題と考え、その実

現のため従来の観念にとらわれることなく徹

底した歳出の見直しを行うことが肝要であ

り、町民との協働による行政サービスの維持

を図りつつ、既存の事業の休止や廃止制度の

根幹まで踏み込んだ事務事業の再構築に挑戦

することを念頭に予算編成をいたしました。 

 まず平成19年度の継続事業といたしまして

は、町道の改良工事、消雪工事、県営圃場整

備事業、県営老朽ため池整備事業、上水道の

石綿管更新事業、上水道中央監視システム整

備事業、下水道の特定環境保全下水道事業、

それに鳥屋北部浄化センター２系列目の機械

電気設備事業等があります。またソフト面で

は、寝たきり老人等の介護者への慰労金支給

を１カ月7,000円から１万円に増額をいたし

ました。 

 新規事業といたしましては、病後児保育事

業、ケーブルテレビ運営事業、中学校建設準

備検討事業、図書館システムネットワークの

導入事業等を考えております。 

 以上これらをことしの目玉だと、そう考え

ておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（若狭明彦君） 17番 小坂博康君 

○17番（小坂博康君） お聞きしまして、大

変財政難ということで、行政改革を進めてい

くということがこれは目玉の一つであるとい

うようなことだったと思います。 

 そういうことで、また鋭意努力していただ

きたいし、また、そうかといって町民の住民

の生活が低下するようでは困りますので、そ

ういう点も十分考慮していただいて、よろし

くお願いしたいと思います。 

 次に、２点目にいきます。 

 先ほど町長が言われた学校の建設の分にち

ょっと触れることになりますが、そういう面

で聞くんじゃなくて、経費をどういうふうに

節減したらいいかという視点もとらえてお聞

きしますので、その点よろしくお願いしたい

と思います。 

 まず、財政難の中で国が財政予算の中で、

交付税が減少しているということばかり大き
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く取り上げて、出ていくことをまず一番重要

に考えなければいけないという町長の答弁で

ありました。そのとおりでありますが、そう

いう中で、まず合併３年目であり、そういう

ふうにしていく道筋の中に学校の統合、庁舎

の建設とかそういう重要な部分があると思う

んです。こういう部分を早く進めていかない

と、私のざっとした計算では、鹿島庁舎に

1,500万円の管理費とか、鹿西庁舎に2,000万

とか。あえて鳥屋を言わないのは、鳥屋だけ

でできるかなと。それはちょっと無理かと思

うんですが、そういうことで省いてあるんで

すが。 

 学校も全体で予算管理費載っていますので

9,100万円ばかりになります。それを３校で

割ればざっと3,000万円ぐらいずつで、１校

の分でできるんじゃないか。これはちょっと

乱暴なんですけれども、そういうことを考え

たら6,000万円。 

 合計で約ざっと大きく見ても9,000万から

１億のお金が余分に出ていっているんじゃな

いかという考えに立ってもいいんじゃないか

という計算になるわけです。これ置けば置く

ほどそれだけお金が出ていくということです

ので、順次進めていっていただきたい。 

 そういうお願いでありますが、その中で、

合併のときに旧の鹿西町としては、鹿西中学

校が新しいので使ってほしいということを強

く要望してきて合併してきたわけですね。そ

れの検討委員会の中で併記として、新しく建

てるということも考慮しろという、そういう

のがつきましたが、旧鹿西の町民としては、

あの校舎は本当にシンボル的なもの、大事な

ものだという気持ちがいまだに強いんです。

そういうことで、あれをどういうふうに使っ

てくれるんだという声が物すごく聞こえるん

です。 

 そういうことで、私としては、学校はどこ

かでやらなければいけないという今度の検討

委員会をやるということですから、まあまあ

横に置いておいても、何か利用していただく

というそういう中で、早く学校を建設して、

再利用で庁舎を、合同の統合庁舎として利用

していただくという考え方はないのか。 

 また、その中で鹿西高校が近くにありまし

て、これもかなり古いということで耐震工事

をされて筋交いが入った、外から見ても余り

見よい学校ではなくなっているんですが、県

に働きかけて鹿西中学校を高校に買ってもら

って、あいた鹿西高校を統合の校舎に使うと

いうそういう考えもあるのではないかなと私

の中にあるんですが、そういう考えはあるの

かどうか。これは答えにくいかと思うんです

が、お答え願えれば幸いです。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 小坂議員の質問にお

答えをいたします。 

 ただいま施設の一元化ということを先ほど

も答弁の中で申し上げましたとおり、大変議

員の皆さん方にも作間議員の質問、あるいは

小坂議員の中にもそのような言葉が出てきて

おりまして、大変心強く思っております。 

 そういう中で、今学校についてお話をされ

たわけでありますけれども、学校の統合につ

きましては、学校の統合委員会において検討

をいただき、少子化が進む中で一日も早く統

合中学校を開校する必要があるという答申を

いただきました。 

 私は、合併の基本理念であります現有施設

の有効利用と財政面を考慮しつつ答申を真摯

に受けとめ、教育環境、通学の利便性を考慮

し、適切な場所に統合中学校の新校舎を建設

したいと思っております。 

 今後は、統合中学校建設準備検討委員会を

立ち上げまして、平成19年度には基本構想等

を作成し、建設に向け本格的に進めたいと思

っています。なお、建設場所、規模、敷地等

は白紙状態でありますが、議会の皆さんとも

相談をしながら進めたいと思っております。

また、小学校の統合につきましては、中学校
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建設後に将来を展望した形で検討していきた

い、そう思っております。 

 また、統合後に空き施設となる学校の活用

について、これから引き続き検討することに

なりますが、新しい施設については教育関係

施設あるいは福祉関係施設等、活用しながら

補助金の返還が生じないようにしたいと思っ

ております。なお、建設年月を経過し、維持

経費に多額の経費を要する、また転用困難な

ものにつきましては取り壊しをしたいと思っ

ております。 

 また、鹿西中学校の校舎につきましては、

統合庁舎にしたらどうかと、あるいは鹿西高

校に買っていただいたらどうかと、いろいろ

と提案もいただいたわけでありますけれど

も、それらにつきましても前向きに考えてい

きたい、そう思っておりますし、そういう中

での今提案された２つにつきましても、一つ

の積極的な案であろうと思います。積極的に

考えていきたいと思います。 

 よろしくお願いをいたします。 

○議長（若狭明彦君） 17番 小坂博康君 

○17番（小坂博康君） どうもありがとうご

ざいました。またご検討願って、よろしくお

願いします。確かに建物は、あいたからもっ

たいないという、世界的な言葉になったもっ

たいないという言葉があるんですが、置いて

おけば置いておくほど経費がかかるというこ

ともありますので、その点は十分に踏まえて

いかないとまずいかなと思いますので、また

よろしくお願いいたします。 

 次に３点目、機構改革という生意気な質問

の題目をつけましたが、これはどういうこと

かといいますと、先ほどの作間議員の質問の

中にも職員の数が多いのでないかと、そうい

うことでありますし、平均的な全国レベルと

か近隣の市町村の数字を並べられた中でもや

っぱり多いなと。そういうふうに実感いたし

ましたし、私も今でもそういうふうに思って

おりますが。 

 これは職員さんの立場もありますし、法律

上の問題もありますから一気にできないこと

で大変だと思うんですが、その中で目立って

仕事が多いところと少ない課が、これは合併

する前の町でもそういうところがあったと思

うんです。今でもそうですし。合併の作業で

かなり時間がとられていたので目立たない面

もかなりあったんだと思うんですが、今後、

あの人は仕事しておらんのでないかというよ

うな面がまま出てくるのではないか。そうい

うことを思いまして、町民の方から声を聞い

た中で２つほど質問させていただきます。 

 その中に、地籍調査を終わった地域の方

が、いやあれはやってよかったなと、あんな

もん早くやらなだめやと、そういう声を聞き

ます。そういう中で、今ちょうど人が余って

いると言ったら怒られますけれども、あえて

使わせてもらいますが、そんなんであるんだ

ったら地籍調査課、地籍課というのがあるん

でしょうけれども、そういう課をつくって、

そこへ人を張りつけてスピードを速くすると

いう、そういう考えはないのかということな

んです。 

 もう一つは、その課に先ほどあった５人で

する仕事を８人から９人でやっているという

ようなことであるんだったら、その課に５人

の仕事だったら５人しか張りつけないで、あ

との余力の人員を助っ人課というのか、きょ

うはわしのところはこういうので忙しいから

５人ほど貸してくれとか、そういう意味合い

なんですが、そういう課を置いておいて、そ

こから常に忙しいところへ回して全部うまく

均衡とれるような、そういうシステムをとれ

ないかということを、町長さんにいきなり聞

くのもあれですから助役さんに、提言者とし

て、お考えがありましたらちょっとお聞かせ

願いたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 小山助役 

  〔助役（小山茂則君）登壇〕 

○助役（小山茂則君） お答えをいたしま
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す。 

 地籍調査課の新設の意思はないかというこ

と。それからまた、助っ人課の新設というこ

とでご質問があったと思いますが、課の統廃

合等につきましては、これは議員ご存じのと

おり議会の議決も必要になってきます。今す

ぐ言って、すぐできるものでもありません。

ただし、今現在、地籍調査の方は監理課の方

で地籍担当係という格好で８名の職員を配置

しております。 

 そうした中で、今現在、国から補助金をい

ただいて地籍調査をやっているわけなんです

が、今、人員が余っているからその課へ集中

して職員を配置すればすぐその対応がとれる

というものでもございません。補助の額等も

ございますので、19年度中にまたそういう点

いろいろな検討をさせていただいて、その対

応も考えさせていただきたい。このように思

いますので、ご理解のほどよろしくお願いい

たします。 

 地籍調査課の新設につきましても、助っ人

課についても、新しい課ということになれば

条例改正等も必要になってきますので、それ

も含めて検討させていただいたきたい。この

ように思いますので、ご理解のほどお願いし

ます。 

○議長（若狭明彦君） 17番 小坂博康君 

○17番（小坂博康君） 大体わかりました。

大変難しいこともあると思うんですが、やは

り前向きに検討していただいて、スムーズに

いくということも大事でございますので、そ

ういう点もひとつよろしくお願いしたいと思

います。 

 次に、最後になりますが、12月定例会の全

員協議会の席で、執行部は福祉政策の見直し

をしたいということで無料を有料、有料の分

をアップとかそういう話が出ました。今年度

の予算にも確かに無料が100円をいただくと

か、そういうふうに変わってきております。 

 これで少し気になりますのでお聞きするん

ですが、今、旧町時代からも新町になっても

宅地造成で新しく住民に来ていただこうとい

う政策をどんどん進めてきたわけです。そう

いう中で住まわれている人の中で、多くの方

が中能登町へ来たら住みよくて福祉も充実し

ているから本当にいいとこやった、よかった

というお声をよく聞くんです。 

 その中で、たとえ100円だろうと上がった

ということになったときのイメージですね。

今後また宅地造成もしたいという話も出てい

ますから、そういう中で、住みよい中能登町

というこのキャッチフレーズがたった100円

のためにおかしくなるんじゃないかと心配し

ているわけです。 

 だからもう少し違った面での方策というか

なかったのか。また、これの見返りとしてこ

ういうものが逆にあるんだから住みよいんで

すよと。先ほども乳幼児の病後の何とかと。

確かにいいのもできました。 

 でも、やはりそういう大事なところをこれ

からも進めていこうというときに、こういう

絡みはどういうふうに考えられているのか、

ちょっとお聞かせを願いたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 個人負担をふやすこ

と及び無料を有料にすることで、住みよい中

能登町のキャッチフレーズに問題はないか、

そういう質問であります。 

 確かに高齢者のインフルエンザの予防接種

を500円徴収をいたします。これは大体１人

4,000円かかるわけでございまして、そうい

う中で無料のところは中能登町だけでござい

ます。近隣は1,000円なり1,500円、市町がい

ただいておるわけであります。 

 そういう中で、能登病院ぐらいへ行きます

と七尾市の方もおいでる、また中能登町もお

いでる。七尾の方は千何百円払っている。こ

んなことに銭が要るがかいね。何もかも私の

ところはただや。そういうありがたみという

か、そういうことが一つありますし、また本
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当に4,000円かかっているのだと。またそれ

と同時に、私も65歳になりましてインフルエ

ンザをしに行きましたら、ただやと。これも

おかしいなと。私も、ただなのはいいんです

けれども、本当に困っている人と、また困っ

ていない人。そういう方もすべて一律で無料

ということはおかしいのではないか。そうい

う中で、これだけかかっているんですよとい

うことで500円いただくことにいたしました

し、また福祉センターゆうゆうの65歳の人も

100円ということであります。これも議会の

中からいろいろ質問出たとおり、天平の里、

それから憩は100円をいただいているわけで

ありまして、それらも一元化しろということ

で、やはり無料に合わすというわけにもいき

ませんで100円を徴収いたしました。 

 また、80歳以上の方の敬老祝い金というこ

とで１万円を5,000円に減額をさせていただ

いたわけでありますけれども、これらにいた

しましても１万円ですと大体1,600万ほど払

っております。大体年間200人ほどふえてい

きます。これらにつきましても、ほとんどの

町で80歳あるいは88歳に5,000円とか１万

円、２万円上げている市町はありますけれど

も、一律80歳以上の方にすべて上げていると

ころはございません。 

 これらにいたしましても年金をいただいた

り、本当に困っている人、そして本当に１万

円を楽しみにしている人といろいろおいでる

と思いますけれども、やはり毎年200万ずつ

ふえていくよりも、もっと困っている人に要

るのではないか、上げれればいいのではない

か。そんな方にはふやしてもいいのではない

かということで一律5,000円に減額をいたし

まして、そのかわりこれから病院から出てい

ってくれと言われる退去者、福祉のところな

りいろんな施設に入れない方、本当にふえて

おりますので、そんな方々の介護ということ

で、それを7,000円から１万円にふやさせて

いただきました。これらにつきましても、19

市町見てみましても中能登町は２番目でござ

います。 

 そういう中で、また本当に生活に困ってい

る方については福祉政策の制度化を検討いた

しまして、それらについては減額した分はそ

んな方々にも上げたい。そういうことで今後

福祉の制度化を検討して、皆さんとまた相談

をしていきたい、そう思っております。 

 今、おかげさまで宅地ということで大変好

評をいただいております。年間、生まれてく

る人が130人から135人、そして死なれる方が

二百二、三十人ということで、このまま推移

していきますと年間100人ぐらいずつの減が

あるわけでありますけれども、おかげさまで

30人か40人ということは、外部から50人なり

60人なり来ていただいているということで、

一番能登におきましても人口の減少率が少な

いということでありますし、またこれからも

できるだけ住みよい明るいまちづくりのため

に、住んでよかったという中能登町づくりの

ために、また頑張ってまいりたいと、そう思

いますので、またご理解いただきますように

よろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 17番 小坂博康君 

○17番（小坂博康君） よくわかりました。

しかし、年寄りにしてみたら孫にもらったお

金を渡すときに半分になるとやっぱり寂し

い。それと、どこで基準を引いたらいいとい

う難しさもあると思うんです。こういうお金

というのは、どこか懐というかタンス預金に

なるということがなくて、ぱっと孫に渡した

りすることがかなり多いと思うんです。とい

うことは還元されるというんですか、そうい

う費用対効果。それでも1,600名といったら

かなりですが。 

 そういうこともありますので、また検討す

ると。別の策で住みよい中能登町もＰＲして

いきたいという町長の答弁でありますので、

そういうことで、また鋭意努力していただい

て頑張っていただきたいなと要望しまして、
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質問を終わらせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（若狭明彦君） ７番 甲部昭夫君 

  〔７番（甲部昭夫君）登壇〕 

○７番（甲部昭夫君） また今回の議会で一

般質問をさせていただくことを喜んでおりま

す。 

 まず初めに、鹿島小竹地区の町道３－２号

線及び鹿西徳丸地区の町道26号線の拡幅整備

について質問をしたいと思います。 

 中能登町での道路網計画は、各種団体の代

表者や石川県土木部関係者の方々を交え、中

能登町道路網検討委員会が組織され、また、

いろんな角度から協議し、専門のコンサルタ

ントへの委託もされまして、町道路網計画を

立案され、決定されたことは、先日３月８日

の産業建設常任委員会で執行部からの報告と

道路網計画図での内容の説明がございまし

た。 

 整備計画の内容につきましては、たくさん

あったわけでございますが、その中で鹿西方

面から一般県道久江鹿西線から長曽川の橋を

越えて左折し、若草団地中央を通り国道159

号線鹿島バイパス交差点までの区間を補助対

象道路として、今後10年の計画をもって盛り

込まれることが説明されておりました。 

 内容的には、一般県道久江鹿西線から若草

団地の入り口の交差点付近の道路拡幅と歩道

設置工事。既に若草団地は歩道つきの２車線

道路の整備が済んでいますので、若草団地を

過ぎてから鹿島バイパスまでの車道の２車線

化を図るため、現状の幅員を５メーターを７

メーターにするものであります。 

 この計画路線には鹿島地区で小竹、水白、

尾崎での圃場整備事業の計画が進行中で、現

在、圃場整備事業滝尾南部地区連絡会として

地域の関係者の方々といろいろと協議を重ね

ていることで、平成19年度の事業導入に向け

た計画を立案予定であり、何とか平成20年、

新規事業として採択されるよう地域で努力中

であるということを聞いております。 

 今回の道路整備計画でのこの路線には、拡

幅による道路用地が必要になることから、滝

尾南部地区の圃場整備事業の計画と一体とな

った整備計画の立案が不可欠だと思います。

特に道路用地については、事前に計画に盛り

込んでいただくなど地域の方々の理解と協力

のもと早期用地の確保を図り、早急な道路整

備を実現して町内東西間の交流を促進し、ま

た交通の利便を高める必要があると思いま

す。 

 この道路が早急に完成されますと、東西を

結ぶ主要道路として重要な役割を果たすこと

は必然だと思います。何とかこの道路の拡幅

を圃場整備事業とタイアップして、短期、中

期、長期に分けて計画をされております町道

路整備計画に短期の取り扱いとしての整備構

想の計画に取り入れていただきたいと思いま

すが、杉本町長のお考えをお聞かせ願いま

す。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 甲部議員の質問にお

答えをいたします。 

 小竹地区から能登部上若草に至る道路につ

いての整備に関する所見でありますけれど

も、今甲部議員が言われましたとおり、この

道路は中能登町の道路整備計画に計画されて

いる路線でもあります。また、路線的には東

西を結ぶ補助幹線道路の一つと位置づけ、整

備を進めていく考えでもあります。 

 今、小竹地区には県営の圃場整備を計画さ

れており、準備が進められているところであ

ります。また、今言われましたように、この

計画と歩調をとりながら計画を進めていけば

理解も進展するものでないかと考えておりま

す。 

 これにつきましては、いずれにしても地域

の方々の理解を得ることが先決であります。

また議員の皆さん方のご協力もいただきなが
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ら積極的に進めていただければと思っており

ます。 

 よろしくご理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（若狭明彦君） 甲部昭夫君 

○７番（甲部昭夫君） ただいま町長の答弁

をいただきました。これからこういう問題に

かかっては一生懸命我々も協力していきたい

と思っておりますので、よろしくお願いした

いと思います。 

 なお、今若草団地の入り口にちょうど歩道

が新設されて工事に入っていると思います。

この道路の利用もかなり多いものですから、

この道路が東西間を結ぶ本当の主要道路とし

て期待をされるところでありますので、よろ

しくお願いをしたいと思います。 

 それでは続きまして、能登病院の外来患者

の待ち時間というか取り扱いというか接し方

についてお聞きしたいと思います。 

 公立能登病院については、いろいろと話題

になっておりますが、当局、関係者は一生懸

命に日々努力をして、能登地域の中核病院と

して経営に努力しておられることに敬意を表

するものであります。 

 先ごろの報道で、看護婦の養成科をつくり

奨学金を出し看護婦の人材を確保する。また

診療科目においても形成、美容科を新設する

などが報道されており、能登地域の総合病院

としての役目は自然と大きくなるものであり

ます。 

 私は、先々週に能登病院のＣブロックに外

来として診察に行きました。受付した時間は

午前９時45分ごろで、終わったのは12時20分

ごろでありました。この間約２時間半要しま

したが、余りに長いので受付の女性にどうし

てこんなに時間がかかるのかということを聞

きました。先生は予約の方でいっぱいで、こ

こに受付される方は何時になるかわかりませ

んと。それ以上は全く語りませんでした。 

 予約なしで行った私は遅くなるのは仕方が

ないかもしれませんが、しかし患者さんには

いろんな状況の方もいるし、老若男女もいる

はずでございます。私はここで思ったこと

は、果たしてこんな対応でいいのかなという

ことを思ったわけであります。 

 この能登病院は医師不足であることは十分

わかっておりますが、待ち時間を少なくして

早い診療が求められるのではないでしょう

か。このような状況を当局はわかっておられ

るのか。また、このような状況を打破する策

を考えておられるのかどうか。広域圏の助役

であります杉本町長に見解を求めたいと思い

ます。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 公立能登総合病院の

待ち時間の短縮をということでありますけれ

ども、今お話しされたように診療所の予約制

を導入しておりまして、導入前に比べますと

ある程度の診療時間を予測できるなど効果は

上がっており、この予約についてはおおむね

30分の時間の幅を見ております。 

 診療日によっては外来患者数が多かった

り、また急患があったりして診療時間が延び

る場合や、高齢者の場合は治療の説明に要す

る時間も長くなったりしますので、予約した

時間どおりに診療を受けれない場合も多々あ

るところでもあります。 

 また、そういう中で急変したり、またぐあ

いが悪いときなど、各科受付にお話をいただ

ければ医師には連絡をとれる体制となってお

りますので、ご理解をしていただきたいと思

います。 

 また今後の対策でありますけれども、適正

な外来患者数に近づくよう開業医の先生との

連携を密にし、患者さんにも最も適切な開業

医の先生を紹介することを推進し、また何よ

り必要な医師を確保することが最優先課題で

あると考えております。 

 公立能登総合病院は、この19年４月からの

地方公営企業法の規定の全部適用に向け、企
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業の経済性を発揮するとともに、その本来の

目的である公共の福祉を増進するよう職員が

一丸となって取り組んでおりますので、これ

からも皆様のご理解、ご支援をいただきた

い、そう思っております。 

 そういうことで、待ち時間を少なくするた

めに予約制をとっている。軽い風邪とかちょ

っとした方には予約をしていただきたい。そ

うでない方には、どうしても予約制をとって

いるために時間がかかるということでありま

すし、もし急患の場合あるいは病気が急変し

た場合には、それなりに確実に診療できる体

制もとっているということであります。 

 今言われましたように、私も広域圏の助役

ということで、皆さんのまた意見を聞きなが

ら、よりよい病院を目指して頑張ってまいり

たいと思います。またいろいろとご意見をい

ただければ幸いでございます。 

○議長（若狭明彦君） 甲部昭夫君 

○７番（甲部昭夫君） ただいまの町長の答

弁で納得がいきました。しかし、いろいろと

能登病院も問題があって、一生懸命頑張って

おいでることが目につきますので、中に入る

といろんなこともわかりますけれども、これ

からやっておいでる期間中にとやかく言うの

はやはりおかしいなと思いますので、３年間

という目標を持ってやっておいでるそうなの

で、その辺は温かく見守っていきたいなと、

そういうふうに思っております。ひとつよろ

しくお願いいたします。 

 それで最後にお聞きをしたいのですけれど

も、中能登町での道路上の電線や電話線の基

準高不足についてお聞きをしたいと思いま

す。 

 せんだって私は新聞を見ておりました。そ

うしたら、なるほどこういうような問題もあ

るのかということで認識をしたわけですが、

石川県の管理の道路上にかかる電線や電話線

には道路法の施行令で定める基準の高さがあ

ると聞いております。先ごろ県はその調査を

したと報道されており、最終的にその基準に

高さをクリアしていない箇所が139カ所あっ

たと報告をされておりました。 

 最近の話ですが、トラック事故で架線を引

っかけて大事故になったというニュースがあ

ったように記憶をしておりますけれども、中

能登町にはそのような電線や電話線の調査を

したことがあるのかないのかお聞きしたい。

そして調査をしたとすれば、その結果はどの

ようであったか、担当課長にその調査報告を

求めたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 澤井土木建設課長 

  〔土木建設課長（澤井昭範君）登壇〕 

○土木建設課長（澤井昭範君） ただいまの

甲部議員のご質問にお答えいたします。 

 この電線の問題につきましては、ことしに

なって県の方から調査の依頼があったわけで

ございます。ご質問の架空電線につきまして

は、先ほどお話しされましたとおり道路法施

行令に電線の占用の場所に関する基準として

原則５メートルというふうに定められており

ます。通達の後、道路パトロール等を行いま

して、許可基準に達していない電線があるか

どうか、そういうような調査も行っておりま

す。 

 結果的には、基準を満たしていないものが

ないわけでありますので、今後とも機会ある

たびに、ただいまケーブルテレビ等で電線を

張っているところもありますので、その点も

また調査いたしまして一層の安全確保を図っ

ていきたい。そういうふうに考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 甲部昭夫君 

○７番（甲部昭夫君） それでは、今回３つ

を質問させていただきました。その内容はす

べて了解をいたしましたので、これで私の質

問を終わりたいと思います。長い間ご清聴あ

りがとうございました。 

○議長（若狭明彦君） ここで昼食のため１

時30分まで休憩いたします。 
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           午前11時55分 休憩 

 

           午後１時30分 再開 

○議長（若狭明彦君） 再開いたします。 

 質問を許します。16番 坂井幸雄君 

  〔16番（坂井幸雄君）登壇〕 

○16番（坂井幸雄君） では質問させていた

だきます。 

 本当にお疲れさまでございます。こういう

機会をいただきまして、ありがとうございま

す。皆さん強制的に聞いていただけることに

感謝しております。ありがとうございます。

では質問させていただきます。 

 ３問質問させていただきます。１番目は旧

鳥屋町の眉丈が丘スポーツ構想について、２

番目は地域振興、３番目は役場職員、女性の

部でございますが研修ということで、３問に

わたって質問させていただきます。 

 旧の鳥屋町の眉丈が丘スポーツハイランド

構想についてでございます。これは大変昔の

昔の話で、ほとんどの方がかわられ、また杉

本町長さんは関係ないときのことだと思うん

ですけれども、地域の住民のご意見がありま

すので、そっとだけ聞かせてください。よろ

しくお願いします。 

 約20年前にこの計画がつくられました。計

画用地の地権者と売買契約が締結され、その

土地や地権が拘束されております。契約期

間、譲り渡し期限等が明記されていないそう

でございます。その後どのような経過になっ

ているのか、もしわかったらお教え願いたい

と思います。 

 一般の人には広大な地面が荒れ放題という

ことで、何かならんかというご意見もありま

した。先般、杉本議員さんと石川北部ＲＤＦ

へ行くときには、これはどんなんになっとる

がいやという声も聞かれましたんですけれど

も、いろいろと話を聞きますと難しい問題が

そこにあるようでございますので、もしよか

ったらそっとお聞かせ願いたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 坂井議員の質問にお

答えをいたします。 

 鳥屋の眉丈が丘スポーツハイランド事業と

いうのは、平成元年から４年にかけて大阪府

の開発業者により進められたものでありまし

て、中能登町の旧鳥屋町の瀬戸、花見月地区

の通称眉丈が丘約245.5ヘクタール、登記簿

面積にいたしますと65ヘクタールになりま

す。そこにクラブハウス、ゴルフコース、人

工池、スポーツ施設などを建設して総合リゾ

ート地として整備をする計画でありました。

しかし、ご存じのとおり経済状況の変化、バ

ブルの崩壊によりまして計画がとんざしてし

まい現在に至っております。 

 議員のおっしゃるとおり、これは地権者と

売買契約について開発業者との行為でありま

して、町といたしましては関係をいたしてお

りません。そういう中で、私が町長に就任を

させていただいて以来、そのような話も聞い

たことも、言ってこられた方もありません

し、今これにコメントする立場ではないと思

っております。 

 しかし、今おっしゃられたように、あそこ

へ行きますと、あの広大なちょうどいい地面

が草ぼうぼうになって、一部源助大根をつく

っているところはありますけれども、ほとん

どのところが草だらけで荒れ果てておりま

す。 

 私自身も、あの眉丈が丘は大変町の財産で

あると、そう思っております。そういう中

で、何かできることがあればこれからあそこ

を開発もしたり、いろんな今作間議員からも

出ておりましたような紅大根、あるいは色の

ついた野菜、それからいろんな昔あの地域に

はずっとセンブリが一面に生えておった、そ

のようなことも聞いております。このような

ことで、薬草等いろんな使い道があるのでは
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ないか、そう思っております。 

 現在のところは、町といたしましてはコメ

ントもできませんし、関与することもできな

いわけでありますけれども、大事な土地であ

るということは理解をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（若狭明彦君） 坂井幸雄君 

○16番（坂井幸雄君） １問目のこの件は、

これで終わりたいと思います。 

 ２番目でございますが、地域振興について

でございます。 

 昨年の９月に経済産業省が広域市町村圏の

産業振興ビジョン調査ということで、七尾と

この地区がモデル地区に指定されているそう

です。ビジョンは、能登野菜並びに中能登町

の繊維産業の事業者の連帯や商品開発、織物

プロダクション事業ということで、27の施策

が提案されているとお聞きしております。 

 それはそれとして、この事柄はこの地域の

経済産業ということで、元気の出る、また先

ほど作間さんが言われたように所得の向上を

目指すような施策ではなかうかと思っており

ます。 

 それにあわせていろいろとご審議されてい

るんですけれども、変わった点、１点があっ

たらお聞かせ願いたいと思いますし、それは

それとしていいんですけれども、このことに

関して、杉本町長も自主財源の向上を目指し

ているということで思っておられると思いま

すので、そういう点を含めて提案があると思

います。もし、はしりでもよかったらお聞か

せ願いたいと思います。 

 それは本命でございません。 

 先般、東レさんが辰口で新工場建設という

ことを報道されました。それに関して、炭素

繊維素材ということで、これから脚光を浴び

る素材だと思います。 

 炭素繊維とは、皆様もご存じのようにボー

イング社の機体とか自動車とかゴルフのシャ

フトとか、それから橋の橋脚部分というよう

な炭素素材の用途がたくさんあるわけでござ

いますので、その新しい新工場建設というこ

とでございますので、これにあわせて知事さ

んも歓迎しておられます。 

 また、織物業者としても川中の織物に関し

て、何とか織布に転換してその新素材を利用

できないかということで、知事も一生懸命考

えておられるわけでございますが、先般、12

月13日に繊維リソースセンターの伊藤靖彦さ

んが北陸産地の織布ということで講演がござ

いました。今後の課題としては、ポリエステ

ル衣料に関しては苦しい展開だということで

ありまして、できたら今後、産業資材関係に

目を向けることが大切ではないかという講演

がございました。 

 少しだけ宮本空伸議員と話をさせていただ

きましたら、なかなか素材関係は難しいとい

うことでございますんですけれども、ここで

一つの行政の後押しがあって何とかならんも

のかなということで質問しているわけでござ

います。 

 中能登の織物業者も革新織機も入っており

ます。レピアとかエアジェットとかいろいろ

と入っております。それにあわせた素材があ

れば研究並びに商品開発できば、何とか目安

も立つこともあろうかと思います。 

 そこで一つお願いがあるんですけれども、

炭素繊維素材というのは、メーカーはなかな

かほかのところに流しません。繊維リソース

センターとテキスタイルラボとは連帯関係が

ありますので、行政をひとつ後押しを入れて

テキスタイルラボ、リソースセンターから商

品開発ということで東レさんにお願いして炭

素繊維の素材を入手して何か織布にできない

かということで、商品開発をできればいいか

ということのお手伝いをしていただきたいと

いうことでございます。 

 杉本町長も県議会のときにはいろいろと県

と太いパイプがございます。その力を十分に

発揮して、何とかひとつそういう道立てをお
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願いしたいわけでございます。 

 それ１点だけ。その次はまた聞かせてもら

います。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 質問でありますけれ

ども、地域の活性化ということがあればまだ

追加でないかというような質問でなかったか

と思います。 

 議員言われましたとおり、この３月には経

済産業省の七尾と中能登町がいろんな活性化

のためのこれからの活性化ビジョンというも

のをつくり上げて、３月24日に七尾市のミ

ナ．クル、そこでこの設立総会がございま

す。 

 その先に、今まで商工会の方、あるいは農

協の方、いろんな方々の各種団体によりまし

て、立ち上げるまでのいろんな話もあった

り、施策の本もつくっていただいたりという

ことで、それに向けて次それが立ち上げる、

そういうことであります。そういう中で、中

能登町においてはいろんな食あるいは繊維、

そのようなものが入っております。 

 それに向けてどのような格好になっていく

のか、私と商工観光課長、それに観光協会の

会長、商工会の会長、そんな方々が委員とい

うことで、これからのそれらについては推移

を見ていきたいと思いますし、まだこれから

していかなければならんということは地域産

業の活性化。当然、今言われましたテキスタ

イルラボを中心にした新製品の開発、研究、

あるいは基幹産業であります農業、あるいは

繊維、それらにつきましても積極的に関与し

ていかなければならん、そう思っておりま

す。 

 それから、平和堂を中心にした商業地が年

間300万以上の方々に来ていただいていると

いうことであります。できれはあの周辺のポ

ケットパーク、道の駅といいますか、午前中

にも質問の出ておりました農産物の直売所、

あるいは商業の直売所、このようなものも大

事でなかろうか、そう思っておりますし、第

６次産業の推進ということで、この６次産業

というものは生産、加工、流通、販売、飲食

など一貫体制による産業ということでありま

して、これらを中能登町の持っている魅力の

あるものをすべて出して、一つにして進めて

いければと、そう思っております。 

 その次の炭素繊維についての質問でありま

すけれども、炭素繊維は、アクリル樹脂や石

油、石炭からとれるピッチなどの有機物を繊

維化し、そしてつくられるものでございま

す。微細な黒鉛結晶構造を持つ繊維状の炭素

物質であります。 

 炭素繊維単独で使用されることはまれで、

通常では樹脂、セラミックス、金属などを母

体とする複合材料の強化及び機能性を付与し

た材料として利用されるものであります。 

 先般、新聞報道にありました能美市の東レ

石川工場の新工場を拠点に用途開発を進め、

生産されるのはプリプレグと呼ばれる炭素繊

維に樹脂を含ませ、そして浸したシート状の

もので、主な用途では旅客機の素材に用いる

ものを初め、ゴルフクラブのシャフトやテニ

スラケットなどのスポーツ用品、建設資材な

ど幅広い用途があるものであります。今後、

炭素繊維を生かした新素材開発が進み、その

用途も拡大されるものと関係者は期待を寄せ

ているものであります。 

 以上のように、炭素繊維は特殊なものであ

りますので、中能登町の繊維事業者が設備、

技術、資金面等ですぐに取り組んでいけるも

のかどうかも見きわめながら、今後、石川県

及び関係機関との情報交換、情報収集をして

いきたいと思っております。 

 この新聞に出る１週間ほど前ですか、ちょ

うど知事と会う機会がありまして、この東レ

を石川県へ持ってくるために大変苦労したん

だと。知事自身もトップセールスということ

で、３回か４回みずから東レの本社へ行って

岡山、兵庫と大変競っていたんですけれども
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石川県に来るようになったよと。これからの

繊維産業、またいろんな面で中能登町との関

係もあるであろうし、また丸井織物さんに

も、このようなことになったということを新

聞報道より先に言っておいてほしい。そんな

伝言もいただきまして、そういう中でこれか

ら研究が進んでいけば、中能登町の持ってい

る織物をしていた技術者の方々、そんな方々

のこれからの出番もあるのかなと大変期待も

いたしておりますし、これらにつきましても

これから町としてできることがあれば積極的

に関与していきたい、そう思っております。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 坂井幸雄君 

○16番（坂井幸雄君） ちょっと小分けして

聞かせてもらったんですけれども、その次に

先ほど作間議員さんも農業の所得向上という

ことでいろいろとご質問されておりました。

そこでひとつ、自分としては能登の戦略作物

の一つとして一つだけお願いしたいと思いま

す。なるかならんかはちょっとわかりません

ですけれども。 

 最近、食材で大変関心が世間ではありま

す。国内で最大級の粒を持っているルビーロ

マン、ご存じだと思うんですけれども、巨峰

の倍ほどあるような、糖分も20％以上あるし

ボリューム感もあって、いろいろと話題を投

げかけております。 

 そこで、砂丘農業試験場では２年ほどたっ

て、これからということでございますので、

土壌改良すれば中能登町でも少しできるので

はなかろうかという自分の発想でございま

す。 

 旧の鳥屋では梅園、花見月で梅をつくって

いたわけでございますけれども、あそこもち

ょっと土壌が悪かったのかわかりませんけれ

ども、今回も48万か予算がついておりますけ

れども、あれも何年もかかって維持している

ようです。いろいろと土壌改良すれば何とか

できるのではないかという観念を持っており

ますが。 

 たまたま中能登農林事務所ですか、山本課

長さんがそのことに関して詳しいということ

を聞いておりますので、せっかく近いところ

にそういう技術者がおられますので、その人

たちの知恵をかりて、ひとつルビーロマンを

つくれとは言いませんけれども、方向に向け

た施策をできないかということでございま

す。 

 それもなかなか小松市とかかほくとか羽咋

とかいろいろと手を挙げているわけでござい

ますが、高級贈答品に使われるような感じし

ますので、この点も苗を、たしか難しいと思

いますので、杉本町長、県議会の時代に培わ

れたパイプをもって、ぜひとも入手しまし

て、せめてハウス村で試験栽培もしてもよか

ろうかと思いますけれども、商品開発がこれ

からの時代を守るための一つの手段かと思い

ますので、その点ひとつ入手のほどをお願い

したいと思いますが、できるかできんかわか

りませんけれども、お考えをよろしくお願い

します。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） ご質問のルビーロマ

ンは、県農業総合研究センター砂丘地農業試

験場が平成16年に静岡県の品種に国内の25品

種を交配させて新品種の開発に成功させ、公

募によって命名をされたと聞いております。 

 特徴としては、収穫時期が８月下旬から９

月中旬で、果皮色は赤色、１粒の重さは20グ

ラム以上と極めて大きく、巨峰の約２倍。食

味は果皮と果肉がはがれやすく、多汁で甘味

が強く酸味が少ないということで、日本一の

大粒ブドウと言われております。 

 また、砂丘地試験場によりますと、昨年、

金沢、かほく、羽咋、小松、加賀、宝達志水

町の６市町の生産農家が県と委託契約を結

び、苗木50本を植えて試験栽培に取り組みま

した。その結果、昨年９月７日に生産者や農

協、小売店、旅館などの関係者でお披露目会
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を催され、評判は上々であったと聞いており

ますし、報道をされたところであります。 

 本年度は、試験栽培面積をふやす一方で、

国に品種登録をする予定で、登録されれば試

験販売が可能となり、２年くらいで市場流通

される予定ということであります。 

 19年度の試験栽培は、石川県果樹園芸協会

ぶどう部会所属の会員制となっているとのこ

とでありますが、当町においても新分野への

挑戦といいますか、意欲ある農家が出てくる

ことを大いに期待をいたしております。 

 また私も、私ごとでありますけれどもちょ

うど果樹園芸協会の会長をしておいでる方

と、その方はブドウ園も持っておいでます。

話も聞いたわけでありますけれども、今坂井

議員の言われますように、この町で本当に意

欲があって、そういう気持ちであれば橋渡し

もしたい、そう思っております。今言われま

すように大変限定をされているということ

で、くれてかくれんでかはこれはわかりませ

んけれども、大変親しい方でありますので、

そこの果樹のというか、そういう中で生産者

の方で手を挙げてくれる人がいれば最大の努

力をいたします。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 坂井幸雄君 

○16番（坂井幸雄君） 先ほどの炭素繊維並

びにルビーロマンなんか、私ら一般の者はな

かなかそういう向かっても振り向いてくれな

いようなわけでございますので、ひとつ町長

さん、トップセールス兼ねて、いろいろと案

を持っておられますので、ひとつよろしく取

り組んでいただきたいと思います。 

 その次、３番目でございますが、役場職員

に研修ということでございます。 

 先般、北國銀行さんでしたか、窓口の職員

には介護補助サービスということで、今、何

人かの方がそのような方向で向かっておりま

す。福祉の面やら地域貢献ということでやっ

ておられますし、今後ともそのような方向で

行員を指導していくということで話を聞きま

した。 

 それで、行政もひとつ住民サービスという

ことの観点で、このことに関して質問するこ

とに関して、よろしくお願いいたします。 

 先般の内示会でも、今世紀の半ばでは高齢

者が４分の１、３分の１ということでだんだ

ん高齢化が進んでいくわけでございますし、

自分たちのことは自分たちでやらなければい

かんということで、三位一体の改革でそのよ

うな方向かと思います。 

 予算でも老人保健医療とか介護保険とか、

それから国民年金とか合わせて、自己負担も

ございますが、やがて53億ですか59億です

か、相当予算のウエートを占めておりますの

で、いろいろと今後、福祉面には大変お金が

かかるのではなかろうかと思います。 

 そのことに関してはどうこうと言えません

のですけれども、これからは施設介護から在

宅介護の方へ移行する傾向でございますの

で、そのためには役場の女子職員ぐらいは一

つぐらいホームヘルパーの２級、３級ぐらい

研修を受けて、修了させておられれば、ある

程度の技術が身につくかと思います。 

 なかなか荒っぽい質問でございますが、何

年もかけてでもいいが、ひとつそういう方向

ですれば、本人の身もいいと思いますし、ま

たそういうことの職員がいれば、また町民の

方々も安心していただけるという思いだけで

もありますので、その点、乱暴な質問かと思

いますけれども、どのようなお考え、前向い

たお考えがあるのかないのか、お知らせ願い

たいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 苗山参事兼総務課長 

  〔参事兼総務課長（苗山雅幸君）登壇〕 

○参事兼総務課長（苗山雅幸君） 坂井議員

の役場職員に研修をということで、女性職員

にホームヘルパー養成研修を受講させ行政サ

ービスを行えばどうかというご質問でありま

すが、中能登町では現在、中能登町社会福祉
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協議会においてデイサービスセンターひまわ

りを拠点といたしまして訪問看護事業を行っ

ております。社会福祉協議会が行っている事

業ですが、これも行政サービスの一環かとは

思っております。ホームヘルパーが不足する

事態になれば、社会福祉協議会の方で対処し

ていただきたい、そのように思っておりま

す。 

 職員研修の一環としての体験研修といたし

ましては大変意義深いものがあると思われま

すが、この養成には時間と費用が発生をする

わけでございます。２級ヘルパーの取得には

130時間という時間が必要とされます。ま

た、この資格につきましては個人に係るもの

でもあるわけでございます。加えて、在職中

には職務専念の義務があり、土日それから仕

事を終えての研修だけには限度があると思わ

れますので、議員の言われる資格の取得は退

職後にぜひ挑戦をしていただきたい、そのよ

うに思っております。 

 また、このヘルパー養成の研修でございま

すが、介護保険が導入されたときに各町の社

会福祉協議会等で研修が行われた経緯があり

ます。補助金も県の方からもありました。現

在、希望者がないというようなことで研修会

が実施はされておりません。そして、今まで

あった補助金もなくなっております。先ほど

も言いましたとおり、１回の受講は130時間

という長丁場でございます。実施するとすれ

ば、社協等で実施をするというようなことに

なれば、やっぱり20人から30人の規模で実施

をしなければ採算がとれないというようなこ

とから、民間では今実施をやっているところ

がございますので、もしそういうところで研

修をということになれば、町としても少し考

えなければならないと思いますけれども、今

そういうふうな希望する人もいない、社会福

祉協議会の方でも聞きましたら、ぜひ研修を

行ってくれというような方もおいでないもの

で今は計画はございませんというような返事

があったということを申し添えておきたいと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（若狭明彦君） 坂井幸雄君 

○16番（坂井幸雄君） この件に関しまし

て、作間議員さんも小坂議員さんも職員がた

くさんおられるのではなかろうかということ

であります。先ほど資格のある人は定年退職

後も採用ということでございましたので、芸

は身を助けるという意味合いにおきまして、

有給が十分あろうかと思いますので、急にと

いうわけにもいきませんけれども、通信教育

でも行って少しずつそういう意向であるとい

うことだけをお示ししておかれればいかがも

のかなということでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 それで終わります。 

○議長（若狭明彦君） 次に、10番 武田純

一君 

  〔10番（武田純一君）登壇〕 

○10番（武田純一君） 私は今回、林道城石

線の延長についてお尋ねをいたします。 

 この林道建設については、今日まで何度も

計画が新聞に報ぜられております。七尾市の

伊掛山から宝達山まで、七尾市の城山から津

幡森林公園などがありました。 

 平成18年度の当町の県に対する要望にこの

項目がございました。県の回答は、国の採択

基準により県営事業として県が整備すること

は困難である。しかしながら、中能登町が事

業主体──団体営林道だそうです──となり

新たに整備する場合には、林道の採択基準に

照らし合わせて可能性を検討してまいりたい

との回答であります。 

 ところで、県境を越えればどのようになっ

ているでしょうか。県道氷見田鶴浜線の小滝

から良川磯部線の胡桃までは舗装された林道

がございます。小竹地内の石動山碁石ケ峰遊

歩道から一部を見ることができます。また、

胡桃から県道鹿西氷見線の懸札にも一部舗装
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した林道があります。同様に、久江、小田中

からの遊歩道からその林道を見ることができ

ます。碁石ケ峰から神子原までは、１車線で

すが舗装した林道がございます。まさに富山

県と石川県とでは林道に関しましては雲泥の

差があると思うのですが、いかがでしょう

か。 

 平成17年度第５回定例議会において、木村

議員の一般質問に、林道城石線の碁石ケ峰ま

で延長してはとの質問があり、町長は、本当

によい質問であり、林業だけでなく観光面、

いろいろな面で使える林道であり、山田県議

とも相談しながら前向きに進めていきたいと

の答弁がありました。 

 現在、県境に沿っての道は遊歩道と、もう

一本は小竹地内にあります林道湯の谷線だけ

ではないでしょうか。樹齢30年から40年の杉

林が連なっております。まさに間伐の適期で

あります。林道さえあれば間伐した木材を搬

出でき、間伐費用が賄えます。 

 この林道新設による受益面積はどれくらい

になるのでしょうか、試算があればお答え願

いたいと思うんです。 

 私は、思いをしている方３人とで昨年６月

６日、七尾農林総合事務所へ赴き、所長、森

林部長、担当課長と同じテーブルで話し合い

をさせていただきました。所長から、この林

道の重要性、必要性を痛感している。着任後

直ちに若手所員に芹川から宝達山に至る林道

新設の勉強を指示してある旨の発言があり、

私ども３人は感激した次第でございます。 

 そのときの話の主な内容は、三位一体の改

革で県、国ともに金がない。でき得れば中能

登町で先行着工してほしい。そうすれば国、

県がついてくる。林道の幅員は、城石線とは

異なり１車線で、途中、退避場を設けなけれ

ばならない。期成同盟会を中能登町、羽咋

市、宝達志水町で結成すれば山林火災の延焼

防止帯、これは現道をいうんですけれども、

過去の山林火災、面積不足で、これは困難で

ある。 

 このことに対しましては、町長、山田県議

にも既に話をしてあるとのことでございまし

た。また、私ども４人は陳情に行く前に事前

に町長の方、行った後の結果の方も町長に説

明をしているところでございます。 

 ところで、林道の途中に町道等の介在があ

る場合は林道として許可できないとの話を聞

きましたが、本当でしょうか。と申し上げま

すのは、町道久江中原線、85の44の町道でご

ざいます。この町道は久江から氷見市の一刎

に至る町道で、途中、久江原山から分岐し林

道長谷川線──これは小田中から一刎へ行く

道でございます──を連絡する道が町道と勘

違いされたからであります。おわかりになり

ましたらお答え願いたいと思います。 

 町としてこの林道の工事着工計画等があれ

ばお答えを願いたいと思います。また、この

林道の終点はどこになるのでしょうか。町の

出した要望は羽咋市までだったと思います。

所長は、宝達山までであり、過去には先ほど

申しました津幡の森林公園との報道もありま

したので、お答えを願いたいと思います。 

 それから、この林道は広域林道ではないで

しょうか。単なる林道ではなく、林道城石線

と同格と思うのですが、いかがでしょうか。

だとしたら、工事費用の負担割合、どのよう

に理解したらいいのかお答えを願いたいと思

います。 

 最後に、本年４月からいしかわ森林環境税

が県民納税者に年額500円が課税されます。

森林の公益的機能である水源涵養機能、国土

保全、森林の光合成による二酸化炭素を吸収

し酸素を供給する機能、安らぎといやしを与

えるなど多面的な機能を持っております。木

材価格の下落、低迷、さらに林業従事者の高

齢化などなどにより森林は荒廃をしておりま

す。この税金で荒廃した森林を次の世代に健

全な姿で引き継ぐのが目的でございます。 

 先般開催されました中能登町森林組合総大
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会の終了後、いしかわ森林環境税の説明があ

りました。七尾農林総合事務所の担当者から

中能登町の手入れ不足の人工林はすべてこれ

に該当するとのことでありました。一日も早

い広域林道を開設し、手入れ不足の人工林を

間伐し、森林の持つ多面的機能を発揮できる

日を待ち望んでいる次第でございます。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 武田議員の質問にお

答えをいたします。 

 ７点について質問があったかと思います。 

 まず、現状では富山県側と石川県側との舗

装の格差はどのようになっているかというこ

とであったかと思います。 

 林道の舗装率を比較いたしますと、富山が

56.3％、石川県は43.6％で、仰せのとおり少

し格差がございます。 

 ２番目の林道新設の受益面積はという質問

でありますけれども、これにつきましては林

道新設の受益面積についてはどこまでを終点

とするかによって変わってまいりますが、県

道氷見田鶴浜線から小竹の林道湯の谷線を経

て県道良川磯部線までの区間でありますと、

129ヘクタール余りになるかと思われます。 

 次は、林道の終点はどこか。碁石ケ峰か宝

達山か津幡森林公園かというような質問であ

ったかと思いますけれども、初めから宝達山

や津幡の森林公園という話では現実性が大変

難しくなり、また時間もかかることから、と

りあえず芹川から、まず県道良川磯部線まで

の約2,800メートルについて中能登町が事業

主体となって取り組めばどうかと考えており

ます。 

 ４番目の期成同盟会の結成はということで

ありますけれども、林道城石線については七

尾市の古府町を起点とし、中能登町の芹川ま

での１万680メートルであったため、七尾市

と一体となってふるさと林道城石線推進協議

会を結成いたしまして事業を推進してまいり

ました。今回の延伸につきましては、目的地

をどこにするかによって対応が変わります

が、今のところは先ほど言いましたようにと

りあえず県道良川磯部線までを考えていると

ころから、中能登町単独でよいのではないか

と思っております。全体的な林道計画が固ま

ってから、関係自治体との調整が必要になる

時期が来ると思っております。 

 ５番目の町道等の併用はなぜだめなのかと

いう質問でありますけれども、これにつきま

しては民有林林道網整備計画策定要領という

ものがありまして、その中で道路法による道

路の整備計画と重複をしないものとするとい

う１項があることにより、県道や町道の併用

はだめということを示されているところでご

ざいます。 

 ６番目の工事着手の時期はということであ

りますけれども、森林管理道の整備に当たっ

ては、国は着工後10年で受益面積の10％以上

の森林整備を採択基準としていることに対し

て、石川県は独自に40％から50％を基準とい

たしております。したがって、60から65ヘク

タール程度の間伐、その他の森林整備計画と

その所有者の同意が求められることになりま

す。 

 先ごろ県森林部と町及び中能登森林組合、

越路森林組合とで１回目の協議を行いまし

た。所有者の意向を確認して同意書を集める

ことにかなりの時間を要すると思われます。

通常、毎年７月が申請時期となっており、県

のヒアリングを経て８月には計画審査委員

会、10月に国のヒアリング、２月に国の本審

査となっております。仮に来年の７月に申請

できるものとすると、平成21年度着工が最短

かと思います。 

 ７番目の負担の割合はという質問でありま

すけれども、今回延伸で適用となる事業は森

林環境保全整備事業のうちの森林管理道で、

その場合の補助率は国が45％、県が20％の

65％となっております。したがいまして、町
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と地元で35％ということになりますが、その

内訳については中能登町林道事業分担金徴収

条例施行規則によります。公共林道事業では

15％以内というのが現行の地元負担率という

見方になりますが、どうあれ応分の負担はお

願いすることになろうと、そう思っておりま

す。 

 また、森林環境税の詳細につきましては課

長より説明をいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 表農林課長 

  〔農林課長（表 辰祐君）登壇〕 

○農林課長（表 辰祐君） 森林環境税のこ

とにつきましては、私は全協のときでしたか

県の方から──本会議でございましたね。地

方のいわゆる市町に対してのどのような計画

ができるのかという指示は全くありませんと

お答えをしたところでございますが、先ほど

議員の中能登森林組合の閉会後に行われた県

の担当者によりますと、当町の大部分が該当

になると、そのようにおっしゃったというこ

とでございますので、私もそのように理解を

させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 武田純一君 

○10番（武田純一君） 私が林道の終点はど

こになるのかということ、それから県の回答

ですね。中能登町が県の方へ要望したのは羽

咋市までだというので採択が困難でなかった

のではないかなと。それがもし七尾の農林総

合事務所の所長の言う宝達山までとなれば、

この採択基準ですね、これが変わってくるの

ではないだろうかなと思います。 

 そういう中で、七尾の農林総合事務所の所

長は、ぜひ期成同盟会をつくってほしいと。

中能登町だけではなしに羽咋市、それに宝達

志水町も巻き込んでという発言でございまし

た。ぜひ中能登町では今思っておいでるのは

差し当たり芹川から小竹までという話だった

んですけれども、宝達山までと。できれば一

番最初の計画のありましたような津幡の森林

公園までというのが一番ベターなんですけれ

ども、専門家の農林総合事務所の所長が宝達

山までした方がいいんだという話でございま

すので、ぜひそのあたりをもう一度見直して

いただきたいと思います。 

 それから、先ほど町道が中に介在していて

困難だというのは、わかりました。私も１月

７日の日です。現地を見にいきました。その

ときに、久江の原山から林道長谷川線、その

間の道路はあのあたりで一番広いというふう

なので、だれが見てもあれは町道でないかな

と見間違います。それで長谷川線の方へ行き

ましたら舗装してあります。舗装したのは、

北陸電力が送電線を張るために必要な関係で

舗装した。町道の中原線ですけれども途中ま

でしか舗装してありません。あとは砂利道で

す。 

 きのうも鹿島中学校の卒業式がありまし

て、鹿島中学校のＰＴＡ会長さん、その方と

もお話ししたんですけれども、中原線に関し

ては四輪駆動でないと上がれない、上りおり

は困難だという話も聞いております。 

 そうしますと、森林の手入れ、これは大変

行いづらいのではないかなと思います。それ

から小田中の方です。これも１月７日の日、

雪はそうなかったんですけれども、本当に危

険な道でございました。小田中の方もその関

係で手入れができていない。手入れができて

いるのは頂上の付近、そのあたりだけです。

ぜひ一日も早い着工をお願いしたいと思いま

す。 

 もう一つ、今後のお願いなんですけれど

も、一刎の方へ行きましたら、一刎の方には

クマ出没注意という看板がありました。ぜひ

私どもの方でもクマが出たという、これはき

のうの新聞にも出ておりました。ぜひクマ出

没注意ぐらいの看板は設けていただきたいな

と思います。これは要望でございますけれど

も、よろしくお願いしたい。 
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 それから、さきの受益面積ありましたね。

町長の答弁されましたのは小竹までの方をさ

れましたんですけれども、できましたら、町

の方の要望されたのは羽咋まで要望されてお

いでます。その面積はいかほどになるのか。

もしおわかりになりましたらお答え願いたい

と思います。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 木村議員が質問され

たときには宝達山までということで、橋中市

長と宝達志水町の町長と、もし採択される、

そういうことがあればつくらんかいねという

ような話をしておりました。その後ずっとい

ろいろと調べていただいたけれども、今の良

川磯部線の65％しか、どの法律、条例を見て

も補助の対象になる条例はない。とにかくこ

れは良川磯部線まで仕事にかかって、そうい

う中でまたいろんな国、県へ要望しながら、

最終的には延伸をしていくしか方法がないと

いうようなことでありまして、今のこれに先

ほども話したように良川磯部線まで2,800メ

ートルについて中能登町が事業主体となれば

65％の補助がある。今あるのはそれだけだ

と、そういう答えでありまして、終点をそこ

に持っていきました。 

 そういう中で、工事にかかって、そして期

成同盟会をつくって羽咋、そして宝達志水

町、そこまで行こう、何とかなるということ

になれば当然３町でつくってまいりたいし、

話もできております。 

 以上です。 

 面積につきましては農林課長から答弁させ

ます。 

○議長（若狭明彦君） 表農林課長 

  〔農林課長（表 辰祐君）登壇〕 

○農林課長（表 辰祐君） まず中原線の途

中から私たちが町道だと申しておりましたの

が実は違っていたという、それはよろしいで

しょうか。 

 それでは、芹川から仮に高畠までというこ

との利用区域面積でございますが、594ヘク

タールという数字が出ております。 

 それから、ツキノワグマの件につきまして

は、申しわけございませんが情報を取得して

おりませんので、看板ですね、それをそろそ

ろ山菜シーズンになりますので、その報道を

確かめさせていただいてから早急に対応させ

ていただきたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 武田純一君 

○10番（武田純一君） 先ほども触れました

んですけれども、高畠まで私が自分の足で歩

いているのは遊歩道を歩いております。３遍

ほど歩いております。その中で、小田中から

芹川まで、その間の杉林の方は先ほども申し

上げましたように30年から40年。今手入れを

しないと、いい木材にはならない。それが手

入れ不足になっております。 

 一番ひどいのは芹川だと思います。芹川の

方は、火山爆発して下の方の枝が枯れ上がっ

たような、そういうところがある。一番ひど

いのは私は芹川だと思っております。また小

竹、上の方はそれより少しはいいかなと思い

ますけれども、いずれにしても手入れ不足は

本当でございます。 

 せっかく30年、40年たったものを将来用材

として活用できないのでは何にもなりません

ので、一日も早く林道開設をお願いしまし

て、私の質問を終わります。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（若狭明彦君） ここで休憩いたしま

す。再開は40分からということでお願いした

いと思います。 

           午後２時31分 休憩 

 

           午後２時40分 再開 

○議長（若狭明彦君） 再開いたします。 

 ２番 諏訪良一君 

  〔２番（諏訪良一君）登壇〕 

○２番（諏訪良一君） 次の３件につきまし

て質問をしたいと思います。 
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 平成18年11月１日、中能登町学校統合検討

委員会より、学校再編についての検討結果が

答申されました。その内容は、中学校につい

ては３つの中学校を１校に統合し、新しい校

舎を建設して一日も早く開校するとのもので

す。 

 そこで、いよいよ新年度から中学校建設準

備検討委員会などを立ち上げて新生中学校誕

生に向けての取り組みがスタートするものと

推察します。校舎の建設場所、その大きさや

教育環境等はさておきまして、最初に議論す

べきことは箱物、つまり校舎ではなくして、

校風──といいますのは魂です──ではない

かと私は考えるところであります。 

 そこで、どのような校風をイメージし、校

舎の建設に取り組まれようとしているのか。

また、いつごろを開校のめどとして想定して

おいでるのか等について教育長の所見をお尋

ねしたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 池島教育長 

  〔教育長（池島憲雄君）登壇〕 

○教育長（池島憲雄君） ただいまの諏訪議

員の統合中学校建設にかかわるご質問にお答

えをしたいと思います。 

 現在、町内には３つの中学校があるわけで

すけれども、それぞれ本当にすばらしい校風

を備えた、歴史と伝統のある立派な中学校で

す。ご縁がありまして、これまで鹿島中学校

には８年間、鹿西中学校には通算10年間勤め

させていただきました。 

 その当時は生徒数が現在の２倍以上、鹿島

中学校の場合には３倍近くあったのかなとい

うように思っています。何をやっても物すご

いパワーと勢いがあったなと。特に部活動で

は無敵を誇り、何年も連続で県体優勝を遂げ

たり、一つの学校から幾つも全国大会へ行っ

たりということがたびたびありました。 

 しかし、町内の中学校、現在の中学校では

生徒数の減少で、かっての輝かしい実績のあ

る部が成立しなくなってきております。入っ

てきたばかりの新１年生を加えてようやくチ

ームができて、３年生が大事な大会に臨んで

もなかなか力を発揮することができません。 

 生徒会活動においても全く同じです。１学

年やっとやっと２クラスになるような現在の

学校では、クラス対抗の球技大会、あるいは

合唱コンクールというようなことを計画いた

しましても本当に迫力や興奮、感動というも

のにはほど遠いなと。いま一つ盛り上がりに

欠けてしまうなというように感じます。委員

会活動をやっても日常活動をやっても、ほぼ

同じ状況です。 

 また学習面においても、複数の教科で専門

の教員がいない、配置されないという、そう

いう事態も起こっております。これでは生徒

たちに行き届いた個性を伸ばす、そういう教

育は困難だなというように思っています。 

 そういう中にあって、中能登町の生徒は実

に優秀です。黙々と頑張るまじめさと底力を

持っているなというようにつくづく思ってい

ます。心の底には闘志を秘めています。勉強

にも部活動にも一生懸命頑張って、すばらし

い活躍と立派な成績を上げている生徒が今で

もたくさんおります。 

 残念なのは、少人数のためにチームがつく

れない。一人一人のすごい力がまとまって大

きな力として発揮されない、そういう残念さ

があります。 

 とにかく生徒数は１足す１は２でなくて、

７にも８にもなっていくなというように思い

ます。それぞれの学校が持っている伝統とか

力強さとか活力が消えてしまわないうちに、

一日も早く統合を実現したいなというような

強い気持ちを持っております。 

 教育委員会でもよく検討して、議会の皆

様、町民の皆様のご理解と力をいただきなが

ら着実に前進していきたいなというふうに思

っています。 

 先ほどお話しされました校風ということで

すけれども、町内３つの学校は、ほぼ似通っ
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た伝統、気風、そういったものを持っていま

す。とにかく文武両道、勉強も部活も文化活

動もすべてについて頑張るぞ、黙々と頑張る

ぞ、質実剛健、お互いに切磋琢磨して、運動

なら運動に偏りません。勉強だけというそう

いう生徒もおりません。勉強にも部活動にも

生徒会活動にもすべてに頑張って、自分の将

来を切り開いていく、力をつけていく。そう

いう生徒を目指したいな。ぜひそういうよう

なことを踏まえた校風を形づくっていきたい

なというように思っております。 

 開校のめどはというようなことですけれど

も、平成19年度、今年度から建設準備検討委

員会を立ち上げまして、基本構想の策定とか

用地の取得の問題、基本設計、実施計画ある

いは工事の実施等、着実に進むように議員の

皆様とよくご相談をしながら取り組んでまい

りたいと思います。 

 いつ開校できるのかということですけれど

も、中には大変大きな問題、用地の取得など

本当に順調に進んでいくのかなという、そう

いう心配な問題もあります。はっきりと平成

何年に開校を目指しますというようなところ

までちょっと見通しが立たないのかなと。と

にかくできるだけ、できる限り早く開校し

て、現在の力をもっともっと失われない間に

大きな力として持った学校にスタートさせて

いきたいなというような気持ちは持っており

ます。 

 どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 諏訪良一君 

○２番（諏訪良一君） 大変に心強い意気込

みを聞かせていただきました。これからは教

育長のリーダーシップのもと、一日も早い開

校を要望します。 

 次に、町長にお聞きしたいと思います。 

 今、町民の方々が一番心配されているのは

町の財政、いわゆる歳入ですが、非常に厳し

い状況下での中学校建設に係る財源の確保で

す。この点につきましては個人においても町

においてもしかりだと思います。そういうこ

とから、計画的に歳出を厳しく縮減し、借金

地獄に陥らないように一日でも早い開校を要

望しますが、いかがお考えでしょうか、お尋

ねします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 諏訪議員の質問にお

答えをいたします。 

 まさに今諏訪議員が言われましたとおり、

大変厳しい財政状況になってまいりますし、

なっております。そういう中で、学校をつく

らなければならないということであります。

やはり歳出をできるだけ少なくいたしまし

て、そしておかげさまで合併特例債を使いな

がら、本当に立派な学校をつくってまいりた

い。学校につきましては、30年、40年、50

年、60年、こんな子供たちのためにも、今教

育長の言われたいい校風と環境もつくってま

いりたい。そのためには、皆さん方とご相談

をいたしながら歳出面にもいろんな皆さんの

ご協力もいただきたい、そう思っておりま

す。 

 以上であります。 

○議長（若狭明彦君） 諏訪良一君 

○２番（諏訪良一君） 次に、防火並びに消

火施設の点検、整備について質問したいと思

います。 

 この件につきましては、先般、杉本議員か

らの質問もありましたが、通告後の質問であ

りましたということで、一部重複する点があ

ろうかと思いますが、私なりに質問をしたい

と思います。 

 ご承知のようにごく最近、町内で３件の火

災が発生しております。中でも今月の４日、

ＪＲ金丸駅前では大変痛ましい火災が発生し

ております。亡くなられた方のご冥福をお祈

り申し上げたいと思います。 

 これは、最近全国的に発生している火災の

特徴とも言えるような一事例ではなかろうか
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とも思います。地区の自営消防がいち早く駆

けつけたものの、水利の便が悪く初期消火の

活動がおくれたということ。２つ目には、以

前に町へ防火並びに消火施設の要望をしたが

予算がないとの理由で実現しなかった、とは

火災に現場における地区の方々からの声であ

ったわけです。 

 これらのことを踏まえまして、町内におけ

る防火並びに消火施設の点検、整備、充足度

状況について、防火並びに消火施設整備上の

問題点等についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 防火施設の点検、整

備についてのご質問であります。 

 防火、消火施設及び設備の点検、整備状況

についてですが、防火水槽につきましては各

地区の管理となっております。各自営消防団

の活動報告を見てみますと、定期的に消防設

備の点検が行われております。また、中能登

町消防署においても定期的に防火水槽の水量

の確認等を行っております。 

 小型動力ポンプにつきましては、各地区に

配備をされおり、順次更新も行っており、本

年度は黒氏新町に配備をされております。ま

た、消火栓につきましては町が管理をしてお

り、現在町内には928基の消火栓があります

が、新たに住宅が建ってきますと周囲に水利

がない、消火栓がないという箇所も出てくる

かと思います。町では、区からの要望を受け

まして、必要と判断すれば消火栓や防火水槽

の新設も行っております。 

 次に、施設、設備の整備上の問題点につい

てであります。先週も町内の建物火災が２件

あり、今週もまた朝方から建物火災が発生を

いたしております。 

 火災が起きてからではなく、日常の防火に

対する住民の意識向上を図るための施策につ

いて、消防機関、第２消防団、自衛消防団と

の連携をとりながら進めていきたいと考えて

おりますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

 また、先ほど質問ありました新町について

からの防火用水等につきましては、あの地域

からはございません。その前、鹿西町時代に

あったのかどうか、現在の総務課長は鹿西の

総務課長もしておりましたので、これらにつ

きましては総務課長の方から説明をさせてい

ただきます。 

○議長（若狭明彦君） 苗山参事兼総務課長 

  〔参事兼総務課長（苗山雅幸君）登壇〕 

○参事兼総務課長（苗山雅幸君） 今ほど町

長の方から、旧の鹿西町の時代にこの箇所か

ら防火水槽の要望があったかなかったかとい

うことでございますが、要望はなかったと思

います。と申しますのは、消防水利の基準と

いたしまして120メーターの範囲内に防火水

槽があれば水槽は充足されているというよう

なことで、今火災のありました後ろの方100

メーターもあるかないかのところに１カ所防

火水槽があり、それも利用しながら消火に当

たったということで、今回の火災につきまし

ては全く横の方も気がつかず、消防自動車が

来て初めて火事だというふうにわかったとい

うようなこともあり、大変痛ましい事故があ

ったなと、そのように思っております。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 諏訪良一君 

○２番（諏訪良一君） 苗山参事さんに再質

問すること自体が愚問かと思いますが、要望

ということをあわせましてお尋ねしたいと思

います。 

 広域消防では、火災の発生場所を瞬時にと

らえることができるような機器の装備をして

いるようですが、ここで問題は、あわせて消

火に必要な水源の所在をも把握した指導がで

きるということが最も重要でなかろうかなと

思うんです。ポンプが来たけれども水がない

というのが火災現場の一番問題点であろうか

と思います。 

 そういうことで、このようなことができる
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かどうかもわかりませんけれども、できれば

その方向に進んでいただきたいということ

は、この水源の所在を火災現場とあわせてシ

ステム化できないかということです。場所を

指示すると同時に、どこに水源があるかとい

うことの指示ができるようなシステムの構築

ができないかをお答えできなければ、その方

向にまた検討していただきたいものと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 今、昨年あたり消防

署ができまして、管内の電話一本で今の消防

へ行きまして、そうして地図のどこで火災が

起きたかというのは瞬時に流れます。各消防

署へ流れます。また、消防団員あるいは関係

各位にもメールで全部流れます。 

 そういう中で、今諏訪議員の言われるよう

に、それと同時に防火用水やいろんな池やそ

ういうものがシステム化できないかという質

問でありますけれども、今私もはっきりわか

りません。多分、そこにそれを全部入れれば

地図と一緒に流れるのではないかなと思いま

す。これにつきましては一度検討させていた

だきまして、消防とも対応をこれから検討し

たいと思います。そうすれば一番いい、その

とおりだと思います。そういうことで時間を

少しかしていただきたい、そう思います。 

○議長（若狭明彦君） 諏訪良一君 

○２番（諏訪良一君） 町内の自衛消防が所

有しているポンプのリストについては、恐ら

く把握しておいでるものと思います。そうい

うことから、これらの更新を計画的に実施で

きるよう今後指導していただきたいものと思

います。 

 各自衛消防からの要望がないからというこ

とではなくして、おおよそ耐用年数というも

のが決まっているものと思います。はよ来た

けれども、エンジンはかかったけれども水が

出てこないというようなこともあります。こ

のあたりは、やはり日ごろの訓練とか、それ

からポンプの定期点検ということも非常に大

事になってくると思いますので、また広域消

防あたりとも連携されまして、各自衛消防が

保有しているポンプの定期点検も、あるいは

更新も指導していただけるようにお願いした

いと思います。 

 次に、圃場整備の推進についてでありま

す。 

 この件につきましては、今さらと言われる

ほど以前にも何度か質問がされております

し、私も質問しました。ただ今回は、視点を

少し変えて質問したいと思います。 

 既に圃場整備が完了している地域の方々に

とっては、今ごろになって何のこっちゃぐら

いにおっしゃられるような、そんな見方もあ

ろうかと思いますが、同感です。ところが圃

場整備地区の数集落においては、実施に向け

ての取り組みがなされつつあるようなところ

も聞いていますが、かといって全くその話が

ないといったような集落もあるようです。国

の構造改革推進のいかんによっては、この先

国庫補助金の縮減や廃止、また県においても

厳しい財政状況の中で圃場整備事業に関する

予算は年々縮小の傾向にあるようですし、そ

のように聞いております。 

 これらのことを考慮した場合、これからの

圃場整備の推進の上で大変大きなピンチが訪

れてくるのではなかろうかとの懸念を抱くも

のであります。けれども片や農家個々にとっ

ては、その危機感が全くないと言っても過言

ではなかろうかとも思うわけです。 

 これらのことを踏まえまして、指導の現況

と課題について、国や県からの補助金が減額

またはカットされた場合、町単独事業として

の推進というものはあり得るのかどうかとい

うことにつきましてお尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 圃場整備の推進につ

いてというご質問でありますけれども、中能
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登町における圃場整備の整備率は52％程度で

あります。県下を見てみますと73％を超えて

いるということで、県平均から見ましても中

能登町は大きく下回っているのが現状であり

ます。 

 ここ一、二年では東馬場地区で話がまとま

りまして、ご案内のとおり平成19年度、新規

採択として43ヘクタールを整備していくこと

となりました。 

 そのほかに小竹、水白、尾崎地区について

も昨年４月以降、各地区から３名ずつの連絡

会を定期的に開催し、このほど能登部上地区

の一部と久江地区の一部が編入されるという

ことで計画が進められているところでありま

す。規模的には90ヘクタール程度になろうか

と思っております。全体の95％の同意書が集

まったということで、こちらの方は滝尾南部

地区として平成20年度新規採択を目指して、

19年度予算にも調査費と農用地集団化事業費

を計上させていただきました。 

 また、二宮地区、武部地区におきましても

二、三回ずつ説明会を行い、そのほか下井田

地区、久乃木地区、羽坂地区においても話が

出ているという報告も受けておるところであ

ります。 

 すべての地区に共通する課題といたしまし

ては、事業完了時に満65歳未満の担い手農家

への農地の利用集積が一定要件以上に行われ

なければならないということになっています

が、担い手農家そのものが高齢化しており、

該当者がなかなかいないというところが大変

難しくなっているところでございます。 

 国は、事業は着工後５年で完成させる方針

でありますが、事業完了時に満65歳未満の農

業者となりますと事業着手の時点で60歳未満

ということになり、こうした人たちが果たし

て各地区に何人おられるのか、その確保が課

題の一つであろうと、そう思っております。 

 また、町単独事業としての推進についてで

ありますけれども、圃場整備事業は、現在の

制度では県営事業で実施した場合には国と県

で80％の補助、加えて12％が町補助でありま

す。さらに、取り組み方次第では事業費の

５％を補助する制度もあり、それらは受益者

負担金に充てることも認められているわけで

あります。 

 現在、工事費は10アール当たり180万円か

ら高くても200万円で抑えることになってお

ります。それ以上では農業としては採算がと

れないという観点からであります。 

 町といたしましても、現行の国、県補助率

がいつまで続けてもらえるのかが大変気がか

りなところであります。今後の地区のまとま

り方次第によりますけれども、町の補助金の

12％についても単年度に用意できる額という

ものは限られてくると思っております。町の

財政状況次第では、補助率の改定も視野に入

れて圃場整備を進めていかなければならない

厳しい時代になってくるのではないかと予想

しております。 

 また、諏訪議員が言われましたとおり、本

当に国もこの事業はもう行き渡ったのではな

いか、もうやめたいというような方針であり

まして、私がちょうど今、県の圃場整備の会

長ということで、農林の課長、そして部長た

ちと一緒に毎年春と、また予算時期になりま

すとこの制度を残してほしいということで陳

情にも行っているのが現状でありますし、県

自体におきましても、大変県の財政も厳しく

なってきている。今まで３カ所は１カ所でい

いがでないかと。そやけど、もうじきこの制

度はないようになるというような姿勢である

ことは事実であります。 

 そういうことで、先般も農林省の方々、そ

して県の農林部長や関係者の方々とそんな会

合も開きまして、今後存続についても一生懸

命努力をしているところでありますので、中

能登町におきましても一日も早く話をまとめ

ていただきまして、この制度がある間に進め

ていきたい、そう思っているところでござい
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ます。 

 以上でございます。 

○議長（若狭明彦君） 諏訪良一君 

○２番（諏訪良一君） 国、県、町それぞれ

の財源から見てきても恐らく今が最後のチャ

ンスではなかろうかなと、こんなように思う

次第です。今できなければ、恐らくその地域

は末代できないのではなかろうか。こんなよ

うにも思うわけです。これは極端な言い方か

もしれませんけれども、それに近いものでは

なかろうかとも思うわけです。 

 仮にできないとすると、この美田がこれ以

上荒れていってもよくなることはなかろうか

と思うと、町にとっても地域にとっても大変

残念な話ではなかろうかなと、このように思

うわけです。 

 そういうことから、区あるいは生産組合あ

たりとももう一度このあたりをしっかりと確

認すべきではなかろうか、こんなように思う

わけです。いつまでもこのまま放っておいた

ら終わりやぞぐらいの指導が必要でなかろう

かと思います。 

 これまでは、まだ相撲でいうと徳俵に足の

かかっていないときですので、いつでも同意

を得たら町へ言ってくださいというような余

裕すらあったときではなかろうかと思うんで

すが、今では徳俵に足がかかってしまってい

るような状況ではなかろうかと思うんです

が、このあたりの指導についてお聞きしたい

と思います。 

○議長（若狭明彦君） 表農林課長 

  〔農林課長（表 辰祐君）登壇〕 

○農林課長（表 辰祐君） 事業の存続が大

変心配される時期であると思います。 

 そこで、実は18年度におきましては、先ほ

ど町長が申されましたように滝尾南部地区に

集中いたしまして私たちは事業に取り組んで

きたところでございます。実は18年度に町の

圃場整備推進協議会というのを立ち上げまし

て、まだ未整備地区の区長さん、生産組合長

さんに広くこのことを推進していくつもりで

おりましたけれども、一度に大きくふろしき

を広げましてもなかなか対応も難しいと思い

まして、事業の設立は今日まで見送ってきた

わけでございますが、19年度になりましたら

一応滝尾南部地区もめどがつきましたので、

次に並ぶ地区のいわゆる頭出しに向けて、今

議員がおっしゃいましたように厳しいという

状況を察していただくために指導をしてまい

りたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 諏訪良一君 

○２番（諏訪良一君） 圃場整備の推進を県

なり町の方から持っていくと、自分を忘れて

しまって、自分の土地をしてもらうというよ

うな意識がないわけです。このあたりが進め

る上で一番難しいところではなかろうかな、

そんなように思います。 

 ２つ目には、自分が田んぼに入れんのに今

になって借金をというようなことが二の次で

す。そういうことから、各集落100％に同意

が得られないという中で大変難しい理由づけ

する人もいるわけでして、これからの指導、

これは各集落、町の指導者、同じことなんで

すけれども、その説得というのが大変難しい

です。 

 かといって、あと１人か２人のことで話が

つぶされることも大変残念なことです。そう

いうことから、やはり指導される人もこのあ

たりを十分心得て、しっかりとした対応、指

導に当たっていただきたいということをお願

いしまして、質問を終わりたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 次に、９番 古玉栄

治君 

  〔９番（古玉栄治君）登壇〕 

○９番（古玉栄治君） それでは、最後とな

りました。もうしばらく皆さんの協力をお願

いいたします。 

 私は今回、３件について質問したいと思い

ます。この３件とも若者定住、これからの中

能登町にとって一番大事なことではないかな
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と思われます若者定住に関連のあることです

ので、町長、ぜひ前向きな答弁をよろしくお

願いいたします。 

 まず１点目としまして、複式学級につい

て。 

 学校統合検討委員会で複式学級についてど

のように話し合われたのか。また、複式学級

についていかがお考えか。中能登町において

20年度より複式学級をしなければならない学

校が現在、久江小学校、そして御祖小学校も

もうすぐなると聞いております。このことに

ついてどのようにお考えか、よろしくお願い

いたします。 

○議長（若狭明彦君） 濱田教育委員長 

  〔教育委員長（濱田 繁君）登壇〕 

○教育委員長（濱田 繁君） 古玉議員さん

のご質問にお答えいたします。 

 ご質問は、学校検討委員会の中で複式学級

についてどう話し合われたか。そのことをど

う考えるか。そして、これから複式学級につ

いてどのようにするかというようなお尋ねか

と思います。 

 学校統合検討委員会では、合併時に教育特

別委員会から提出された答申を中心に審議を

いたしました。その結果がこの前出された答

申でございます。 

 この中身は中学校の統合が中心となってお

りますが、旧鹿島町の小学校４校の統合につ

いてもさまざまな角度から検討を重ねてまい

りました。その際、複式学級を懸念する意見

もたくさん出ましたが、そのことで小学校の

統合が緊急最優先という意見の集約までは届

かず、さきの答申になったものと認識してお

ります。 

 複式学級とならないことにこしたことはご

ざいませんが、現在、複式学級を行っている

のは久江小学校だけでございます。このまま

の生徒数でいきますと、さっき議員さん申さ

れたように平成20年度、来年度には御祖小学

校にも複式学級が生じてまいります。 

 小規模校のメリット、デメリットというの

はいろいろありますけれども、これまでの歴

史やその地域の住民の方々のお考え、そうい

ったようなものがいろいろありまして、今す

く解消というわけにはまいらないと思いま

す。 

 そこで、今後も地域住民の皆さん方のお声

を聞きますとともに、議員の皆さん方ともご

相談させていただきながら、子供たちのため

にどうすれば一番よいのかということを慎重

に見きわめていきたい、こういうふうに思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 古玉栄治君 

○９番（古玉栄治君） 今ほど検討委員会の

中ではさほど問題にはならなかったと。複式

学級については今後対応というような答えで

あったかなと思います。 

 教育長にお尋ねしたいと思います。教育長

は、この複式学級そのものがいいと思われる

のか。何とかして、もし解消できるならば解

消した方がいいと思われるか。この辺どう思

われるでしょうか。 

○議長（若狭明彦君） 池島教育長 

  〔教育長（池島憲雄君）登壇〕 

○教育長（池島憲雄君） 今ほど複式学級を

どう思うのかというお話であったかなと思い

ます。私は38年間教員生活をしてきたわけで

すけれども、実際に授業に出たときにいたの

は中学校でした。小学校の複式学級は見たこ

とはあるんですけれども、実際に複式学級で

授業をやってみた経験もありません。 

 そういう意味では、複式学級が完全にマイ

ナスだなとかプラスだなというようなことを

自信を持って言えないという弱さがあるんで

すけれども、人数が少ないですので非常にき

め細かく、その子その子に応じた学習ができ

るというそういうよさはあるかなと思うんで

すけれども、教育というのは人とのかかわり

の中で、集団の中で自分をしっかりと鍛えて
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いく、学んでいくという面もありますので、

完全にデメリットばかりというようなわけで

もないのかなというように思います。多くの

中で鍛えられるにこしたことはないのかなと

思うんですけれども。 

 現在の中能登町の方では、中学校の問題と

小学校の問題ではどちらが優先になるのかな

ということになりますと、やはり大きな中学

校の方が今非常に人数が少なくなってきてい

る、そういう問題をひしひしと感じておりま

す。そっちの方を早く解決させていただい

て、そしてその次に小学校の問題を取り組ん

でいかれればなというように思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 古玉栄治君 

○９番（古玉栄治君） 昨年10月、私、教育

民生常任委員会所属です。教育民生常任委員

会で、鹿島地区の小学校４校を視察に行きま

した。久江地区の複式、我々は知っておりま

した。数人を先生が指導する。寂しいなとい

うところをひしひしと感じました。 

 先ほど教育委員長の方から住民の意見とい

うことを言われましたけれども、実はこのと

き御祖の校長先生が、本校が10年、２年後に

複式になる。ぜひ何とかしてほしい。ＰＴＡ

も同じ意見だと、このように言われました。

これが私の最初のこの質問のきっかけです。 

 と同時に、我々教育民生常任委員会、委員

会視察、福井県本郷小学校、愛知県の東栄

町、視察に行ってきました。やはりどこも複

式は避けるべきだと。そのための努力をどう

すればいいかということで、福井の本郷小学

校においては地域に民間の宅地造成がある。

ここに大きく人が来られるので数年後には複

式が解消できるのではないかと非常に喜んで

おられました。 

 このような委員会視察をしてきた中で、昨

年、町長、12月議会田中議員の一般質問の答

弁で、小学校の再編については中学校を先に

して、後に小学校を皆さんで協議するという

答えでした。先ほど教育長の方からも、中学

校の統合、さあ何年先になるかわからない、

はっきり言えないという、そのような問題の

中で、小学校の問題を先送りにするのがいい

のか。同時進行はできないのかなと。話し合

いを。その辺、町長はいかがお考えでしょ

う。 

 それと、町長は複式学級がこの中能登町、

御祖小学校が複式になるということをいつ知

られたか、教えていただけないでしょうか。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 複式学級につきまし

ては、今の久江はずっとなったときから知っ

ておりましたし、御祖小学校につきましては

昨年の教育民生のときでございます。 

 また、同時に小学校と中学校の統合できな

いかということでありますけれども、話し合

いはいろんな面でしていかなければならない

と思いますけれども、やはり今の中学校の跡

地ということになりますと、今の中学校が仕

上がった後でなければなかなかできないので

はないか。 

 けれども、いろんな面でのどうすればいい

か、そういう検討、いろんな面での議論は先

にしていってもいいのではないかとは思って

います。 

○議長（若狭明彦君） 古玉栄治君 

○９番（古玉栄治君） 先ほどから言ってお

ります検討委員会、この委員会の参考意見と

いうのがあります。２番目、鹿島地区小学校

を２校とし、中能登町の小学校を４校とする

意見があったと。例えばこういう意見でした

ら、別に中学校を利用しなくても何か方法が

あるのではないかなと思います。 

 私思うに、今この小学校４校ということで

少ししゃべらせてください。 

 私は小学校４校、大賛成です。といいます

のも、まずさくら保育園を中心とした鹿西地
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域、この地域には若草団地あるいは桜新町、

また金丸町営住宅があります。また鳥屋地区

には、こすもす保育園、たんぽぽ保育園を中

心とした鳥屋小学校があり、町営住宅、黒氏

住宅、末坂住宅、末坂第２住宅、コーポとり

や、春木住宅、川田住宅、このようにたくさ

んの町営住宅があります。 

 また、あおば保育園がある越路地区には二

宮あおば台、芹川住宅、サンコーポラスなど

要は若者が定住できるような環境が整ってお

ります。 

 唯一ないところといいますと、先ほどから

問題になっておりますつくし保育園を中心と

した地域でないかなと。ここには小学校が３

校あります。また、町としての若者定住、例

えば宅地分譲、町営住宅。町営住宅に関して

は久江住宅が１カ所ありますけれども、非常

におくれているのではないかなと。そういう

ところでその小学校を統合して、若者が来れ

るような学校にすれば、そんな大きな問題が

起こらないのではないかなと。 

 先ほど私、福井のことを例に上げました。

福井の本郷小学校。ここも複式の学校と複式

の学校が集まっても、まだ複式です。そのよ

うな中で、新しい幼稚園と学校を同時にやっ

ております。そこはすぐ近くに民間の住宅、

ここに先ほど言いました大きなものが来るの

で今後子供がふえるから楽しみだと。そうな

れば複式が解消できると。 

 複式というのは、できることなら、確かに

少人数ということでメリットもあるかもしれ

ません。けれども、ほんの数人の教育をやっ

ているということは、私はメリットというよ

りデメリットの方が多いのではないかなと思

います。そういう中から、今言ったつくし保

育園、これを中心とした学校。やっぱり保育

所があって学校があり、そこに住宅地がある

というのが一番の若者が定住しやすいのでは

ないかなと思います。 

 この辺について、町長いかがお考えでしょ

うか。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 今の意見につきまし

ては、少し時間をいただきまして、面積ある

いは住民の意向、あるいはその辺の子供た

ち、そういう意見を古玉議員の提言として検

討させてください。ちょっと考えさせていた

だきたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 古玉栄治君 

○９番（古玉栄治君） 今ほど検討するとい

うことですけれども、もう一つ、実は２カ月

ほど前になるんですけれども、御祖地区の父

兄の方から今の話を、私直接ではなく、ある

人を通じて言ってこられました。そのときに

言われた言葉が、この検討委員会の答えを見

てがっかりした、あきらめたという。何か情

けない話なんです。こういう話をもっともっ

と積極的に話し合いしながら、もう御祖小学

校の複式は目の前に来ているんです。やはり

そういう話はより早く、少しでもそういうこ

とが避けられるなら避けるような努力をして

いくのが本当でないかなと思います。 

 そういう面で、町長先ほど今後検討すると

いうことですので、ぜひ前向きな検討をお願

いいたしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 それともう一つ、今のにつけ加えて少しだ

け。二宮あおば台の子供たちの人口の増加に

ついて説明したいと思います。 

 まず、二宮あおば台、平成12年34区画、平

成14年57区画の計91区画が販売されておりま

す。12年から今までの間６年間、６年間の間

に子供たちがどれほどふえたかといいます

と、まだ全部が建っておりません。このよう

な中でも、あおば台、小学校へ通っている子

供が16人、保育園に通っている子供が31人ふ

えております。91区画でこれだけの子供がふ

えます。そういうことを考えると、やはりぜ

ひ、先ほどからしつこいですけれども、前向

きに検討していただきたいと思います。 
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 続きまして、乳幼児の予防接種について。 

 皆さんよくご存じだと思います。おたふ

く、水ぼうそう、インフルエンザ。これらの

予防接種を町で補助できないか。今までとい

いますか定期的に予防接種を受けるものはた

くさんあります。あと子供が１歳くらいで予

防接種をして軽減できるものとなりますと、

先ほど言った皆さんよくご存じの水ぼうそ

う、あるいはおたふく、インフルエンザ、こ

のくらいが残っております。こういうところ

を補助できないかなと。１回注射するのに

5,000円から7,000円と聞いております。小さ

い子供を抱えている若いお母さん方の負担、

少しでも軽減できるような方法がないのかな

と。確かに経費、財政難わかります。そうい

う中でもこれからの中能登町を背負ってくれ

る子供たち、またそのお母さん方に、ご父兄

に少しでもプラスになるような方法がない

か。 

 町長、いかがお考えでしょうか。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） ご質問の予防接種

は、すべて国の定める定期予防接種以外の予

防接種であります。任意ということは、疾病

予防のために個人の責任において個人の希望

で受ける予防接種であります。これらの任意

の接種は、定期接種に比べて予防効果が余り

高くないという結果が出ているということで

あります。国や自治体が補助をするというこ

とは、その必要性と効果を認めて実施をする

ものだと思っております。 

 また、このことから、これらの接種につい

て国、県に先駆けて町が単独で補助を行うと

いうことは、その効果について町が保証して

いるとの誤った認識を住民の皆さんに与える

おそれも出てまいります。また加えて、財政

逼迫の折でもあり、効果がはっきりと認めら

れていないものに補助を行うのは現段階では

いかがなものかとも思っております。 

 なお、関係課の報告によりますと、県内の

みならず全国で乳幼児対象の任意の予防接種

に補助金を支出し実施をしている自治体は今

のところないと聞いております。 

 そういうことでご理解をいただきたいと思

います。 

○議長（若狭明彦君） 古玉栄治君 

○９番（古玉栄治君） 町長、ここに予防接

種の話、国立育成医療センターという、これ

は町の保健環境課、ラピアでもらってきまし

た。そういう中で、ワクチン、こういうもの

が大切だというふうにうたっております。ほ

かの地域にないから、うちはしてはいかんと

か、そういう問題ではないと思うんです。ほ

かにないから逆にするのが余計いいんじゃな

いですか。ほかがやっていないから、うちは

やらない。なぜ、風邪、要らないことを私が

言っても仕方ないですし、また、その予防接

種いいか悪いかという話を出してくればいっ

ぱい出てきます。今はインターネットの時代

ですから。これをどれをとって説明していい

のか、私これをやりかかったらきりがないと

思いますので、単純にやはり子供たちに対し

て、まずできないかなという思い。 

 それと、それではなぜインフルエンザに関

してできないのか。お年寄りには出ておりま

す。子供たちには出ない理由。これはなぜで

しょうか。 

○議長（若狭明彦君） 小林保健環境課長 

  〔保健環境課長課長（小林玉樹君）登壇〕 

○保健環境課長（小林玉樹君） 古玉議員の

ご質問といいますか、なぜインフルエンザで

きないかということでございますけれども、

以前の議会でも少しお答え申し上げたんです

が、お年寄りの場合はインフルエンザにかか

りやすい、それから、かかったら重篤化しや

すいということです。ですからそこへ医療費

がまたつぎ込まれるという話になりますの

で、これはできるだけ避けたいということで

お年寄りの予防接種には補助を少ししている

ということでございます。 
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 それから、乳幼児になぜそうならないかと

いうことですけれども、３歳ぐらいまではさ

ほど効果が見られないということが国で言わ

れております。それから、もし接種しないで

インフルエンザにかかった場合、それは乳幼

児の助成制度ですか、町でお金を全額出して

おります。そちらでカバーしていただければ

いいかなと思っております。 

 ちなみに、予防接種というのは必ずしも

100％オーケーというものではなくて、必ず

副作用も伴っております。インフルエンザに

ついては、今まで国の統計といいますか調べ

たものでは、大体２割から３割の子が、乳幼

児の場合ですが接種を受けながらも罹患して

いるという結果が出ています。ですから、さ

ほど効果が見られないということでもありま

す。 

 ですから、乳幼児の医療費の助成制度、そ

れをご利用された方が効果的かと判断してお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（若狭明彦君） 古玉栄治君 

○９番（古玉栄治君） 今ほど乳幼児の医療

制度を利用したらどうか。何か考え変ですね

と私言いたいです。というのは、やはり予防

接種というのは何だと。あくまで予防なんで

すよ。かかってしまってから保険、お金がお

りるからそれでいいやろうというのは、ちょ

っと何かこういうところもやはり経費という

ことを考えるのかなと。かからないようにす

るために予防接種をする、予防をする。ま

た、かかってもより軽く済むような方法で

す。例えば、おたふく、水ぼうそう、かから

ないわけではないと思います。かかっても軽

くて済むということは、医療費が少なくて済

む。その方が町にとってはいいのではないか

なと私は思うんですけれども、この辺につい

ていかがでしょうか。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） インフルエンザ等に

つきましては、今までに何回かした中で副作

用もあると。そういう中で訴訟に、いつなっ

たか、そういう詳しいことは覚えておりませ

んけれども、訴訟になって何千万円か国に払

えと。そのようなことで、最初援助していた

のを、副作用のある人もおいでるし、きかな

い人もおいでるというようなことで国の援助

から抜いたと。そういうように認識をいたし

ております。 

 そういう中で、各町、各県内外でないよう

なことを補助金をして、もしそういう副作用

やあるいはいろんな関連の病気も出たり、そ

ういう中でということになりますと、また町

の責任にもなる。これ逃げるわけでもありま

せんけれども、今の３つにつきましてはそう

いうことで国は抜いた。あとは親の責任でし

ていただきたい、そういうことであります。

そんな認識をいたしております。 

○議長（若狭明彦君） 古玉栄治君 

○９番（古玉栄治君） わかりました。これ

以上言ってもどうにもならないでしょうと思

いますので、この件についてはあきらめま

す。 

 次に、高校生への通学費補助について。 

 中能登町在住の高校生で通学にバス、電車

を使っている生徒に料金の一部を補助できな

いかと思うんですけれども、町長、いかがで

しょうか。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 中能登町在住の高校

生で通学にバス、電車を使っている生徒に料

金の一部を補助できないかとの質問でありま

す。 

 高校進学は義務教育ではありませんが、ほ

ぼ全員が進学する中で、教育費が大きな負担

となっている家庭もあることと思います。し

かし、当町の財政状況は大変厳しく、また高

校生の交通機関の利用者全員に助成金を支給

することは難しいと思っております。 

 これには、本当に要る方については町の奨
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学金や、また石川県の育英資金などによる高

校奨学金制度もございますし、今ある制度を

十分活用できるのではないか、そう思ってお

ります。 

 今のところ、全員すべてということは難し

いということでございます。 

○議長（若狭明彦君） 古玉栄治君 

○９番（古玉栄治君） きのう中能登町中学

校、卒業式が行われました。鹿島、鳥屋、鹿

西、合わせて169名、このたくさんの子供た

ちが今後、希望に胸膨らませて学校へ通われ

ると思います。やはりその子供たちが中能登

町のよさというものをどこかでアピールする

のが一番でないかなと。中能登町は、ほかに

はないけれども、こういうところがいいんだ

と。我々にも、僕たちにも少しくらいこうい

うものでしていただけるよと。 

 まず高校を出て３年、高校へ出て大学へ行

く。その子たちがこれからどうするかという

ことなんです。一番大事な今後中能登町に帰

ってほしい若者たちに対しての私はお願いな

んです。その子供たちに、やはりこの中能登

町のよさ、ほかと変わったよさというものが

あるということを認識してもらうことによっ

て、うちの町はちょっと違うんだなと、ほか

へ行っても。あなた方のところはこうなの

か、うちはこうだよと。それでやはり多少優

越感を持っていただいて、中能登町のよさを

いろんなところでアピールして、中能登町へ

来いよとか、おれは帰るんだとか、そのよう

な気持ちを持っていただくためにも、私はそ

ういう形で少し、大きなものは要りません。

やはり町としての独自性というものを出して

いきたい。 

 いかがでしょうか。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 高校生はまた別であ

りますけれども、義務教育につきましては小

学校の入学祝い金、あるいは中学校になりま

して卒業の祝い金、あるいは修学旅行の援

助、いろんな対外試合に行く方には遠洋費あ

るいは遠征費、そういうものを他の町と比べ

ましても手厚い保護にはなっていると思いま

す。 

 そういう中で、高校生の通学全員の方に、

大きくない金であってもそれが帰ってくる本

当のそれがいいのか、もう少しいろんな面で

頑張っておられる方に何かをしたらいいの

か、そんなこともあるのでないかな、そう思

っております。 

 本当に困ってどうしても通学費も出されな

い、そんなような方に関してはいろんな面で

やはり助成もしなければならんと思いますけ

れども、本当に一律に百六十何名の方全部幾

ら幾らということもどうかなと、そんな思い

であります。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 古玉栄治君 

○９番（古玉栄治君） それ以上言ってもだ

めなのかなと。あきらめながらも、まだ私は

あきらめ切れません。やはり先ほど言ったよ

うに子供たち、若い人たち、中能登町をこれ

から育ててくれる子供たち。そういう子供た

ちにやはり帰るきっかけ。確かに少ないかも

しれないです。そういうことをやはり何かし

てやることが一番の今後の町にとってメリッ

トがあるのではないかと思うんですけれど

も、またその辺、一度断ったものはだめでし

ょうけれども、また検討していただけないか

なと思います。 

 以上です。これで私の一般質問を終わらせ

ていただきます。 

○議長（若狭明彦君） 以上で本日の一般質

問を終わります。 

 

 ◎散   会 

○議長（若狭明彦君） 本日の日程は終了い

たしました。 

 あす15日午前10時から本会議を開き、一般

質問を続行いたします。 
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 本日はこれをもって散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後３時54分 散会 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（若狭明彦君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は19名です。 

 議員定数の半数に達しております。 

 会議が成立いたしましたので、これより本

日の会議を開きます。 

 

 ◎一 般 質 問 

○議長（若狭明彦君） 日程第１ 一般質問 

 これより一般質問を行います。 

 あらかじめ申し上げておきます。一般質問

についての各議員の発言時間は１時間ですの

で、守っていただきますようお願いいたしま

す。執行部におかれても、的確な答弁をお願

いいたします。 

 それでは、通告順に質問を許します。 

 14番 岩井礼二君 

  〔14番（岩井礼二君）登壇〕 

○14番（岩井礼二君） 一般質問をさせてい

ただきます。 

 中能登町統合中学校についてでございます

が、要旨といたしまして、１つ目には、中高

一貫教育学校の設立の検討ができないか、そ

して中能登中学校の建設、両方をまとめて質

問をいたしたいと思います。これが今後開か

れます中能登中学校建設の検討委員会の参考

になればなという気持ちでございます。 

 現在の鹿西中学校ですが、私も何度か足を

運んだことがありますけれども、大変新しい

学校でございます。そして、いろんな特徴の

ある立派な学校でありまして、教室の倍ぐら

いの幅の廊下をとって、その廊下を開放する

ことによって合同学習ができるといったよう

な、多目的にすごく利用しやすいような近代

的な学校であり、またステンドグラスとか、

それからモダンで明るく、子供たちが伸び伸

びと学習できる学校でもございます。使い道

が中途半端になることが大変もったいないな

という気持ちがいたします。 

 そして、あの学校の建設も19億数百万の建

設費が費やされて、現在の借入金の18年度末

の現在高が約６億2,000万円の借入金の残高

が残っております。 

 以前の学校統合検討委員会の議案審議内容

の付記といたしまして、鹿西中学校増築案に

ついては、敷地面積、屋内体育館、運動場、

駐車場が狭く、しかも用地取得が制限され、

統合校としては適さないという審議会の審議

内容が出ております。私もそのとおりだと思

います。 

 したがって、この建物を現状のままで、か

つ有効に利用するときには、県立の中高一貫

教育校として利用できないものかと考えま

す。 

 中高一貫教育の形態ですが３種類ありまし

て、１つには併設型の中高一貫教育校、２つ

目には連携型中高一貫教育校、３つ目には中

等教育学校と３種類あるわけでございます。

金沢錦丘中高等学校は、この１番目の併設型

中高一貫教育校となっております。文部科学

省では、全国でこういった学校を500校程度

の設置を望んでいると報じられております。 

 そして、そのほかに普通の新中能登中学校

の建設も別に考えていくことによって、現在

の鹿西中学校の有効活用といいますか、そし

てそれが地元町民の負託にこたえることにも

なろうかと思います。 

 その辺をどう考えられるか、教育長に答弁

をお願いしたいと思います。よろしくお願い

します。 

○議長（若狭明彦君） 池島教育長 

  〔教育長（池島憲雄君）登壇〕 

○教育長（池島憲雄君） 今ほど岩井議員が

お尋ねになりました中高一貫教育について、

鹿西中学校の跡地利用としても、有効利用と

してもどういう見通しになっているのかとい

うお話であったかなというように思います。 
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 先ほど言われましたように、中高一貫教育

には３つのタイプがあります。 

 先ほど言われましたが、富来とか門前の連

携型、これは既にある県立の高等学校と市立

ないしは町立の中学校とが仲よく手をつなぎ

協力をして、そして相互にいろんな意味で協

力をしながらやっていく。例えば、高等学校

の先生が中学校へ行って、例えば英語の時間

に中学校の英語の先生と一緒にやるとか、立

派な講演会があった場合には中学生も高校生

も一緒にそれを聞くとか、場合によっては活

動を両方一緒にやっていくとかそういうよう

なことで相互理解を深めて、ぜひ中学生が高

校のいろんなことを知って自分の学校に来て

ほしい。そういうようなことになるのかなと

いうように思います。 

 それから、２つ目の併設型ですけれども、

これは両方とも県立になるわけですね。県立

錦丘高等学校と県立錦丘中学校、これはお互

いに手を結んで協力ではなくて、例えて言い

ますと大きな一つの家族になるような感じな

のかなということになります。中学校と高校

３年間、３年ずつを足し算して６年間。６年

間の間に中学校の学習内容と高校の学習内容

を一貫して、筋を通して有効に勉強していく

というようなことになるのかなと。 

 それから中等教育学校、３つ目ですが、こ

れは県内にはありません。 

 もしも私たちの町で、今私たちが目指して

いる統合中学校と鹿西高等学校とが連携型で

いくとするならばどういうことになるのか

な。非常に強いきずなで協力をしていくとい

うことですので、統合中学校の卒業生の大部

分が鹿西高校へ行くということが大前提にな

る。 

 となりますと、少し困った問題も出てくる

のかなというように思います。中能登町の中

学生がほとんど全員、ぜひ鹿西高校へ行きた

いなということであれば、それはそれでいい

んですけれども、僕は工業系へ行きたいな、

商業の勉強したいな、あるいは福祉の勉強、

看護の方へ行きたいというようなことで、い

ろいろと生徒たちは自分の将来を夢見ていろ

んな進路を考えております。 

 また、都合のいいことにというか、非常に

中能登町は交通の便がよい。電車も通ってい

るということで、かなりの範囲の高校が通学

可能となっています。そういう面では非常に

恵まれた状況になっておりますので、もし連

携型の中高一貫教育をやるとするならば、そ

ういう子供たちの自分の行きたい学校を自由

に選ぶという、そういうよい点を狭めていく

ことにならないかなという、そういう心配が

出てきます。 

 それからもう一つ、併設型ですけれども、

県立の鹿西高等学校とこの町にもう一つ県立

の中学校を新たにつくって、それと中高一貫

教育をやればどうなのかということになるわ

けですけれども、そうなると私たちが中能登

町で今目指している統合中学校と、もう一つ

県立の中学校と２校存在することになってい

くわけですね。県立の中学校には、できれば

鹿西中学校を有効活用ということで県立に移

管してそれを活用していただければ、それは

それで非常に言うことがないのかな、そうい

う選択肢も考えられるのかなというように思

いますが、ただ、金沢と状況が違うのは生徒

数がかなりこの能登方面は少ないということ

になります。県立の中学校ができた場合に、

この能登地区を中心にして、果たしてどれほ

どの中学生が県立のその中学校へ通ってきて

くれるのかなということになると、非常に微

妙に難しい問題が出てきます。わずかな生徒

をお互いの中学校で取り合いをするというよ

うなことにもなりかねません。 

 もし仮に中能登町の中学生が大多数、鹿西

高等学校へもし入学をしたいということにな

りますと、今度は私たちが目指している統合

中学校、非常にスケールの大きい中学校、い

ろんな意味ですぐれた中学校、輝く中学校を
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建設したいなというときに、仮に成績優秀な

生徒がそこへ行くのか、スポーツの得意な生

徒が行くのか、あるいはまたいろんなところ

のいろんな技能を持った生徒が行くのか、そ

れはどういう高校を目指すかによって変わっ

ていくわけですけれども、かなり魅力的な生

徒がそっちの方へ取られてしまうということ

になりますと、私たちが目指している統合中

学校の光輝く部分が非常に光がとれていくの

ではないかなという心配もしております。果

たして町立の中学校と県立の中学校で両方存

在しても十分やっていけるのかどうか、そう

いうあたりも真剣に検討していかなければな

らないのかな。 

 それからもう一つ、県立の錦丘ですけれど

も、ことし中学校から初めて卒業生が出てい

きます。第１期生が今回卒業ということにな

ります。 

 県の方では、そういう併設型の一貫教育を

どのように評価しているかということです

が、卒業生が大多数錦丘高等学校を目指して

いくのか、それとも方向転換をして別な県立

の高等学校へ受験しているのか、その辺の様

子なんかも十分見まして、どのような評価を

下すかということになるのかなと。 

 今のところ、能登地区とかあるいは加賀地

区にも同じタイプの一貫教育をつくっていく

とか、もうやめるとか、そういうようなこと

については白紙の状態になっております。し

たがいまして、県ではどのような考えがある

のかということも、そういう県の動きなんか

も見ながら、私たちの方にももし能登地区に

そういうのができるぞということになれば、

また真剣に検討も必要かなと思うんですけれ

ども、現時点では残念ながら生徒数が少ない

ということで、私たちの町に２つの中学校を

建てていく、つくっていくということについ

ては非常に難しいのかなというように思って

います。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 岩井礼二君 

○14番（岩井礼二君） ただいま教育長の長

所短所の話がよくわかりました。 

 私思いますのは、今の鹿西中学校に県立で

すが２クラスぐらいを募集をする。しかもそ

れは県下一円から募集をする。そのことによ

って、２クラスぐらいの学校ですので、中能

登からはどれだけ応募することになるかわか

りませんけれども、２クラス全部が埋まるこ

とはないんじゃないかな。１クラスぐらいは

埋まるのかなという気がいたします。しか

も、ＪＲの能登部駅もありますので、通学も

しやすい利点もあります。 

 そして何よりも、県立にすることによって

６億2,000万円の借入金を県に建物ごと寄附

をして、全部寄附をして、県立になるわけで

すから後の返済は県にしてもらうということ

も地元にとっては大変プラスになることかな

と思います。 

 そして、高校については県立鹿西高校です

ので３クラスあるのか４クラスあるのか、や

はり中学生の２クラスはもちろんそのまま上

がっていくわけですが、その後の募集につい

ては一般公募をするという方法でいいんじゃ

ないかなという気がいたします。 

 そして、鹿西高校についてはやはり特徴の

ある学校として、生徒、父兄にしてみれば進

学を目標にした魅力のある学校、そしてその

一環として中能登町、繊維ですので、能登上

布のそういった掘り下げるそういう技術的な

指導も受けられる機会があればいいのかなと

いう気がいたします。 

 そして、そこにいる中学生は当然高校生と

の触れ合いもありますので、高校生の前で部

活動も平素も触れ合いながら、お互いに高め

ていくということもあると思います。 

 現在、高等学校も統合化が進んでおりま

す。七尾東雲高校ですか、３校が１校になり

ました。鹿西高校もそういう一貫教育校にな

れば存続の大変もととなるものと思います。 
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 そしてまた一方、町立の新中学校ですが、

やはり生徒数は確かに少なくなると思いま

す。それだけ少なくなるとすれば、やはり学

校の建設費もその分少なくなるはずでござい

ます。町の中心的な位置に統合中学校、そし

て鹿西運動公園、野球場も使えるような場所

に新しいすばらしい新中学校を建設する。そ

ういうことが節税にもなり、また、あるもの

の有効利用として大変有効なことでなかろう

かと思います。 

 そういうことを踏まえて、もう一度教育長

にお願いしたいんですが、新しい鹿西中学を

有効利用。そして、その借金の返済は県に寄

附をする。そして、新校舎の建設費は安く、

そしてまた町内に高校が将来的に存続する、

しないことによって町のイメージアップも大

変違ってくると思います。 

 鹿西高校を存続するのにとって最もいい施

策になるのではないかなという気がいたしま

すので、その辺を含んで、教育長、もう一度

考えを示していただけないかなと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（若狭明彦君） 池島教育長 

○教育長（池島憲雄君） ただいまのお話の

中で、なるほどそうだなということもたくさ

んありました。中能登町にぜひ高校を存続す

ることの意義、町の発展、それから振興にも

大いに役立ちますし、教育の町として進んで

いくためにも高校は何としてもあってほしい

なという願いはもちろんです。 

 それから、鹿西中学校を有効活用というこ

とで、県に移管して残りの残金といいますか

借金を返さなくてもいいようになれば、それ

にこしたことがないなということもあります

し、いいこともたくさんあるわけですけれど

も、ただ、先ほどもお話をしましたように心

配なのは、気がかりなのは、残念だなと思う

ことは、中能登町のすばらしい生徒を全部抱

えて統合中学校をスタートしたいなと。どこ

にも負けないような中学校として、天下に輝

く中学校としてスタートをしたいな。そのと

きに、スポーツの優秀な選手が10名だけ高校

へもう行ってしまったとか、成績の優秀なや

つが１割行ってしまったぞとか、ということ

になると非常に残念な気がします。 

 それは、財源とかお金以上に、個人的には

そういうことではなくて全部その生徒を抱え

た中学校をつくりたいなという思いも個人的

には持っているんですけれども、またその他

の皆さん、教育委員会、その他また議員の皆

さん、どういうお考えなのかもまた検討しな

がら対応していきたいなというふうに思って

います。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 岩井礼二君 

○14番（岩井礼二君） 大きな事業ですので

大変難しい面もあります。いい面もあれば悪

い面もあるかと思います。将来を担う子供た

ちがどうあるべきかということが一番大切な

ことだと思います。 

 教育長の言うこともよくわかります。この

ことをやはり今後の検討委員会の課題とし

て、これからも大いに研さんをして悔いのな

い結論を出していただければなと、そう思い

ます。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（若狭明彦君） 次に、４番 宮下為

幸君 

  〔４番（宮下為幸君）登壇〕 

○４番（宮下為幸君） それでは、通告書に

基づきまして２つの質問をしたいと思いま

す。 

 まず、入札制度について。 

 昨今の日本列島は談合列島と称され、志賀

町でも２社の業者逮捕、９社に及ぶ業者が事

情聴取を受けました。志賀町３月定例議会の

一般質問の中で、入札選考委員で、ことし３

月限りで定年退職する３人の課長に談合の原

因について意見を求めています。その中で課

長の一人は、長年の慣例で地域性優先がなれ
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合いの温床をつくったのではないかと思うと

答えております。 

 当町も官製談合は絶対に出してはいけない

と思います。今後、町としてもどういうふう

な改革をされていくのか、４点について聞き

たいと思います。 

 まず初めに、指名競争入札の予定発注金額

の設定はどのようにされるのか。昨年、落札

率はどのようになっていたのかをお聞きした

いと思います。 

 それと、一般競争入札の金額を決めて導入

すべきではないか。それと、総合評価方式は

どのような基準でされているのか。電子入札

制度をこれからすべきではないかということ

をお答えいただきたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 小山助役 

  〔助役（小山茂則君）登壇〕 

○助役（小山茂則君） お答えをいたしま

す。 

 まず、第１点目の指名競争入札の発注予定

金額の設定はということでございますが、昨

年の指名競争入札の発注予定金額の設定につ

きましては、地方自治法の施行令に基づきま

して、建設工事の場合は予定価格で130万円

を超えるものにつきまして指名競争入札を実

施いたしております。 

 それから、落札率ということで質問があっ

たわけですが、落札率につきましては平成18

年の４月より19年の２月までを集計します

と、設計金額を分母として率を出した場合は

90.12％になります。予定価格を分母として

率を求めた場合は97.13％であります。 

 それから、２点目の一般競争入札の金額を

決めて導入すべきではないかという点でござ

いますが、全国知事会として一般競争入札の

拡大と指名競争入札の原則廃止の指針があ

り、石川県は平成19年４月から5,000万円以

上の工事を一般競争入札として、10月から

3,000万円以上に拡大をし、その後、実施状

況を検証して1,000万円以上に拡大するとい

うことでなっております。 

 中能登町といたしましても、今後、制限つ

き一般競争入札の導入は必要であると思って

おります。石川県の運営状況を掌握して、近

隣市町の導入状況も考慮しながら、うちの町

も実施について考えていきたい。このように

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ３点目でございますが、総合評価方式はど

のような基準で行われているかというご質問

であったかと思います。 

 総合評価方式につきましては、工期、機

能、安全性など価格以外の要素を含めた総合

的に評価をして、発注者にとって最も有利な

ものを選定する方式でございます。石川県で

は平成18年の７月から試行をし、聞いたとこ

ろによりますと34件実施しているということ

を聞いております。19年度はおおむね100件

程度の実施になるだろうということでござい

ます。 

 中能登町におきましても導入に向けて検討

していきたい、このように思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 ４点目でございますが、電子入札制度にす

べきではないかというご意見でございます

が、電子入札制度につきましては、入札会場

に出向くことなく事業所のパソコンで入札す

る制度であります。 

 石川県では、業者の総合点数760点以上で

1,500万円以上のＡランク、Ｂランクの工事

で実施されております。680点以下の経審点

数で500万円以上のＣランクの業者について

は、３年間で全面的に導入することを目指し

ているということを聞いております。 

 業者の設備投資や運営経費もございますの

で、これも近隣市町の動向も踏まえて検討し

ていきたいと思っておりますので、よろしく

お願いをいたします。 

○議長（若狭明彦君） 宮下為幸君 

○４番（宮下為幸君） 今年度の予算の中

に、一般町道整備ということで３億円の予算
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が計上されています。これから発注予定金額

を出されてされると思いますが、この指名業

者の願い届がもちろん提出されるわけです

が、それをどういうふうに選考されるのかと

いうことと、それと今、一般競争入札をこれ

からやっていかれるということを言われまし

たので、例規集には保証金を取るということ

も書いてありますし、それはどのようになっ

ていくかということをお聞きしたいと思いま

す。 

 それと、この電子入札のシステム導入にど

れくらいの経費的なものがかかるかというこ

とです。それは、もしわかったら教えてくだ

さい。 

 それともう一つ、公正入札委員会というも

のがありますが、今は助役さんが一番委員長

で、あとはその都度の入札の担当課長という

ことになっておりますが、これは民間から入

れるということを考えられるのかどうか、そ

の点について聞きたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 小山助役 

○助役（小山茂則君） 再質問にお答えをい

たします。 

 １点目の業者の選考方法ということでお尋

ねがあったかと思います。それにつきまして

は、先ほども申しましたが経審点数というも

のを基準にして今現在やっておりますので、

それを最重要視しながら業者の選考に当たっ

ていきたいと、このように思います。 

 それから保証金でございますが、入札保証

金につきましてはうちはもらっておりませ

ん。ただ、契約保証金、契約する段階では

500万円以上のものについて保証金をいただ

いているということでございます。 

 それからもう１点は、業者選考委員会の中

に民間の方を導入すればどうかというご意見

でございますが、その点についても今後検討

をさせていただきたい、このように思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 それから電子入札の件でございまして、ど

れだけの経費がかかるかというご質問であっ

たかと思いますが、それにつきましては、今

県の方へちょっとお尋ねをしているんです

が、その段階で県では、県のシステムに現在

市町が加入しているところが、昨年度、金沢

市、白山市、小松市、野々市町が今現在、県

のシステムの中へ入って電子入札を実施して

いるということでございます。それにプラ

ス、19年度からは輪島市がそこへ入るという

ことで検討されているということを報告受け

ております。 

 この金額といたしましては、まず県のシス

テムに加入する段階では約800万円ぐらいの

導入するための経費が必要だということと、

加入いたしましても月大体20万ぐらいの経費

が毎月かかってくるということもございまし

て、今後これにつきましてもそれだけの経費

がかかるということでございますので、検討

材料の一つとして検討していきたいというこ

とで、よろしくご理解のほどお願いいたしま

す。 

○議長（若狭明彦君） 宮下為幸君 

○４番（宮下為幸君） 入札はできるだけ公

正に選考されて、予定価格も出していただき

たいなと思います。 

 それでは、次の19年度予算についてお尋ね

したいと思います。 

 項目的には、使用料の受益負担について、

今後の財政難はどれほど厳しくなっていくの

か、税の滞納繰り越し分はどう処理していく

かということです。 

 今、老人センターゆうゆうで使用料が100

円から200円に上がりました。65歳以上の障

害者の方も無料から100円に上がりました。

健康ハウス憩も、私は値上げをする必要があ

るのではないかというようなことを思いまし

て、受益者負担ということで書いたわけで

す。 

 なぜかといいますと、歳出に3,200万円の

金がかかり、歳入に990万の使用料が入って
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くるとなっております。2,200万ほどの食い

込みができまして、月々にすると180万ぐら

い食い込んでいく。普通民間では、赤字で経

営が成り立たないということがもちろん考え

られます。 

 この施設は、多分昔、旧の鹿西町は健康福

祉施設というか健康増進施設ということでス

タートしたわけですが、今は私こうして見る

限りですと、本当にクアハウス的な要素を抱

えていて、そして他町の人の出入りが、特に

羽咋の余喜地区、鹿島路地区の人が大変多い

です。料金も羽咋市へ行きますと350円とか

450円の銭湯料ですから、近くの人はおのず

と300円のところに来ると思います。 

 そういうことを考えますと、できれば50円

でも上げてできないかということと、入浴の

日というのが設けてありましたね。年５回で

きるということになっております。それは65

歳以上の人100円ということで現在と変わり

ませんが、ただ、今は普通この健康センター

の方も皆さん65歳以上の人は100円なんです

けれども、天平の里とかゆうゆうに合わせれ

ば200円にする必要があるのではないかと。 

 ただ、その入浴の日を年間５回設けてあり

ますので、そのときだけ65歳以上の人は100

円でもいいのではないかと。そういうような

感じはいたしますが、その辺のことについて

ちょっとお聞きしたいと思います。 

 ただ、今志賀町にシオンマネージメント株

式会社という会社があります。町が委託され

て管理会社がやっているわけですが、その中

で個人に、町民の皆さんに１口５万円という

ことで募って、聞いたところによると104口

の、要するに１口５万という加入金で運営を

なさって、それと志賀町には企業があります

のでそこから企業も募っている。商工会も兼

ねてということでやっているらしいです。 

 町長はきのう作間議員の答弁にも、指定管

理者は、今は３社だけれども、またこれから

考えていくということを言われましたので、

そういうことも含めて、今後そういう指定管

理者制度に用意されていくのかどうかという

こともお聞きしたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 松栄介護担当課長 

  〔介護担当課長（松栄哲夫君）登壇〕 

○介護担当課長（松栄哲夫君） 宮下議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 使用料の受益者負担ということであります

が、入浴のできる町内の施設としては老人福

祉施設２カ所、老人福祉センターゆうゆう、

老人福祉センター天平の里であります。健康

増進施設１カ所、健康ハウス憩です。３公衆

浴場があり、このたび均一化を進めるという

ことで老人福祉センターゆうゆうを有料にさ

せていただくところであります。 

 健康増進施設である健康ハウス憩の使用料

についても、考え方として福祉施設の一環と

考えており、現在の料金体系になっておりま

す。具体的に申しますと、就学前の児童につ

いては無料、それから小学生は100円、65歳

以上の方については身体障害者の方も含めて

100円ということ。それから、その他という

ことで中学生以上64歳までの方、そして町外

の方300円というふうになっております。 

 今ほど宮下議員、2,000万以上の負担をし

ているということで、そのとおりでありま

す。これらの施設３つあるわけですけれど

も、料金体系にはバランスをとっていかなけ

ればならないというふうに思っております。 

 今後、これからの扱いとしてなんですけれ

ども、望ましい料金はどれだけなのかという

ことも検討を重ねていきたいというふうに思

いますので、よろしくお願いします。 

 それから、指定管理者のことを言われまし

たけれども、確かにノウハウのある事業者さ

んに指定をして指定管理をしてもらうという

ことは望ましいことだと。今後、そのことに

ついても検討していきたいというふうに思い

ますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（若狭明彦君） 宮下為幸君 
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○４番（宮下為幸君） はい、わかりまし

た。 

 次に、財政難はどれほど厳しくなるかとい

うことで、19年度予算で10億余りの基金を取

り崩しているわけですが、残り二十二、三億

という基金ですので、単純に考えれば２年ほ

どでもう基金がなくなるというような状態に

なっていると思います。 

 ５月に町政懇談会を開かれ、財政状況を説

明に回ると言われていることは大変いいこと

だと思います。町民が町の財政状況に常に関

心を持つということは大変大事なことだと思

います。 

 今年度はいろんな面で定率減税も廃止にな

りますし、町民の負担感は高まると思いま

す。税源移譲で新年度の所得譲与税が町民税

に切りかえられるわけですが、個人の税額負

担は変わらないまでにしましても、町税の比

重というか町税が高まってくるわけですね。

だから、町税の使い道について、使い道に対

する町民の厳しい見方が出てくると思いま

す。 

 こういうことを含めて、今後の財政は厳し

くなってくるわけですが、そういう町民の見

方、厳しい見方が出てくると思われますが、

どういう配慮をされるのかということをお聞

きします。 

 それともう一つ、繰り越し分をどう処理し

ていくかということも先に言います。 

 19年度の滞納繰越分が歳入に入っています

が、どういうふうにこれから処理されていく

かということです。 

 二、三日前の新聞で、富山県立山町で悪質

滞納者に対して行政サービスを制限する条例

が３月議会で提案されています。町税、国民

健康保険税、保育料、下水道料のうち著しく

誠実性を欠くものに対して行政サービスを制

限すると。そういうことも載っておりました

ので、この中で税務課として収納率の向上の

ためにどれくらいの、収納率がどれくらいか

ということをお聞きしたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 苗山参事兼総務課長 

  〔参事兼総務課長（苗山雅幸君）登壇〕 

○参事兼総務課長（苗山雅幸君） 今後の財

政難はどれだけ厳しくなっていくかというご

質問でございますが、国の基本方針では５年

間で、平成23年までに基礎的財政収支の黒字

化を達成するという目標を掲げております。

そのために解消すべき要対応額を16兆5,000

億円程度ということにしております。少なく

とも11兆4,000億円以上は歳出削減によって

対応するとしております。歳出改革で対応し

切れない２兆円から５兆円については、歳入

改革によって対応するとしているわけでござ

います。 

 なお、歳出改革でございますが、徹底した

政府のスリム化で国民負担増を最小化する、

最も少なくする。優先度を明確化し、聖域な

く歳出削減を行う。将来世代に負担を先送り

しない社会保障制度を確立するなどの改革原

則により、一貫して財政健全化に取り組むと

いたしております。 

 人件費におきましても、平成22年度までに

公務員定員を5.7％純減するといたしており

ます。 

 また、公共工事関係でございますが、年間

３％の削減を基礎として、５年間で15％削減

をする、そのように言っております。 

 このような厳しい国の基本方針を状況下

に、我が町はどうかということでございます

が、今後の歳入面では、前々から言っており

ますが地方交付税や譲与税の依存財源はます

ます減少する見込みでございます。 

 特に地方交付税につきましては、平成17年

度に臨時財政対策債を含めまして48億6,000

万円の地方交付税があったわけですが、平成

19年度の見込みといたしまして臨時財政対策

債を含んで41億6,000万円、約７億円の減額

となっております。これにも増して、現在、

旧３町の合算して交付されております交付税
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ですが、10年後は一本算定、中能登町一本だ

けで算定をされますと、そこからまた７億円

も下がるというような計算も出てくるわけで

ございます。 

 一方、歳出面でございますが、今後の合併

特例債の事業の実施により地方債の償還額は

10億円から16億円規模になると見込まれま

す。また、社会保障関係では、高齢化により

医療費や介護給付費は目に見えて年々増加し

ていく傾向は必至であります。 

 平成19年度当初予算では、財政調整基金を

約11億円取り崩しております。平成19年度末

残高見込み額が約26億円であり、来年度以降

も基金の取り崩しが避けられない状況であ

り、あと数年で底をつくものと見込まれま

す。 

 このためには、投資的経費、経常経費、人

件費等の徹底した見直しを行い、健全な財政

運営に努めるということが必要であります。 

 口で言えばなかなか簡単でございますが、

これを実施するためにはいろいろとまた皆様

方ともご相談も申し上げ、町も一生懸命にや

りたい、そのように思っておりますので、よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 永源税務課長 

  〔税務課長（永源 勝君）登壇〕 

○税務課長（永源 勝君） 税の滞納繰り越

し分をどう処理していくかとのご質問です

が、17年度決算で町税の現年度分の徴収率は

98.54％で、1.4％相当分の税金が滞納繰越分

となりました。税務課では、催告書の発送、

税務課職員による訪問徴収などを行い早期完

納を促しておりますが、滞納者にはいろいろ

な事情があり、すぐに納められない方々には

誓約書をとり、計画的に納めていただくよう

にしております。 

 また、悪質な滞納者につきましては、差し

押さえも行いました。平成18年度では、現在

までに11件の差し押さえを行いました。 

 そのような努力の結果、１月末で滞納繰り

越し分の徴収率は前年度と比較いたしますと

2.5％アップし、金額では430万6,000円余り

多く集めております。 

 今後も税務課職員一同、徴収率の向上へ向

けて努力をしていきますので、どうぞよろし

くお願いをいたします。 

○議長（若狭明彦君） 宮下為幸君 

○４番（宮下為幸君） 収納率が上がったと

いうことで、大変税務課の皆さんは努力して

おいでるなという感じがいたします。 

 この滞納額も多分にしてすごい額だろうな

ということは思いますが、この収納率の向上

のため、収納の専門員的な人、そういう専門

員の活用は考えられないかということと、差

し押さえ物件の例えば現金化とか、金沢市な

んかは競売をかけてやっておりますが、その

辺のことについてお聞きします。 

 それと今、苗山総務課長が、いずれは経費

的な見直しもしなければならないし、人件費

も見直さなければならない、そういうことを

言われました。そういう人件費的な見直しと

いうのは何年後にやってくれるんですか。も

う予測つくんですか。その辺のことについて

聞きたいなと思います。 

 それと、さっき一つお聞きした中で、税源

移譲で負担はかからないわけですが、町税に

対する、町に移譲して入ってくるわけです

が、そういう町民に対する町の税の使い道が

これから厳しくなると思われるわけですね。

そういう配慮的なものをどういうようなこと

でお考えかということを、またちょっとお聞

きしたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 永源税務課長 

○税務課長（永源 勝君） 税に関する再質

問についてお答えをいたします。 

 徴収に関する専門員につきましては、近隣

の市町を見てみますと、七尾市で嘱託の徴収

員を置いております。当町では、徴収につい

ては職員がほかの業務と兼務で全職員で当た
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っております。今後、徴収率が下がってくる

ようなことになれば、上司の方とも相談をさ

せていただきまして、そういうような対応も

させていただきたいと思います。 

 また、今年、差し押さえした11件のうち４

件につきましては金融機関等の出資金であり

まして、それらにつきましては換金して税金

に充当させていただきました。ただ、不動産

については、まだそういう競売等は当町では

行っておりません。 

 以上でございます。 

○議長（若狭明彦君） 苗山参事兼総務課長 

○参事兼総務課長（苗山雅幸君） 宮下議員

から人件費の見直しということでございま

す。 

 人件費につきましては、職員給与につきま

してはラスパイレス等々にしますと県内では

低い方になっておりますが、きのうから定員

管理等々の質問もございました。それを早急

にやりながら、施設の統廃合も考えながら職

員の削減を図る。それをできるだけ早い時期

に行っていきたいなと、そのように思ってお

ります。 

 それくらいが人件費の見直しということに

なるかなと思います。よろしくお願いをいた

します。 

○議長（若狭明彦君） 宮下為幸君 

○４番（宮下為幸君） これで質問を終わら

せていただきます。 

 今、税の収納率も少しずつ上がってきたと

いうことで、きのうの自己採点ではありませ

んが、課長の方々は自信を持って、自分は

100％である。地域、町のために頑張るとい

うこれからも意気込みでやっていただきたい

と思います。90％、100％をとれるように地

域、町のために頑張っていただきたいという

ことを思いまして、質問を終わらせていただ

きます。 

○議長（若狭明彦君） ここで休憩いたしま

す。再開は15分からということにいたしたい

と思います。 

           午前11時05分 休憩 

 

           午前11時15分 再開 

○議長（若狭明彦君） 再開いたします。 

 １番 笹川広美君 

  〔１番（笹川広美君）登壇〕 

○１番（笹川広美君） まず質問に先立ちま

して、この３月をもって退職される澤井土木

建設課長に、これまでの行政へのご尽力に深

く感謝申し上げます。ありがとうございまし

た。退職後も長年培われたキャリアを生かさ

れ、町のためにお力添えをいただけますよう

お願い申し上げます。 

 さて、本年も中能登町のため、町民の皆さ

んのために一生懸命質問させていただきま

す。杉本町長初め担当課長の皆様、ご答弁よ

ろしくお願いいたします。 

 まず、安心して出産できる環境づくりにつ

いてご質問いたします。 

 厚生労働省は、19年度予算で市町村の少子

化対策事業費への地方交付税を700億円に倍

増いたしました。これは、自治体が地域の実

情に合わせ、妊婦の無料健診の回数を上乗せ

できるように行ったものです。 

 妊婦の無料健診は現在２回分、国が費用を

負担し、中能登町でも２回の妊婦健診が無料

で実施されております。私も旧町時代、２回

の無料健診を受けさせていただきました。大

変感謝しております。 

 妊婦健診は、胎児の超音波検査や妊婦の内

診、血液検査などを定期的に行い、望ましい

健診回数は出産までに14回程度と考えられて

おります。健診の費用は１回約5,000円、血

液検査を伴うと１万円から１万5,000円かか

ります。無料となる２回分を除いても自己負

担の総額は平均すると約12万円。この額は経

済的基盤の弱い若い夫婦の世帯にとって、妊

娠を手放しでは喜べない大きな負担となって

おります。 
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 母子保健法第13条には「市町村は、必要に

応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対し

て、健康診査を行い、又は健康診査を受ける

ことを勧奨しなければならない」とありま

す。 

 平成16年の調査では、秋田県で県内自治体

の妊婦無料健診の平均回数が8.16回、香川県

では4.11回、お隣富山県では4.00回など、国

の助成を上回って実施している市町村も少な

くありません。 

 今回の助成の見直しは、妊娠や出産に伴う

高額な負担が出生数の低下を招く一因になっ

ているとの判断によるものです。厚労省は、

健康で安全なお産をするためには５回以上の

健診が必要としており、妊娠のごく初期から

36週程度までの間、最低５回分を無料化する

よう自治体に通知し、無料健診５回を全国基

準とする方針を打ち出しました。 

 このたびの通知を受け、全国の自治体では

早くも見直しが行われております。既に愛知

県大府市では３回から一気に15回にふやす予

算案を編成し、議会で審議しているとのこと

です。 

 厳しい財政状況ではありますが、ぜひ中能

登町においても全国基準の無料健診５回の実

施をお願い申し上げます。 

 また、仕事を持つ女性が健診に行くには職

場の理解も必要であります。安心して健診が

受けれる職場環境の整備を町としても企業に

呼びかけていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。あわせて担当課長にお伺いい

たします。 

 さらに、マタニティマークの活用について

お伺いいたします。 

 妊娠中でも安心して外出ができる社会を構

築するため、厚労省は昨年３月、全国共通の

マタニティマークのデザインを決めました。

マタニティマークは、妊産婦が身につけた

り、ポスターなどで公共の場に掲示し妊産婦

への配慮を呼びかけるものです。 

 見た目では妊婦だとわかりにくい妊娠初期

などに、満員電車で押される、近くでたばこ

を吸われる、人込みで気分が悪くなっても周

囲に理解してもらえない。そんなつらい思い

を少しでも解消できるよう、妊婦であること

をさりげなく周囲に伝えることができます。 

 マタニティマークも今回の倍増された地方

財政措置に盛り込まれたものです。今、全国

の自治体、企業、民間団体などでマタニティ

マークの活用が推し進められており、キーホ

ルダーやバッジなどとして希望する妊産婦に

配布され、大変喜ばれております。 

 中能登町では、母子手帳の交付時にぜひこ

のマタニティマークを配っていただけたらと

思いますが、いかがでしょうか。 

 以上、担当課長の前向きなご答弁をお願い

いたします。 

○議長（若狭明彦君） 小林保健環境課長 

  〔保健環境課長（小林玉樹君）登壇〕 

○保健環境課長（小林玉樹君） 笹川議員の

ご質問にお答えいたします。 

 まず、１つ目の妊婦の無料健診の拡大とい

うことでございますけれども、これについて

は国また県からの指導もございまして、母体

とか胎児の健康確保を図る上においても実施

していかなければいけないだろうなというこ

とでございます。 

 先ほど言われましたとおり、今まで当町２

回行っておりました。その健診をできるだけ

５回にふやすようにして、またそれもできる

だけ早い時期に実施したいと考えておりま

す。 

 それから、２つ目の職場環境の整備という

ことでございます。 

 これについては、３つ目にございましたマ

タニティマークですか、そういったもののＰ

Ｒなどといいますか、そういうものの周知に

つきまして、同じような方法でできるだけ住

民全般に広く行き渡るように図っていきたい

と思っております。 
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 以上、簡単ですけれども、できるだけ前向

きに進めていきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 笹川広美君 

○１番（笹川広美君） ありがとうございま

した。子育ての町、中能登町としての力強い

取り組みをお願い申し上げます。 

 ２つ目の質問です。 

 昨年の12月定例会で、子供の読書活動の推

進について質問させていただきました。図書

司書の増員をお願いしたところ、早々今年度

より１人増員の形で取り組みが進んでいると

のお話で、ありがとうございます。 

 また、図書の蔵書も十分に整えられている

とのことでしたが、文科省では、さらに本

年、学校図書に平成19年度より23年度までの

５カ年、毎年200億円、総額約1,000億円の地

方交付税措置が講じられました。年間200億

の中で新規に更新冊数６割として120億円の

措置額が組まれておりますが、中能登町では

学校図書において本年度どのような計画が立

てられているのでしょうか、教育長にお伺い

いたします。 

○議長（若狭明彦君） 池島教育長 

  〔教育長（池島憲雄君）登壇〕 

○教育長（池島憲雄君） ただいまの学校図

書の件について、担当の課長の方からお答え

をさせていただきます。お願いします。 

○議長（若狭明彦君） 後藤教育文化課長 

  〔教育文化課長（後藤和雄君）登壇〕 

○教育文化課長（後藤和雄君） 笹川議員さ

んのご質問にお答えします。 

 学校図書館図書の購入につきましては、学

校予算に計上し、毎年充実を図っておりま

す。18年度につきましては、小学校、中学校

合わせて316万8,000円の予算の中で必要な図

書の購入をしております。平成19年度につき

ましても、小学校204万8,000円、中学校109

万円の予算を計上してございます。 

 また、図書購入のためにご寄附もいただい

ておりますので、寄附された方のご意思を尊

重し、あわせて図書の整備を図っていきたい

と思っております。 

○議長（若狭明彦君） 笹川広美君 

○１番（笹川広美君） ありがとうございま

す。今後も未来ある子供たちのために学校図

書のさらなる充実をよろしくお願いいたしま

す。 

 次に、視覚障害者の情報バリアフリーの促

進についてご質問いたします。 

 現在、全国の視覚障害者は約30万人、その

うち点字利用者はわずか10％の約３万人であ

ります。背後には中途失明の増加が見られま

す。そのため、ほとんどの視覚障害者は活字

文書への情報アクセスが非常に困難な状況に

あります。特にプライバシー情報、生活情報

の入手については、自立した生活と社会参加

を行うためには欠かせない情報源です。 

 こうした生活情報等を視覚障害者の方々に

提供する手段として、音声コードと活字文書

読み上げ装置による方法があります。書面に

書かれた文字情報を切手大の記号に変換した

ものを音声コード、ＳＰコードといい、それ

を書面の片隅に添付します。その音声コード

を専用の読み上げ装置に当てると音声で文字

情報を読み上げるという仕組みです。作成ソ

フトをパソコンにインストールすれば簡単に

音声コードを作成することができます。最近

自治体の印刷物などに添付され始め、徐々に

普及し始めています。だれもが簡単にローコ

ストで即時に情報提供が可能となります。 

 平成18年度補正予算に障害者自立支援対策

臨時特例交付金事業960億円が盛り込まれ、

自治体など公的窓口に活字文書読み上げ装置

等を導入することに対し助成が行われます。

これは全額補助であり、自治体負担はゼロで

す。 

 中能登町におきましても、現在54名もの視

覚障害の方がいらっしゃいます。また、全国

的に中途失明が増加している傾向です。地域
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における視覚障害者への情報バリアフリーを

一層促進する必要があります。 

 何とぞ早急な取り組みがなされることをお

願い申し上げます。担当課長の前向きなご答

弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 松栄介護担当課長 

  〔介護担当課長（松栄哲夫君）登壇〕 

○介護担当課長（松栄哲夫君） 笹川議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 視覚障害者の情報バリアフリーの促進、活

字文書読み上げ装置の導入ということで、す

べての障害のある人が地域で安心した生活を

送るためには、日常生活におけるコミュニケ

ーションの確保とともに、正確な情報を広く

公平に届けることが必要であります。今後、

当町としましても、障害のある人が生活に必

要な情報を入手しやすい環境づくりに取り組

んでいかなければならないというふうに思っ

ております。 

 そこで今、議員言われました活字文書読み

上げ装置でありますけれども、私も現物は見

ておりません。ただ、カタログ等で見て、現

在のところはそういう状況であります。手の

ひらに乗る程度の大きさの機器として、そし

て今ほど議員言われましたように紙に掲載さ

れた情報を音声に変えて情報提供を行うもの

であります。そういう装置を使用することに

よりまして、点字を使える障害者も使えない

障害者も平等に情報取得が可能となります。 

 そこで、視覚障害者がこの活字文書読み上

げ装置の機器を取得するに当たり、町として

は日常生活用具の給付事業という形で対応す

ることができます。ただ、需要はどうである

のか。今ほど54人ということを言われました

が、そのうち重度の方ということになります

と１級の人17人、２級の人15人、１、２級の

人かなというふうに思います。 

 それから、どの程度の利便性があるのか、

管理上の問題はないのか。 

 また、活用していくためには役場からの文

書を掲載された文字情報を音声データに変え

るための事務処理が必要であり、いろいろ調

査し、今後、情報収集をしていきたいという

ふうに思っております。 

 また、障害者自立支援対策臨時特例交付金

事業のことを言われましたが、これについて

は確かに10分の10の補助がされるものであり

ます。これは今、急に決まった制度でありま

す。これはこの18年度から今決まったもので

あり、この18年度を含めて20年度までの間と

いうことであります。ただし、これについて

は個人に給付するのでなく、あくまでも自治

体として取得する場合に補助をするというも

のであります。３年間の余裕がありますの

で、そういう中で情報収集もし、窓口の設置

等のことも検討していきたいというふうに思

っておりますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

○議長（若狭明彦君） 笹川広美君 

○１番（笹川広美君） ありがとうございま

す。今後、高齢化もますます進み、だれもが

その能力を最大限に発揮できるような生活環

境の整備はさらに必要度を増すものと思われ

ます。さまざまな障害を持った方々の自立と

社会参加の実現を図る積極的な町の取り組み

をよろしくお願い申し上げます。 

 最後に、行財政改革の推進についてご質問

いたします。 

 財政破綻した北海道夕張市が今月６日、財

政再建団体に移行しました。政府は、夕張の

ような自治体の財政破綻を未然に防止するた

め早期健全化策を法制化し、今国会で地方公

共団体財政健全化法案を提出しております。 

 私たち中能登町もこうした夕張の事態をか

んがみ、まず、我が町の財政状況を厳しくチ

ェックしていくことが不可欠であります。 

 今定例会の議案提出説明の中で、杉本町長

からも財政改革への推進に対する力強い決意

を述べていただきました。町長からは、行政

評価システムによる事業の再構築に挑戦され
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るとのお話でした。行政評価システムによる

事務事業評価は大事な取り組みであります

が、このシステム導入に向けた具体的計画は

なされているのでしょうか。 

 新潟県新発田市などでは、行政評価に恒常

的、継続的に取り組むための行政評価条例を

制定しておりますが、中能登町におきまして

は条例化のお考えはお持ちでしょうか、お聞

かせください。 

 そして、行政評価の取り組みはもちろんの

こと、何よりも徹底した歳出削減のための手

法として事業仕分けがございます。むだな事

業はなくして、めり張りをつける事業仕分け

こそ、行財政改革の次の本丸と言われており

ます。 

 事業仕分け作業は、すべての事業を、１、

そもそも必要か、２、必要なら行政と民間ど

ちらがやるべきか、３、行政なら国や県、市

町村のいずれがやるのが妥当かなどを順に検

討し、整理していきます。 

 この事業仕分けの特徴は、一つは具体的に

見直すことです。つまり抽象的な事業名称で

はなく、具体的な事業内容で行うのです。例

えば、ホームレス自立支援事業が必要かどう

かではなく、実際の事業の中身が必要かどう

かで判断します。 

 そして、学者や中央省庁の視点ではなく、

住民や自治体職員の現場の視点で見直しま

す。この視点抜きでは、力の強い利害関係者

を中心に事業の整理が行われるおそれが大き

いからです。 

 さらに、外部の視点を入れて見直します。

当事者だけの議論では従来の考え方の殻を破

ることは難しいからです。他の自治体職員や

ビジネスマンなども参加し、さまざまな角度

から見直すことは不可欠です。 

 事業仕分け作業の議論のやりとりは、すべ

て傍聴する一般市民やマスコミ、議員などに

も完全公開され、また質疑応答では傍聴者も

参加して質問できます。 

 全国では、これまで民間シンクタンク構想

日本等の協力を得て実施されておりますが、

どの自治体も予算の約１割に相当する大幅な

歳出削減が見込まれております。 

 昨年、岡山市では公募による市民35人を評

価者に加えた市民事業仕分けと呼ばれるユニ

ークな手法を一部で採用し、行われました。

その結果、2007年度予算案で５億5,000万円

が減額され、削減額は仕分けの進行に従って

年々拡大し、2009年度までに一般会計予算の

約７％に当たる年間150億円規模に広がる見

込みだということです。まさに住民との協働

による大きな成果と言えます。 

 また、この事業仕分けを町として先陣を切

って取り組んだところに滋賀県安土町があり

ます。人口１万2,000の小さな町です。この

安土町の事業仕分けに携わった滋賀大学の教

授は、町民に対し次のように呼びかけていま

す。 

 これからの自治体経営のキーワードは「自

立」です。事業仕分けの試みは、単に事業を

縮小することではありません。これまでの事

業を棚卸しし、主体ややり方も見直し、もは

や町でやる必要のなくなった仕事を明らかに

し、安土町の自立に向けて新しい事業のため

の財産を生み出し、地域に仕事を生み出して

いく試みです。地域の方々と大学や外部の

方々が協力して行う安土町の試みが全国に波

及することを期待しています。ぜひ会場をの

ぞいてみてくださいと。 

 この小さな町の勇気ある財政改革の姿勢に

大いに学び、ぜひ我が中能登町においても事

業仕分けの実施はできないものでしょうか。

町長の前向きなご答弁をよろしくお願いいた

します。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 笹川議員の質問にお

答えをいたします。 

 行財政改革の推進の中で、事業仕分けの実



 －105－ 

施はできないかということであろうと思いま

す。 

 事業仕分けの実施をどうすればいいかとい

う中でありますけれども、行財政改革を推進

していくに当たり、多くの自治体においてさ

まざまな改革の手法がとられております。行

政評価や、また事業仕分け、あるいは事務事

業の棚卸し等があります。いずれの手法にし

ても行政が実施をしている政策や事務事業を

１件ずつ確認し、精査し、有効性、効率性、

必要性を評価し、政策の見直しや質的向上を

図るものであります。 

 今後は、ご質問の趣旨に踏まえまして、提

案理由でも申し上げましたとおり優先度評価

等の行政評価システムによる評価手法を活用

し、既存事業の思い切った休廃止や制度の根

幹までも踏み込んだ事務事業の再構築に挑戦

していきたいと思っておりますので、よろし

くお願いをいたします。 

 また条例につきましては、事業の推進に伴

って条例も提出していきたいと、そう思って

おりますので、これの点についてもよろしく

お願いをいたします。 

○議長（若狭明彦君） 笹川広美君 

○１番（笹川広美君） ありがとうございま

した。今後の町の行財政改革が住民との協働

により、さらにすばらしい中能登町の構築に

つながるものとなるよう、杉本町長のリーダ

ーシップにご期待申し上げ、私の一般質問を

終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（若狭明彦君） ここでお昼にします

か。そういうことで、お昼のため休憩いたし

ます。再開は１時30分からといたします。 

           午前11時44分 休憩 

 

           午後１時30分 再開 

○議長（若狭明彦君） 再開いたします。 

 20番 杉本平治君 

  〔20番（杉本平治君）登壇〕 

○20番（杉本平治君） それでは、通告に従

いまして質問をさせていただきます。 

 まず初めに、きのうときょうと議員皆さん

方の質問を聞いておりまして、特に若い方々

勉強されまして、これからの中能登町の議会

の中での大変いい議員さんが育っておられる

ということ、そう考えました。 

 私は、通告の中に何点か出しております

が、その中で重複する点があるわけでござい

ます。答弁も聞いておりました。重複する面

については質問は私差し控えまして、私なり

の質問をさせていただきたいと思います。 

 まず初めに、質問の第１でございます。通

告は次の点になっております。中能登町の道

路占用料が議案として出されておりますが、

果たしてこの料金が適当かどうかというこ

と。また今後、移転費用の負担はどうなるか

ということの２点でございます。 

 まず初めに、第２条にあります道路占用条

例の制定については、以前から私は自治体

の、旧の鹿西町の中におきましても質問して

おりまして、ぜひとも制定を行うその必要が

あるということを行っておりましたので、議

案第５号に出されました議案については賛成

いたしたいと思うわけでございますが、その

中で第２条で別表で列記されております質問

を行いたいと思います。 

 別表は占用料の金額を定めておりますが、

この金額の基礎は、算定は何を参考にして提

案されたのか。例えば、近隣の自治体である

七尾市、羽咋市と比べてみて果たして適当な

のかどうか。そういう点についてどう考えて

おられるか伺いたいと思います。 

 また、今町道に占用されている電柱等が移

転する場合、これらの移転については費用負

担はどうされるのか。例えば、町道から町

道、町道から私有地、私有地から町道、そう

いういろんなものがあろうかと考えておりま

すが、それらについての移転費用はどういう

ことになっているのか。提案の中にありませ



 －106－ 

んので、その点についてよろしくお願いをい

たします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 杉本議員の質問にお

答えをいたします。 

 まず１点目は、道路占用料は適切な金額か

どうかということでなかったかと思います。 

 道路占用料の問題につきましては、幾度と

なく一般質問にも取り上げられた問題でござ

います。平成19年度から近隣の市町と歩調を

合わせ、占用料を納めていただくよう上程を

したものでございます。 

 この中の占用料の金額につきましては、石

川県の道路占用料条例に準じて金額を定めさ

せていただきました。ご質問の中にありまし

た市との金額の相違につきましては、県道に

おいても市の区域内と町の区域内とで金額が

違うわけであります。そのような点から、町

の区域内を通過する県道の占用料を採用した

わけであります。ご理解のほどをお願いいた

します。 

 ２点目の電柱等の移転等の費用負担につい

てでありますけれども、この点につきまして

は、ご指摘の道路占用規則にも記載をしてい

ないわけであります。移転の原因は、道路の

改良に伴う部分が大部分だと考えられます。

このため、先月から費用負担について調整を

行っており、先日、移転等に要する費用負担

について協定を結ばせていただきました。 

 あと詳細につきましては、担当課長から説

明をさせますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（若狭明彦君） 澤井土木建設課長 

  〔土木建設課長（澤井昭範君）登壇〕 

○土木建設課長（澤井昭範君） それでは、

杉本議員の電柱の移転等についてご説明をい

たしたいと思います。 

 まず、電柱の移転等に係る費用負担につい

て、４つの場合が考えられるわけでございま

す。 

 まず１点目は、道路の敷地内から道路の敷

地内へ移転する、こういう場合が考えられる

わけでございます。これにつきましては、北

陸電力と西日本電信電話会社、ＮＴＴです

ね。ともに費用の負担はありません。 

 それと２点目は、道路の敷地内から民有地

の方へ移動する。これにつきましては、北陸

電力は25％の費用負担を申し出ております。

ＮＴＴの方は、これについてはかかっており

ません。 

 ３点目は、民有地からあったものを改良に

伴いまして道路の敷地内へ移転をする場合で

ございます。これにつきましては、北陸電

力、ＮＴＴとも50％の負担がかかってきま

す。 

 ４点目は、民有地から、それが道路改良に

伴いましてまた民有地へ戻す場合でございま

すけれども、それにつきましても両会社とも

100％の負担を申し出ておりますので、これ

につきまして協定を結んだところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（若狭明彦君） 杉本平治君 

○20番（杉本平治君） それでは、再度質問

いたしたいと思いますが、ただいま町長の方

から説明のありました第２条に関係する別表

でございます。 

 例えば、七尾市の道路占用条例によります

と次のようになっているわけでございます。

私は、道路占用条例というのはその町その町

で金額を決めていくというのが本来のあり方

であります。石川県内におきましても、調べ

たところによりますとまちまちでありまし

て。ただそういう中で、今議会におきまして

も独自の中能登町の財政を少しでも多く獲得

するという意味からおきましても、この道路

財源につきましても、占用料につきまして

も、やはり私は中能登町独自として考えてい

く必要があろうかと考えております。 
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 今、議案第５号に出されました別表により

ますと、第１種の電柱１本につき１年間に中

能登町は770円でありますが、七尾市、羽咋

市は1,000円でございます。また、第３種の

電柱等につきましては中能登町は1,600円を

考えておりますが、羽咋市、七尾市におきま

しても2,200円であります。 

 北陸電力は、ご承知のように電柱を立てて

おります。その電柱で宣伝物を電柱に巻きつ

けましていろんな宣伝を行っておりますが、

１本に当たり宣伝の費用というのを求めてい

るわけでありますが、多額の金を業者から徴

収しているのであります。 

 それらをあわせて考えみますと、果たして

中能登町の第１種電柱、基本の770円、これ

でいいのかどうか。第３種につきましても中

能登町は1,600円でございますが、これもこ

れでいいのかどうか。大企業である電力か、

またＮＴＴから、やはり中能登町は中能登町

として独自の計算で積算してもらうべきでは

ないかと考えております。 

 七尾市から西往来、廿九日がありまして、

正部谷まで中能登町でございます。この中間

にある、七尾市と羽咋市の中間にある中能登

町がなぜに占用料が安くなるのか。私はこう

いう点につきましても何か腑に落ちないので

あります。 

 この第２条の別表の改定というのは今提案

されておりますが、果たしてこれは中能登町

として提案した今の別表第２を今後改定を行

っていくという気持ちがあるのかないのか。

まずその点について質問をいたしたいと思い

ます。 

○議長（若狭明彦君） 澤井土木建設課長 

○土木建設課長（澤井昭範君） 杉本議員の

再質問にお答えいたします。 

 七尾市と羽咋市の例を挙げて金額を言われ

ましたけれども、この中で、先ほど町長答弁

の中にありましたとおり県道の例を挙げたわ

けでございますけれども、七尾市から羽咋市

までの県道につきましても、七尾市のところ

へ通っているものについては1,100円、中能

登町に通っているものについては、先ほどの

770円です。羽咋市に行きますと1,100円。こ

ういうことで、占用料につきましては地面の

価格で地価を基準にして設けたものでござい

ますので、そういったところからこういう占

用料が発生しております。 

 ですから、私らが採用しておりますのは県

の占用料条例に基づいた市の区域と町の区

域、そういう両方建てでありますので、その

町の区域の占用料でもって現在上程したもの

でございます。 

 改正というようなことでございますけれど

も、国交省の方では今、地価の下落というこ

とでございまして、昨年の11月に道路占用料

制度に関する調査検討会、こういうものを立

ち上げまして３月いっぱいで報告をまとめ

る、そういう傾向でございますので、そうい

った全国的な流れをくみ取りましてまた県も

改正があるかと思います。そういったところ

から、そういうことであればまた町の方も検

討していかねばならないのではないかという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（若狭明彦君） 杉本平治君 

○20番（杉本平治君） ただいまの答弁は、

市と町との地価の相違によって電柱使用料も

違いが出てくるということでありますが、私

にとれば電柱というのは線を張って、七尾市

から羽咋市、一つの線でつながっているわけ

でございます。七尾市で電柱を立てて、七尾

市だけで線というのは切れているわけではな

いんです。連絡しているわけでございます。

そういう面から考えますと、やはり中能登町

といたしましても、これらにつきましてはこ

れからもきちんとした占用料の制定という

か、それらをしていただきたい。このことを

考えているわけでございます。 

 道路占用料は、国交省の方は平成７年度に
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総額で13％のアップを建設省が行ったという

ことを聞いております。これからもそういう

ものが出てくるかと考えておりますが、基本

的には、私はやはり中能登町が少しでも財源

獲得のためにこういう面につきましても積極

的に徴収をしていただきたい。このことを要

望しておきたいと思います。 

 それでは、質問第２に入りたいと思いま

す。 

 まず初めに、２点ばかり質問させていただ

きます。質問の中身につきましては、工事入

札の改善でございます。 

 午前中、宮下議員からこれらについて事細

かく質問がありました。聞いておりますと、

それなりの答弁をいただいている、そう私は

考えているわけでございますが、その中で私

なりにお聞きしたいことがあるわけでござい

ます。 

 まず１点目でございます。中能登町は、公

正入札調査委員会設置要綱を定めて入札の公

正化に努力していると考えております。設置

の目的として、第１条に中能登町公正入札調

査委員会が設置され、委員会は何人で構成さ

れているのか。まずこの点について１点目、

説明を求めたいと思います。 

 次に、２点目でございます。第３条に委員

長は助役をもって充てるということになって

おりますが、第２条には次に掲げる事項を調

査し、及び審議するということになっており

ます。アからエまでの４点があるわけでござ

いますが、現在までに審議を開いたことがあ

るのかどうか。また、これらについて今まで

の中で現状を報告願いたいと思います。 

 先ほどの宮下議員の中で予定価格等の数字

が出されました。落札率、先ほどの宮下議員

の答弁によりますと、設計価格におきまして

は90.12％、予定価格におきましては97.13％

でなかったかと考えておりますが。 

 私は、今、いろんな中で業者の談合という

のは大きくマスコミを通じて報道されており

ます。例えば津幡町におきましては、業者の

談合をオンブズマンが裁判所に告訴いたしま

して、それによりまして裁判所が結審いたし

まして業者に対して津幡町に談合による町に

損害を与えたそのことについての賠償金を支

払いなさいという、そういう判決が出ている

わけでございます。津幡町は控訴いたしまし

て現在裁判が続けられておりますが、隣の志

賀町におきましても町長がその点に任意の事

情聴取を行われまして、現在、町長は病院に

入院中ということになっているわけでござい

ます。 

 私は、カラスの鳴く日がなくても談合とい

うのが業者の中で消えるということはないと

いうことをよく例え話に聞きますが、私は、

この談合がいろんな中で今大きな政治問題に

なり、そしてひいてはこのことが政治不信に

つながっているということを私は思うんで

す。 

 そういう中におきまして、中能登町はどう

これらについて対処されようとしているの

か、２点目としてひとつよろしくお願いをい

たします。 

 次に３点目といたしまして、工事指名競争

入札参加者等の選定要綱があります。中能登

町は現在、指名競争入札をもって工事入札を

行っているわけでございますが、この方法で

よいのかどうか。これは午前中、宮下議員も

聞かれましたが、私は今のままでいいのかど

うかということを疑問に思うんです。 

 先ほど助役の答弁の中にも、石川県は最終

的に工事入札の指名競争入札を、一般競争入

札を取り入れていくということを県が考えて

いるということを言われました。中能登町に

おきましても、この点についてよろしく答弁

のほどを改めてお願いいたしたいと思いま

す。 

 次に４点目といたしまして、請負業者の指

名停止に関する要綱があります。この要綱に

よりますと、第２条、第４条に、第２条で第
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４条に関係して別表第２での２項にある石川

県内の他の公共機関に対して行った行為で談

合として認定された場合、中能登町はこの条

例に関連してどのような措置をこれから行っ

ていこうとしているのか。 

 例えば、志賀町に談合による志賀町の行政

が、この業者はそういう指名停止を行ったと

いうことになれば、中能登町は同様にその指

名業者に対してはどういう措置をとろうとす

るのか。その件について質問を行いたいと思

います。 

○議長（若狭明彦君） 小山助役 

  〔助役（小山茂則君）登壇〕 

○助役（小山茂則君） お答えをいたしま

す。 

 中能登町での公正入札調査委員会の設置さ

れている人数ということでお尋ねがあったと

思います。今６人で組織をいたしておりま

す。私が委員長で、参事が３人、課長は事業

課の課長ということで土木と上下水道課の課

長が入っております。 

 それから２点目でございますが、ちょっと

質問が違ったものですからあれなんですが、

指名競争入札の停止の件でございますが、こ

れは今例に挙げられました志賀町等のそうい

う実態がわかれば、うちの町に指名願が出て

きている業者については同様の措置をとって

いるのが実態でございます。 

 それからもう１点は、今現在の公正取引委

員会の関係におきましては、そういう事案、

うちの町には現在ありません。そこで、そう

いう開催した事例はございません。 

 もし万が一発生した場合につきましては、

平成17年の10月１日に制定いたしました談合

情報マニュアルに従いましてその対応をして

いきたいと、このように思っておりますので

ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 今現在、指名につきましては、経審点数等

で指名を行っておりますが、今後、条件つき

の指名競争入札ということになりますと、経

審ばかりではなくていろいろな面を取り入れ

ていかなければならないと思っておりますの

で、そういう点も県等の状況を踏まえてまた

その対応をとらせていただきたい、このよう

に思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（若狭明彦君） 杉本平治君 

○20番（杉本平治君） 公正取引委員会の一

つの所管事項といたしまして、第２条に委員

会は次に掲げる事項を調査し、及び審議する

という項目があるわけでございます。 

 １番目に、工事等については入札談合に関

する情報を得た場合は次の対応をするという

ことで、アからエまであるわけでございます

が、今助役はこれらについて、今までの中能

登町の工事の中で入札談合ということで公正

委員会を開いたということは一回もないとい

う答弁をいただきました。 

 それでは再度お尋ねいたしますが、先ほど

午前中の宮下議員の答弁の中に、設計価格に

つきましては90.12％、予定価格については

97.13％という一つの数字を挙げられまし

た。 

 それではお尋ねいたしますが、平成18年、

去年の７月11日午前９時に入札をいたしまし

た石綿セメント管更新事業、場所は中能登町

武部、二宮地内でございます。また、同じく

中能登町二宮地内に工事入札を行っているわ

けでございます。これらにつきまして、入札

のパーセンテージはどのようになっている

か、改めてお聞きしたいと思います。 

 次に、先ほどケーブルテレビの工事入札が

行われました。去年の８月９日でございま

す。それによりますと、中能登町ケーブルテ

レビ施設整備工事（その１）によりますと、

富士通北陸営業本部が落札しているわけでご

ざいますが、それらは予定価格の何％になっ

ているのか。 

 また、同じ８月９日にケーブルテレビ（そ

の２）といたしまして第一電機工業が落札い
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たしておりますが、それらは予定価格の何％

になっているか。 

 先ほど申しました石綿更新の入札につきま

しては、これらにつきまして、一つは細川ポ

ンプ店、鹿島町二宮にありますね。また、山

田建設が一つ落札しております。一つは、日

本海建設が落札いたしております。またもう

一つ、４件あるうち２件が山田建設が落札し

ているわけでございます。これらについては

落札価格というのは予定価格の何％になって

いるのか、ひとつ報告願いたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 小山助役 

○助役（小山茂則君） お答えをいたしま

す。 

 ただいま一つ一つの入札率を言われました

ので、手元にちょっとその一つ一つの率等は

持ち合わせておりませんので、後ほど報告さ

せていただきたい。このように思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本平治君 

○20番（杉本平治君） 私なぜにこれを聞く

かといいますと、先ほど助役は予定価格の

97.13％で平均落札しているということを言

われましたね。私は、この落札価格、ケーブ

ルテレビ一つ見ましても、第一電機工業が

97.9％で落札しているわけですね。予定価格

の。税金抜きで。 

 よく新聞等にも出ております津幡町の裁判

のオンブズマンが控訴して裁判を起こして、

津幡町が負けたわけですね。その中の一つの

主因としてあるのは、95％を超えた予定価格

の入札率は談合の疑いが濃厚であるという、

そういう一つの判例を下しているわけです。 

 私はそういう点につきまして、果たしてこ

れでいいのかどうか。例えば（その１）は予

定価格が８億800万円、入札価格が７億8,700

万円、これも97.4％にケーブルテレビ落札し

ているわけでございます。 

 よく今議会におきましても自己財源の不足

というか、自己財源を少しでもつくらなくて

はいけないということが議員からも質問され

ますし、執行部の方からも提案されます。 

 ８億円の工事で１％落札価格が落ちたら、

公正取引委員会の委員長である小山助役はど

れだけ中能登町に財源が生み出されるか。私

は、こういう点についてはもう少し厳しくし

ていかなくてはいけないのではないかと思う

んです。１％でも８億円になれば800万円で

すね。（その２）は５億円の工事なんです。

５億4,200万円、予定価格が。１％にしても

500万円の金額が出てくるわけでございま

す。10％になりますと5,000万円になります

けれども、そこまでは言いません。１％をあ

なた方が努力されても、それだけの金が中能

登町に残るわけでございまして、そういう点

につきまして、これからの入札の中で努力を

してほしいということを言いたいのでござい

ます。 

 先ほど言いました95％を超えれば大体業者

間の談合というのが成立しているという、こ

れはマスコミの報道でございます。津幡はそ

れを根拠にしてオンブズマンが裁判を起こし

たのを裁判所が認めて、津幡町に業者に対し

て３億円余りの賠償金を支払いなさい、そう

いうことを裁判の中で判決として読み上げて

いるわけでございます。 

 もう１点、助役にお尋ねしますが、ケーブ

ルテレビ（その１）で、富士通がこれについ

て入札したわけでございますね。７億8,700

万円で入札したわけでございます。予定価格

は８億800万円ですが、この中で入札辞退。

８社が入札に参加していて２社が入札を辞退

しているんです、途中で。入札を辞退したと

いうのは、これは業者の方からそういう申し

出があったと私は思うんです。 

 入札の辞退というのは、せっかく入札に参

加していながら、なぜに日本電設工業株式会

社金沢支社と株式会社インテックが２社が中

能登町のケーブルテレビの工事に参加してい

ながら途中で入札を辞退したのか。これらに
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ついては助役はどのように考えておられる

か、報告を求めたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 小山助役 

○助役（小山茂則君） お答えをいたしま

す。 

 まず、先ほど言われました２社の辞退のこ

とでございますが、これは高岡市の方で情報

漏れの関係で、インテックと、それからその

２社については向こうの会社の方から辞退、

理由は情報漏れということで指摘があって、

この２社については自分の方から辞退をして

きたという経緯がございます。システムの改

修データを削除するに、そういうことが削除

してなくて、その違反が出てきたということ

で公衆損害事故ということ。この２点につい

ての理由で辞退がされたということでござい

ます。 

 それから、先ほどの率が高いということで

ございますが、それは津幡の方はどういうふ

うなことで97.4％というふうな、95％以上の

ものは談合情報ということになっております

が、私どもの方は、先ほども宮下議員さんの

ときにもお話をしましたが、設計価格に対す

る落札価格につきましては90.12％。これは

その後に設計額は公表しておりませんが、町

長の方で予定価格を入れていただくわけなん

ですが、それまでに相当分の入札、予定価格

を入れるまでに切っている。そういうもとに

基づいて予定価格からしますと97.13％とい

う率になるわけですから、今言われることに

しますと、設計からしますと１割近くの金額

が町の方としては切っているというふうな結

果になりますので、一概に落札価格に対す

る、入札価格に対する落札価格に対する率と

しては高いように思いますが、それなりの町

としては節減をしている。そういうふうな理

解のもとで今現在おります。 

○議長（若狭明彦君） 杉本平治君 

○20番（杉本平治君） それでは再度お尋ね

しますが、今、予定価格と設計価格の違い、

そう言われましたね。設計価格から見れば工

事入札価格というのは大変１割も切っている

という答弁ですね。 

 今、予定価格と設計価格を行政の中では、

自治体の中では同時に入札のときに発表して

いるんですよ。設計価格も予定価格も発表し

ているんです。だから中能登町におきまして

も積極的にそういう面について、これからも

踏み込んだ工事入札というものをやっていく

必要があるのでないかと思うんです。 

 私はそういう点におきましても、今、自己

財源というのを言われましたが、少しでも自

己財源を確保する意味におきましても、８億

円の工事をすれば１％で800万円の財源が生

み出されるんです。きのうの質疑の中にも古

玉議員からインフルエンザの注射の件につい

て質問がありました。500万円カットして、

私にすればどれだけのお金が生み出されるの

かなと思うんです。それよりも１％努力して

入札価格をカットすることによって、私は大

きなお金が、自己財源が生み出されるような

気がするんですが、これはこれからの一つの

課題として、ひとつよろしく協議していただ

きたいと思います。 

 それでは質問の第３に、時間がありません

ので、していきたいと思います。 

 基本的には敬老年金の１万円を5,000円に

引き下げたわけでございますが、この点につ

きましては、これは鹿島の議員さん知ってお

られると思うんです。特に小山助役について

は当時鹿島の職員でありましたから知ってお

られると思うんですが、平成９年の３月18日

の定例議会で、時の町長が中能登町が80歳以

上の方に支給しておりました8,000円の支給

の廃止を提案したんですね。議会で可決さ

れ、この提案が通りました。 

 平成11年になりまして、鹿島町の老人クラ

ブの連合会が署名運動を行いまして、改めて

鹿島町敬老福祉年金の支給条例実施を求める

陳情書を長澤町長に出しまして、平成11年の
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６月議会でこの陳情書が全員賛成で採択され

たわけでございます。そして、鹿島町は次の

予算議会の中でこの陳情書どおり年間8,000

円の支給をしたわけでございます。 

 そういう経緯の中で、今、中能登町が１万

円の敬老年金を5,000円に切り下げした。私

は、どうもそういう点について、町としたら

今の財政のしわ寄せをそういう方々にしてい

るような気がするわけでございます。 

 例えば地方自治法の第１条を見ましても、

地方公共団体の目的ということでこのように

書いているわけでございます。「住民の福祉

の増進を図ることを基本として、地域におけ

る行政を自主的かつ総合的に実施する役割を

広く担うものが地方自治団体である」という

ことを地方自治法の第１条にうたっているん

ですよ。 

 また、先ほど町長答弁で、これからのスリ

ム化の中で補助金及び扶助費の削減を考えて

いきたいということを言われました。インフ

ルエンザの注射の中でも、何か500円町が出

しているけれども、それが当たり前になって

町民が少しも感謝をしてくれないと。当たり

前になっておるということ。これは助役も全

協の席上かにそういう発言をしておられまし

た。 

 町民はそれなりに税金を納めているわけで

ございます。だから私は、そういう点につい

て一々こういうことについて感謝するという

ことでなしに、これが当たり前になってい

る、そういう一つの福祉施策というのは中能

登町の私は誇りでないかと思うんです。 

 扶助費というのは節にすれば20節でござい

ますね。ここにこういうふうに扶助費の位置

づけをしているんですよ。これは議員必携で

我々議員が全部もらった一つの中に出ている

んです。扶助費は、社会保障の制度の一環と

して定めている児童福祉法、身体障害者法、

老人福祉法等の法令による経費及び地方公共

団体独自の施策として、生活困窮者、老齢

者、被災者等に交付する経費をいう。 

 私は、負担金、補助金と違うと思うんで

す。これと一緒になって頭から何割カットと

いうことについては、これはやはりこれから

の中能登町、他の石川県の自治体から比べて

みても福祉が進歩している自治体。そういう

評価をいただいている中能登町にとりまして

も、私はこれについてはやはり再度見直しを

してもらいたいと思うわけでございます。 

 続きまして、インフルエンザの注射、65歳

以上の方、今まで無料だったのが500円にな

りましたね。 

 それで、保健環境課長にお尋ねしますが、

老人保健法によりまして75歳以上の中能登町

の医療費というのは、現在、今までを考えて

みまして伸びているのかどうなっているの

か、ひとつ説明を求めたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 敬老祝い金の減額は

高齢者にとって大変非情であると、そのよう

な観点から質問をいただいたわけであります

けれども、80歳以上の方に全員交付をしてい

るわけでございます。また、減額は１万円か

ら5,000円とすることにいたしました。 

 この福祉施策の中で、介護慰労金、そのか

わりと言ったらおかしいですけれども、月額

の7,000円から１万円の増額という形で配慮

もさせていただいたところでございます。 

 また、介護慰労金につきましては、在宅で

要介護４、５及び重度の認知症の方の介護を

されている方に支給しておりますし、今後も

在宅介護をしていこうと頑張っておられる

方、また施設入所を希望していてもなかなか

空き部屋がなくて入れないという方に対し

て、大変重要なサービスであると考えており

ます。 

 また、必要な方、必ず支援をしなければな

らない、本当に真に生活に困っている方に対

しては、これからも福祉施策の制度化という

ものも検討していきたいと思っております。 
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 一律で交付する敬老祝い金は他の市町村に

もありませんし、また米寿あるいは長寿の

100歳等、いろんな面での祝い金等も出して

いるわけでございます。そういう中で、やは

りいろんな面で全部80歳だから一緒というこ

とは、いろんな面、これだけではなく注射に

しろ、いろんなお祝い事にしろ、やはり困っ

ている方と、そして余裕のある方といいます

か、そんな方々には差をつけてもいいのでは

ないかなと、そんな思いでもあります。 

 またいろんなご意見を聞かせていただけれ

ば幸せでございます。 

○議長（若狭明彦君） 杉本平治君 

○20番（杉本平治君） 今の問題につきまし

ては、ぜひとも再考していただきたい、その

ように考えております。 

 また、私の言いたいのは、今、インフルエ

ンザの500円を削減したことでなしに、それ

はそれで金額として数字出てきているんです

けれども、そのことによりまして老人の方々

の医療費の支出というのは、インフルエンザ

の注射を積極的に、無料と違って500円を負

担しなければいけないということで控えた場

合、医療費がそのことによって上がったら元

も子もないんです。500円の金額が何倍にも

はね返ってくるわけでございまして、そうい

う点につきましてもやはり扶助費という位置

づけを、行政としてきちんと位置づけをして

いきたい。負担金、補助金の１割カットとま

た違うと思うんです。そういうことをひとつ

よろしくお願いをいたしいたと思います。 

 次に、第４番目に入りたいと思います。で

きたら４番目まで、私済ませたいと思ってい

るんですが。 

○議長（若狭明彦君） 杉本議員。先ほどの

質問に対して答弁漏れがあるんですが。いい

ですか。 

○20番（杉本平治君） はい。いただきま

す。 

○議長（若狭明彦君） 小林保健環境課長 

  〔保健環境課長（小林玉樹君）登壇〕 

○保健環境課長（小林玉樹君） 杉本議員お

尋ねの老人の方の医療費がどうなっているか

ということでございますけれども、１人当た

りの単価で申しますと、これは18年度の数字

はまだはっきりしておりませんので、17年

度、16年度と例えば比較しますと、１人頭で

いうと年間５万円ほど上がっているというこ

とであります。 

 それから、その以前の合併以前の数字で見

ますと、さほど変わった数字ではございませ

ん。大体70万前後で推移しているものでござ

います。 

 今おっしゃったインフルエンザのあれにつ

いては、500円上げることによって減るかと

いうのはどうかなという気もするんですが、

一応そういうことで考えさせてください。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本議員。一般質問

は１時間ということになっていますので、そ

れを守っていただいて質問をお願いいたしま

す。 

 杉本平治君 

○20番（杉本平治君） ただいま小林課長か

ら答弁いただきました。私は500円を今云々

しているのではないんです。そういう中で、

これから町が財政が足らなかったということ

で、どんどんどんどんとこれが切り捨てにな

るおそれがあるのではないか。私はそういう

ことを思うんです。 

 だから、そこら辺につきまして、町の行政

として扶助費の削減というのは本当に慎重に

やっていただきたい。これは町民全体に及ぼ

すことなんです。補助金と違うんです。補助

金は特定の人です。扶助費というのは、いろ

んな乳幼児の扶助費から年寄りのそういう

方々全体に及ぼす、町のやはり福祉の根幹を

示しているのが扶助費のあり方だと思うんで

す。私はそういう意味におきまして、この扶

助費の削減というのにつきましては慎重にし
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て行っていただきたいと思います。 

 あと４分でございますが、私は中能登町の

総合計画の中にうたわれておりますこれから

の行政と、ぜひともお願いしたいのは、行政

と住民とが協働のまちづくりを行っていく。

行政主導であっては私はいけないと思うんで

す。これは先ほど笹川議員からもそういう意

味の質問がありましたが、やはり住民と行政

とがお互いに協力したまちづくりを行ってい

く。そういう施策を考えて提案していってい

ただきたい。 

 また２番目に、男女共同参画推進条例制定

をぜひとも今年度の議会の中で明文化をし

て、これからの女性のやはり行政に対する参

画を積極的に求めていく、そういう条例をつ

くっていっていただきたい。 

 このことを要望いたしまして、質問はこれ

で終わりたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 杉本議員。先ほどの

入札率の率の答弁があるんですが。 

 小山助役 

○助役（小山茂則君） 先ほど答弁漏れがご

ざいましたので、答弁をさせていただきま

す。 

 18年度中の石綿セメント管更新事業で、配

水管の布設替工事、これにつきましては設計

額が4,010万でございます。予定価格が3,800

万円で、落札価格が7,020万円。これは山田

建設が落札をいたしております。落札率は

97.89％でございます。設計額に対するもの

につきましては92.77％。 

 それから、３点言われましたので、もう１

点は、同じく石綿セメント管更新事業で、細

川ポンプが武部の方で落札をいたしておりま

す。それは予定価格が2,830万円、落札額が

2,760万円、設計額については2,980万円でご

ざいました。率につきましては、設計額に対

するものが97.53％、予定価格については

92.62％となっております。 

 もう１点、同じくこれは武部地内でござい

ますが、配水管布設工事の３工区でございま

すが、これは壁屋建設が落札をいたしており

ます。予定価格においては3,030万円、落札

額につきましては2,970万円、設計額につい

ては3,190万円となっております。予定価格

に対する入札額が98.2％、設計額に対する落

札価格が93.1％という、このような状況にな

っております。 

 以上でございます。 

○20番（杉本平治君） どうもありがとうご

ざいました。時間が来ましたので終わりま

す。答弁のとおり95％以上超えているという

ことでございますね。 

 終わります。 

○議長（若狭明彦君） 以上で本日の日程は

終了いたしました。 

 これをもって一般質問を終結いたします。 

 

 ◎散   会 

○議長（若狭明彦君） あす16日は休会と

し、19日午後２時から本会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後２時33分 散会 
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           午後４時40分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（若狭明彦君） ただいまの出席議員

は20名です。議員定数の半数に達しておりま

す。会議が成立いたしましたので、これより

本日の会議を開きます。 

 本日の会議時間は、会議の都合により、あ

らかじめこれを延長いたします。 

 本日の会議の議事日程は、お手元に配付の

議事日程表のとおりであります。 

 小山助役から発言を求められていますの

で、発言を許します。 

 小山助役 

  〔助役（小山茂則君）登壇〕 

○助役（小山茂則君） ３月15日の杉本議員

の一般質問の答弁の中で誤りが３点ございま

したので、訂正をさせていただきます。 

 まず第１点目でございますが、平成18年度

中の石綿セメント管更新事業で、配水管の布

設替工事１工区の分で、山田建設が落札した

ものでございますが、その落札価格を

「7,020万円」と申し上げましたが「3,720万

円」の間違いでございましたので、訂正をさ

せていただきます。 

 ２点目でございますが、同じく石綿セメン

ト管更新事業で２工区の分でございます。細

川ポンプが落札をしたものですが、入札率の

中で設計価格に対する落札価格率を

「97.53」と申し上げましたが「92.62」の誤

りであり、また予定価格に対する落札価格の

率を「92.62」と申し上げましたが「97.53」

の誤りでございました。これを訂正させてい

ただきます。 

 ３点目でございますが、同じく石綿セメン

ト管更新事業で３工区分です。壁屋建設が落

札したものの中で、予定価格に対する落札価

格の率を「98.2」と申し上げましたが

「98.02」の誤りでございましたので、ここ

に深くおわびを申し上げ、訂正をさせていた

だきます。 

 どうぞよろしくお願いをいたします。 

 

 ◎各常任委員会委員長報告 

○議長（若狭明彦君） 日程第１から日程第

３ 各常任委員会委員長報告 

 これより、本定例議会から付託をしており

ました報告第１号及び議案第１号から第35号

まで議案35件、請願第１号から第３号まで請

願３件及び平成18年９月定例会で付託をし継

続審査となっています請願第３号を一括して

議題といたします。 

 以上の案件に関し、委員会における審査の

過程及び結果について各常任委員長の報告を

求めます。 

 総務常任委員会委員長 小坂博康君 

  〔総務常任委員長（小坂博康君）登壇〕 

○総務常任委員長（小坂博康君） それで

は、総務常任委員会からの審査の結果をご報

告いたします。 

 本定例会から当委員会に付託を受けました

議案14件につきまして、３月９日に委員会を

開催し、委員６名全員の出席並びに議長の同

席のもと慎重に審査をいたしました。 

 その経過並びに結果につきましてご報告い

たします。 

 初めに、議案第１号の副町長の定数を求め

る条例では、「助役」を「副町長」に改める

ことに対し、さきの議会全員協議会では単に

名称の変更の説明でありましたが、内容を確

認しますと複数の副町長の定数も可能であ

り、また町長が副町長に対して事務の一部権

限を委任することができるなど、いろいろと

職務権限にも違いがあることから、副町長の

権限内容や今後の事務の一部委任の考えな

ど、執行部の詳しい説明を求める意見が多く

ありました。 

 執行部からは、今回、地方自治法の一部改

正により「助役」を「副町長」に改め、４月

１日から施行するもので、町では現行と同じ
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く副町長の定数を１人と定め、地方自治法で

は町長の職務権限である事務の一部を委任す

ることができるとなっているが、今は現状ど

おりの職務とし、今後、副町長の職務権限の

一部委任については告示行為も必要なことか

ら、議会の皆さんとも相談しながら検討した

いとの回答でありました。 

 助役が副町長にかわるということは町民の

皆さんへの周知も必要であり、こうした重要

な事項については今後しっかりとした説明を

していただきたい旨、執行部に申し入れをい

たしました。 

 次に、議案第４号のケーブルネットワーク

施設条例の制定についてですが、現在工事が

進められています告知端末機取りつけとケー

ブルテレビ工事に対し、町民からのいろいろ

な苦情が出ているとの委員からの発言が数多

くありました。 

 １点目として、ケーブルテレビ視聴サービ

スです。地元説明会では、２月ごろからしば

らくの期間、無料での視聴サービスが受けら

れるとのことでしたが、３月に入り、いまだ

ケーブルテレビつなぎ工事も終えていないが

どうなるのかとの質問に対し、工事は少しお

くれているが４月１日からの開局予定であ

り、無料での視聴サービス期間は必ず行うと

のことでした。 

 ２点目は、町が施工する告知端末機設置工

事で、家屋の隠ぺい配線に対し配線費として

4,200円を業者に支払った方々がいるが、新

築や改築工事等で配線専用配管へ配線した場

合も同額な支払いが求められているが、町と

しての対応はどうなのかとの質問に対し、事

前の地元説明会では隠ぺい配線は有料となる

旨の説明をしましたが、天井裏や屋根裏での

隠ぺい配管設備の内容や配線方法にも個々で

のいろいろなケースもあることから、請負業

者とも協議し対応したいとのことでした。 

 ３点目として、まだ告知端末機やケーブル

テレビの設置がされていない住宅も多く、ま

た設置済み告知端末機にトラブルが発生して

いることに対しても早急に対処するようにと

強く要望するとともに、しっかりした準備を

して開局を迎えた方がスムーズな運営ができ

るのではないかとの意見に対し、今回の条例

制定を３月26日から施行し、その後において

番組審査委員会を開催し、業務開始届を提出

し、４月１日からは開局する運びであること

から、本議案での条例制定をお願いしたいと

のことでした。 

 ４点目として、今回のケーブルテレビ事業

の名称を、４月１日からの開局に合わせて、

より親しみのある名称や愛称にできないかと

の質問に対し、執行部からは、今回、事業を

単年度で取り組んできたことから時間的な余

裕がなかったのが現状であり、今後、親しみ

の持てる愛称を検討したいとのことでした。 

 次に、議案第９号の行政財産使用条例の一

部改正で、町有地での電柱等の使用料が電気

通信事業法施行令で定められた算定額に対し

道路占用料との金額に差異があることから、

道路占用料での電柱占用料金を町単独で定め

少しでも収入を確保してはとの意見に対し、

執行部では、県が土地評価等を参考に市と町

とでそれぞれの占用単価を定めていることか

ら、県が示した町の単価を取り入れていると

のことで、占用料をアップすれば工事に支障

となる。電柱等の移転に係る費用負担割合も

おのずと違ってくるとのことでした。 

 次に、議案第24号の新年度一般会計予算で

は、町有林の管理や現在試験運行している巡

回バス及び今後の町イベントの実施方法につ

いての質問があり、町有林は鳥屋地区瀬戸の

学校林が台帳面積で１万8,315平米あり、状

態も良好で、新年度予算で早期に枝打ち等の

管理を施し、維持したいとの意向でした。 

 試験運行の巡回バスは、事前のアンケート

で町内の施設を巡回してほしいとの要望が強

く、１月から毎週金曜日運行されているが、

町内施設をつなぐ距離も長く、時間もかかる
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ことから想定していたほどの利用が現在ない

とのことで、今後しばらく試験運行を続け、

４月からも一部ルートを変更しながら様子を

見たいとのことでした。 

 町イベントでは、これまでの名称を続けな

がら繊維や歴史的資産を中心とした催しとし

て、会場は流動的だが過去に開催された箇所

も候補地として検討したいとのことでした。 

 また、町の借金である起債について、国で

は５％以上の高金利の起債に対しては繰り上

げ償還を認めるとの方針を打ち出されたと聞

くが、町での高金利な起債の繰り上げ償還を

するべきとの意見に対し、執行部では、現在

町での起債では最高６％のものがあり、少し

でも高金利のものを繰り上げ償還できるよう

検討したいとの回答でした。 

 最後に、今定例会に提出されました町ケー

ブルテレビ事業における条例や予算について

は、現在も事業の実施に当たりいろいろと問

題が生じていることから、今後、執行部は職

員全員が一丸となって４月１日からのケーブ

ルテレビ開局に向けて町民の皆様への説明や

取り扱いについて、より一層の努力を払われ

るようここに強く要望するものであります。 

 それでは、審査の結果につきましてご報告

いたします。 

 議案第１号 中能登町副町長の定数を定め

る条例の制定について 

 議案第２号 地方自治法の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例の制定について 

 議案第３号 中能登町公益法人等への職員

の派遣等に関する条例の制定について 

 議案第４号 中能登町ケーブルテレビネッ

トワーク施設条例の制定について 

 議案第６号 中能登町議会の議員の報酬及

び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例について 

 議案第７号 中能登町特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例について 

 議案第８号 中能登町一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例について

及び 

 議案第９号 中能登町行政財産使用料条例

の一部を改正する条例について 

 以上の付託議案８件につきましては、いず

れも全会一致で原案のとおり可決しました。 

 次に、 

 議案第17号 平成18年度中能登町一般会計

補正予算及び 

 議案第22号 平成18年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算 

 以上の付託議案２件につきましては、いず

れも全会一致で原案のとおり可決いたしまし

た。 

 次に、 

 議案第24号 平成19年度中能登町一般会計

予算及び 

 議案第30号 平成18年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計予算 

 以上の付託議案２件につきましては、いず

れも全会一致で原案のとおり可決しました。 

 最後に、 

 議案第32号 石川県町村議会議員公務災害

補償組合規約の一部を改正する規約について

及び 

 議案第33号 石川県市町村職員退職手当組

合規約の一部を改正する規約について 

 以上の付託議案２件につきましても、全会

一致で原案のとおり可決しました。 

 なお、今回報告いたしました結果につきま

しては、お手元に配付済みの委員会審査報告

書のとおりであります。 

 以上で総務常任委員会からの審査結果の報

告を終わります。 

○議長（若狭明彦君） 小坂委員長 

  〔総務常任委員長（小坂博康君）登壇〕 

○総務常任委員長（小坂博康君） 済みませ

ん。先ほど報告で、議案第30号 平成18年度
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中能登町ケーブルテレビ事業特別会計と申し

上げましたが、間違いでございまして、平成

19年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計

予算ということで、失礼をいたしました。訂

正させてください。 

○議長（若狭明彦君） 次に、教育民生常任

委員会委員長 宮下為幸君 

  〔教育民生常任委員長（宮下為幸君）登 

   壇〕 

○教育民生常任委員長（宮下為幸君） それ

では、教育民生常任委員会から審査の結果を

ご報告いたします。 

 去る３月７日に、委員７人全員の出席並び

に議長の同席のもと委員会を開催いたしまし

た。 

 当委員会に付託を受けました報告１件、議

案15件、請願３件及び９月定例会で委員会付

託され12月定例会で継続審査となっていまし

た請願１件について、慎重に審査をいたしま

した。 

 審議の過程での委員からの主な発言や要望

事項、また執行部からの回答内容についてご

報告いたします。 

 初めに、議案第13号の敬老祝金贈呈条例で

の祝い金であります。 

 長年、町を支えてこられた高齢者の方々へ

の祝い金は、合併後２年間１万円を差し上げ

ていたが、新年度からは5,000円に減額され

るのは福祉の町としては大変非情との発言が

ありました。 

 執行部では、県内市町村でも財政事情から

祝い金の廃止や減額見直しがされている中、

中能登町でも祝い金の支給は継続するが、今

後の厳しい財政状況を考えるとやむなく減額

見直しを図ったとの説明でした。 

 委員会では、今後５月に開催する予定と聞

いている町政懇談会で、執行部は町民の皆さ

んが理解され、納得されるよう説明していた

だきたい旨をお願いいたしました。 

 続いて、議案第14号の中能登町老人福祉セ

ンターゆうゆうの利用者や使用料の改正であ

ります。 

 執行部からの説明では、広く町民の皆さん

に施設を利用していただくため、利用者の年

齢緩和や使用料金の見直しを行い、４月から

２カ月間の周知期間をとって６月から実施し

たいとのことでしたが、委員からは、憩のよ

うに勤労者や家族の方々にも利用しやすい運

営時間や年齢の緩和等を検討していただきた

いとの要望がありました。 

 次に、議案第15号の町ウェルカム定住条例

の改正です。 

 以前から議会でも指摘していました中古住

宅購入による転入者への奨励金交付について

は、今回の改正で導入されたが、新築後10年

以内という制限でなく、もっと30年や50年の

従来からある住宅や古くからの住宅を一部改

修されたものを含めて検討できないかとの意

見に、杉本町長は、今回の改正内容で施行し

てみて、さらに改善が必要であれば今後見直

しを検討したいとのことでした。 

 次に、議案第17号の一般会計補正予算で、

今回の補正では全体的に施設での光熱水費の

多額な減額や使用料の大幅な増額などが計上

されていることから、予算の見込みの甘さを

指摘する発言が多く、厳しい財政事情なの

で、今後的確な予算措置を講じていただきた

い旨をお願いしました。 

 続いて、議案第24号の新年度一般会計予算

では、厳しい財政のさなか、特に職員の適材

配置が求められているにもかかわらず、嘱託

職員の雇用する予算がいまだに数多く計上さ

れており、職員削減も含めて町の姿勢を問う

委員からの質問がありました。 

 執行部からは、施設の夜間や日曜、祭日の

営業、専門的管理が必要な職種等もあること

から、嘱託職員や臨時雇用は必要最低限で計

上しているが、今後はさらに検討したいとの

回答でした。 

 また、新年度予算での施設収入等は前年度
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実績を考慮して同額的予算の計上がされてい

るが、もっと町として前向きに施設利用をし

ていただく手段を講じて積極的なＰＲや施設

改善及び利用者への対応改善を図るための前

向き予算を編成していただきたいとの意見が

ありました。 

 さらに、駅伝大会に関係する予算が計上さ

れているが、以前からもたびたび話題となっ

ている石動山マラソンの復活について、町で

再度検討していただきたいとの意見もありま

した。 

 最後に、継続審査となっている請願第３号

の「中能登町立越路小学校の存続を求める」

請願については、もう少し時間をかけてさら

に慎重審議する必要があるとの意見が多くあ

りました。 

 それでは、審査の結果につきまして次のと

おりご報告いたします。 

 報告第１号 専決処分の承認を求めること

について（平成18年度中能登町一般会計補正

予算）の報告１件につきましては、全会一致

で原案のとおり承認いたしました。 

 続きまして、 

 議案第２号 地方自治法の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例の制定について 

 議案第10号 中能登町乳幼児・児童及び生

徒養育医療費の給付に関する条例の一部を改

正する条例について 

 議案第11号 中能登町保育園入園児童に要

する費用徴収条例の一部を改正する条例につ

いて及び 

 議案第12号 中能登町ひとり親家庭等医療

費給付に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 以上の付託議案４件につきましては、全会

一致で原案のとおり可決いたしました。 

 続きまして、議案第13号 中能登町敬老祝

金贈呈条例の一部を改正する条例についての

付託議案１件につきましては、賛成多数で原

案のとおり可決いたしました。 

 続きまして、 

 議案第14号 中能登町老人福祉センター条

例の一部を改正する条例について 

 議案第15号 中能登町ウェルカム定住条例

の一部を改正する条例について 

 以上の付託議案２件につきましては、全会

一致で原案のとおり可決いたしました。 

 次に、 

 議案第17号 平成18年度中能登町一般会計

補正予算 

 議案第18号 平成18年度中能登町老人保健

特別会計補正予算 

 議案第19号 平成18年度中能登町介護保険

特別会計補正予算及び 

 議案第20号 平成18年度中能登町国民健康

保険特別会計補正予算 

 以上の付託議案４件につきましては、全会

一致で原案のとおり可決いたしました。 

 次に、 

 議案第24号 平成19年度中能登町一般会計

予算 

 議案第25号 平成19年度中能登町老人保健

特別会計予算 

 議案第26号 平成19年度中能登町介護保険

特別会計予算及び 

 議案第27号 平成19年度中能登町国民健康

保険特別会計予算 

 以上の付託議案４件につきましては、全会

一致で原案のとおり可決いたしました。 

 次に、 

 請願第１号 「がん対策推進基本計画」の

早期決定を求める国への意見書提出の請願書 

 請願第２号 医師不足を解消し、安心でき

る地域医療体制の確保を求める国への意見書

提出の請願書及び 

 請願第３号 公開制度見直しなど戸籍法の

早期改正を求める国への意見書提出の請願書 

 以上の請願３件につきましては、全会一致

で採択いたしました。 
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 最後に、継続審査となっておりました請願

第３号 「中能登町立越路小学校の存続を求

める」請願の採択についての請願１件につき

ましては、全会一致で継続審査することに決

定いたしました。 

 なお、ご報告いたしました結果につきまし

ては、お手元に配付済みの委員会審査報告書

のとおりであります。 

 以上で教育民生常任委員会からの審査報告

を終わります。 

○議長（若狭明彦君） 次に、産業建設常任

委員会委員長 甲部昭夫君 

  〔産業建設常任委員長（甲部昭夫君）登 

   壇〕 

○産業建設常任委員長（甲部昭夫君） それ

では、産業建設常任委員会から審査の結果を

報告いたします。 

 本定例会から当委員会に付託を受けました

議案11件につきましては、３月８日、委員７

名全員の出席のもと委員会を開催し、提出議

案について執行部よりそれぞれ詳細に説明を

求め、順次慎重に審査をいたしました。 

 審査の過程での主な内容についてご報告を

いたします。 

 初めに、議案第５号での道路の占用料につ

いて、占用料の予想金額とその収入受け入れ

の質問に対し、今回の条例制定は主に道路の

敷地内での電柱が対象で、北陸電力2,000

本、ＮＴＴ200本の占用料として約170万円の

収入が見込まれ、新年度予算の補正対応とし

たいとのことでした。 

 ２点目は、議案第17号での一般会計補正予

算で、特に消雪工事や町単土地改良事業等の

地元工事費の要望が多いのにもかかわらず、

多額の予算減額を計上されたが、残りの要望

箇所の早期実施はできないのかとの質問に対

し、消雪工事は原則として水の手当てができ

る地区から優先しているため、要望があって

もその手当てが十分に地区で対応できないと

いう状況だったということと、地区での予算

措置ができなかったことが原因で、また町単

土地改良事業では地区要望箇所を現地踏査し

て優先順位を定め、上位箇所から順次事業を

実施してきたが、これも地区負担金の関係か

ら一部見送りとなったことから今回減額した

もので、出された要望箇所については来年度

で対応したいとのことでした。 

 ３点目では、議案第24号の一般会計新年度

予算で、食育や地産地消の関係予算が減額さ

れ、しかもせっかくこれまで進めてきた新産

地支援事業は新年度予算でカットされてい

る。本委員会では、昨年に小浜市での食育の

積極的な取り組みを視察してきたが、中能登

町での地産地消に対する予算を比較すると余

りにもお粗末であり、新年度ではどのように

取り組むかとの委員の質問に対し、町では、

来年度に食育セミナーを開催するとともに小

学生を対象とした収穫体験や料理講習会を実

施して地産地消の推進を図るとのことでし

た。 

 また、生産調整推進対策事業では、これま

での町主導から農協主導に転換されるが、予

算規模が同額であり、今後の事業推進はとの

質問に対し、執行部では、農協の事業主体が

初年度であり、推進員に対する謝礼や事務連

絡等も必要になることから昨年度と同額の予

算を計上したが、事業の推進には地域の区長

や生産組合長の力が非常に大きく、ご協力を

お願いしたいとのことでした。委員からは、

100％の作付を目標に事業の推進に努力され

たいとの要望がありました。 

 また、４点目として、アルプラザ鹿島での

公衆浴場や映画館の立地計画について、昨

年、委員会で彦根市にあるアルプラザ本店へ

社長を表敬訪問し、お願いしてきたところで

すが、町としても誘致に対し積極的な支援や

協力をするためにも企業誘致条例に適応され

たいとの委員からの意見に、町では、実現さ

れれば企業誘致の適用企業としての取り扱い

にしたいという意向でした。 
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 ５点目として、議案第29号の宅地造成事業

で売り払い収入が1,000万円計上されている

が、造成後の売り払い単価の見込みや上下水

道施設の整備はどうなるのかとの質問に対

し、今回の売り払い収入は二宮あおば台の価

格を参考に予算計上したもので、今後、造成

費とも勘案しながら価格設定を行う予定で、

下水道は事業の処理区域拡大により現在進め

ている補助事業での整備を行い、上水道は町

単独で整備するが、加入はすべて個人負担と

なるとのこと。 

 また、民間が開発する宅地造成の場合、上

下水道の取り扱いはどのようになるのかとの

委員会の質問に対し、下水道は計画処理区域

の内と外とで対応の違いがあり、水道は基本

的に施工者の負担となるとのことでした。 

 最後に、決算審査特別委員会で審査されて

きましたいろいろな指摘事項について、執行

部からの適切な是正措置や改善策が一部示さ

れていないこともあり、そうした指摘事項が

どのように新年度予算に反映されているのか

を今後具体的に示されたいとの意見がありま

した。 

 それでは、審査の結果につきまして次のと

おりご報告いたします。 

 議案第５号 中能登町道路占用料条例の制

定について及び 

 議案第16号 中能登町公共下水道条例の一

部を改正する条例について 

 以上の議案２件につきましては、いずれも

全会一致で可決いたしました。 

 次に、 

 議案第17号 平成18年度中能登町一般会計

補正予算 

 議案第21号 平成18年度中能登町下水道事

業特別会計補正予算及び 

 議案第23号 平成18年度中能登町水道事業

会計補正予算 

 以上の議案３件につきましては、いずれも

全会一致で可決いたしました。 

 次に、 

 議案第24号 平成19年度中能登町一般会計

予算 

 議案第28号 平成19年度中能登町下水道事

業特別会計予算 

 議案第29号 平成19年度中能登町分譲宅地

造成事業特別会計予算及び 

 議案第31号 平成19年度中能登町水道事業

会計予算 

 以上の議案４件につきましては、いずれも

全会一致で可決いたしました。 

 最後に、 

 議案第34号 七尾市と中能登町との下水の

処理に関する事務委託について及び 

 議案第35号 町道の路線認定について 

 以上の議案２件につきましても、全会一致

で可決いたしました。 

 ご報告いたしました結果については、お手

元に配付済みの委員会審査報告書のとおりで

あります。 

 以上で産業建設常任委員会での審査報告を

終わります。 

○議長（若狭明彦君） 以上で各委員会の委

員長報告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑の方はありませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑がないようです

ので、質疑を終結いたします。 

 

 ◎討論・採決 

○議長（若狭明彦君） 日程第４ 討論・採

決 

 これより、上程議案 報告第１号及び議案

第１号から議案第35号まで、報告１件、議案

35件についての討論を行います。 

 まず、反対討論の発言を許します。 

 20番 杉本平治君 

  〔20番（杉本平治君）登壇〕 
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○20番（杉本平治君） それでは、討論を行

いたいと思います。 

 議案第13号、第14号、第24号について反対

の立場で討論を行います。 

 私は、議案質疑、一般質問を通じまして発

言を行ってきましたように、中能登町は県内

19自治体の中では福祉のより充実した町とし

て認められ、近隣の住民からも熱い期待の声

が寄せられているのであります。平成17年度

に合併いたしまして２年有余、合併の目的で

ありましたサービスは高く、負担は低くの合

言葉で新町中能登町が誕生したのでありま

す。それが今回の予算の中では後退をすると

いうことは大変残念であります。 

 今、国の政治は国民に格差社会を是認し、

そういう中で低所得者と高齢者にますます負

担を押しつけようといたしております。 

 質疑の中にも私が行っていたように、来年

度からは後期高齢者医療制度の発足によりま

して、75歳以上の高齢者がすべて被保険者と

なる新たなる保険料を納付しなくてはなりま

せん。それを町民の立場に立って福祉を守っ

ていくのが私は中能登町行政の務めであると

考えております。 

 だが、来年度の予算の中でも新たな施策が

提案されていることについては評価をしたい

と考えるものであります。例えば介護慰労金

の増額、これにつきましても県内の自治体の

中では数少ない自治体として評価されるであ

ろうと私は考えます。 

 また、障害者控除認定制度の確立などで

す。中能登町を含めて６自治体が先行したの

でありますが、現在では県内19の自治体すべ

てに広がっております。また、病後児保育制

度の新設などがあります。道路占用条例の新

設なども、私が常日ごろ独自の財源確保のた

めにこれらについて早急に条例をつくるべき

だという意見を述べておりました。今回それ

が実現いたしまして、この点についても評価

したいと考えております。 

 これからも地方自治体の財源は大変である

と考えますが、それらを一律に住民負担、福

祉の切り捨てに持ってくるということは私は

反対を表明しておきたいと考えます。 

 政治の根本は、いつも力の弱い方に負担の

しわ寄せをする、力の強い者だけが生き残る

政治であってはいけないと考えております。 

 以上、発言をいたしまして、討論にかえる

次第であります。 

○議長（若狭明彦君） ないようでしたら、

次に賛成討論の発言を許します。 

 10番 武田純一君 

  〔10番（武田純一君）登壇〕 

○10番（武田純一君） 私は、議案第14号に

つきまして賛成討論をさせていただきます。 

 私は、老人福祉センターの方、中能登町に

は３カ所の公有施設がございます。料金がい

ずれもばらばらである。公平なサービスを提

供すべきであるというふうなことで、一般質

問の際に取り上げて今回の改正になったもの

だと理解をしております。 

 14号の老人福祉センター、65歳以上の方及

び身体障害者の方は無料でございました。天

平の里、それから鹿西にある憩の方、これは

無料ではございません。天平の里もそうで

す。もう一つ、高畠の方に公衆浴場がござい

ます。今、先ほど申し上げました中能登町に

あります３つの方もいずれも公衆浴場法を適

用される浴場でございます。そうした場合に

無料というのは行き過ぎたサービスではなか

ろうかなというふうに理解いたしておりま

す。 

 今回より、老人福祉センター、65歳以上の

方及び身体障害者の方は１回につき100円、

それから20歳から64歳の方は使用料200円と

いう、まことに妥当な金額であると私は理解

をしております。 

 以上でもって、私の賛成討論を終わりま

す。 

○議長（若狭明彦君） そのほかありません
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か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないようでしたら、

以上で討論を終結いたします。 

 次に、採決を行います。 

 報告第１号について採決をいたします。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり承認であります。本件は委員長

の報告のとおり承認することにご異議ありま

せんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 異議なしと認めま

す。よって、報告第１号は原案のとおり承認

されました。 

 

○議長（若狭明彦君） 次に、議案第１号か

ら議案第12号まで議案12件について採決いた

します。 

 お諮りします。 

 本件に対する各委員長の報告は、全会一致

で原案のとおり可決であります。本件は各委

員長の報告のとおり可決することにご異議あ

りませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ご異議なしと認めま

す。よって、議案第１号から議案第12号まで

議案12件は原案のとおり可決されました。 

 

○議長（若狭明彦君） 次に、議案第13号  

中能登町敬老祝金贈呈条例の一部を改正する

条例について採決いたします。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、賛成多数で

原案のとおり可決であります。本件は委員長

の報告のとおり決定することに賛成の方の起

立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（若狭明彦君） 起立多数です。よっ

て、議案第13号は原案のとおり可決されまし

た。 

 

○議長（若狭明彦君） 次に、議案第14号  

中能登町老人福祉センター条例の一部を改正

する条例について採決いたします。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり可決であります。本件は委員長

の報告のとおり決定することに賛成の方の起

立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（若狭明彦君） 起立多数です。よっ

て、議案第14号は原案のとおり可決されまし

た。 

 

○議長（若狭明彦君） 次に、議案第15号、

議案第16号の議案２件について採決いたしま

す。 

 お諮りします。 

 本件に対する各委員長の報告は、全会一致

で原案のとおり可決であります。本件は各委

員長の報告のとおり可決することにご異議あ

りませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ご異議なしと認めま

す。よって、議案第15号、議案第16号の議案

２件は原案のとおり可決されました。 

 

○議長（若狭明彦君） 次に、議案第17号か

ら議案第23号まで議案７件について採決いた

します。 

 お諮りします。 

 本件に対する各委員長の報告は、全会一致

で原案のとおり可決であります。本件は各委

員長の報告のとおり可決することにご異議あ

りませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 異議なしと認めま

す。よって、議案第17号から議案第23号まで

議案７件は原案のとおり可決されました。 
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○議長（若狭明彦君） 次に、議案第24号  

平成19年度中能登町一般会計予算について採

決いたします。 

 お諮りします。 

 本件に対する各委員長の報告は、全会一致

で原案のとおり可決であります。本件は各委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方

の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（若狭明彦君） 起立多数です。よっ

て、議案第24号は原案のとおり可決されまし

た。 

 

○議長（若狭明彦君） 次に、議案第25号か

ら議案第35号まで議案11件について採決いた

します。 

 お諮りいたします。 

 本件に対する各委員長の報告は、全会一致

で原案のとおり可決であります。本件は各委

員長の報告のとおり可決することにご異議あ

りませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 異議なしと認めま

す。よって、議案第25号から議案第35号まで

議案11件は原案のとおり可決されました。 

 

○議長（若狭明彦君） 次に、請願第１号  

「がん対策推進基本計画」の早期決定を求め

る国への意見書提出の請願書、請願第２号  

医師不足を解消し、安心できる地域医療体制

の確保を求める国への意見書提出の請願書、

請願第３号 公開制度見直しなど戸籍法の早

期改正を求める国への意見書提出の請願書及

び継続審査となっています請願第３号 「中

能登町立越路小学校の存続を求める」請願の

採択について、請願４件について討論を行い

ます。 

 まず、反対討論の発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないようでしたら、

次に賛成討論の発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないようでしたら、

以上で討論を終結いたします。 

 次に、請願第１号について採決いたしま

す。 

 お諮りします。 

 請願第１号に対する委員長の報告は、採択

であります。請願第１号を委員長報告のとお

り採択することにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 異議なしと認めま

す。よって、請願第１号は採択することに決

定されました。 

 

○議長（若狭明彦君） 次に、請願第２号に

ついて採決いたします。 

 お諮りします。 

 請願第２号に対する委員長の報告は、採択

であります。請願第２号を委員長報告のとお

り採択することにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 異議なしと認めま

す。よって、請願第２号は採択することに決

定されました。 

 

○議長（若狭明彦君） 次に、請願第３号に

ついて採決いたします。 

 お諮りします。 

 請願第３号に対する委員長の報告は、採択

であります。請願第３号を委員長報告のとお

り採択することにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 異議なしと認めま

す。よって、請願第３号は採択することに決

定されました。 

 

○議長（若狭明彦君） 次に、継続審査とな

っております請願第３号について採決いたし
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ます。 

 お諮りいたします。 

 請願第３号に対する委員長の報告は、継続

審査であります。請願第３号を委員長報告の

とおり継続審査とすることにご異議ありませ

んか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 異議なしと認めま

す。よって、継続審査となっています請願第

３号は継続審査とすることに決定されまし

た。 

 

 ◎追 加 日 程 

○議長（若狭明彦君） お諮りします。 

 ただいま町長より、同意第１号 人権擁護

委員候補者の推薦についてが提出されまし

た。 

 これを日程に追加し、議題としたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ご異議なしと認めま

す。 

 議事日程を配付しますので、暫時休憩いた

します。 

           午後５時40分 休憩 

 

           午後５時42分 再開 

○議長（若狭明彦君） 再開いたします。 

 

 ◎人権擁護委員の推薦について 

○議長（若狭明彦君） 日程第５ 同意第１

号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議

題といたします。 

 町長より提案理由の説明を求めます。 

 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 本日追加提案いたし

ました同意第１号につきまして、その大要を

ご説明いたします。 

 同意第１号は、人権擁護委員候補者の推薦

についてであります。今回、人権擁護委員候

補者として議案の方が最適任者であると信

じ、関係法令の規定に基づき議会の同意を求

めるものであります。 

 以上、本日追加提案いたしました議案につ

きその大要をご説明申し上げましたが、議員

各位におかれましては慎重なるご審議の上、

適切なるご同意を賜りますようお願いをいた

しまして、提案理由の説明を終わります。 

○議長（若狭明彦君） 町長の提案理由の説

明が終わりました。 

 同意第１号 人権擁護委員候補者の推薦に

ついては、人事案件であり、さきに議員各位

のご理解を得ておりますので、質疑、討論を

省略し、採決いたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ご異議なしと認めま

す。 

 お諮りします。 

 同意第１号は、原案のとおり同意すること

にご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ご異議なしと認めま

す。よって、同意第１号は原案のとおり同意

することに決定されました。 

 

 ◎石川県後期高齢者医療広域連合議会議員 

  の選挙について 

○議長（若狭明彦君） 日程第６ 石川県後

期高齢者医療広域連合議会議員の選挙につい

てを議題といたします。 

 石川県後期高齢者医療広域連合規約第８条

の規定により、広域連合議員１人の選挙を行

います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第

118条第２項の規定により、指名推選により

たいと思います。これにご異議ありません

か。 
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  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ご異議なしと認めま

す。選挙の方法は指名推選によることに決定

いたしました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長において指名

することにいたしたいと思います。これにご

異議ありません。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ご異議なしと認めま

す。議長において指名することに決定いたし

ました。 

 石川県後期高齢者医療広域連合議会議員

に、中能登町長 杉本栄蔵君を指名いたしま

す。 

 お諮りします。 

 ただいま議長において指名いたしました杉

本栄蔵君を石川県後期高齢者医療広域連合議

会議員の当選人と決定することにご異議あり

ませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ご異議なしと認めま

す。よって、指名いたしました杉本栄蔵君が

石川県後期高齢者医療広域連合議会議員に当

選されました。 

 会議規則第33条第２項の規定により、当選

の告知をいたします。 

 

 ◎追 加 日 程 

○議長（若狭明彦君） お諮りします。 

 ただいま、さきに採択されました請願第１

号、請願第２号、請願第３号についての意見

書及び提出者 作間七郎君外所定の賛成者か

ら、中能登町議会会議規則、委員会条例、傍

聴規則の一部改正並びに特別委員会の設置に

ついてが提出されました。 

 これをそれぞれ日程に追加し、議題といた

したいと思います。これにご異議ありません

か。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ご異議なしと認めま

す。 

 議事日程を配付しますので、暫時休憩いた

します。 

           午後５時48分 休憩 

 

           午後５時49分 再開 

○議長（若狭明彦君） 再開いたします。 

 

 ◎発議第１号～発議第３号 

○議長（若狭明彦君） 日程第７ 発議第１

号 「がん対策推進基本計画」の早期決定を

求める意見書、発議第２号 医師不足を解消

し、安心できる地域医療体制の確保を求める

意見書、発議第３号 公開制度見直しなど戸

籍法の早期改正を求める意見書を一括して議

題といたします。 

 発議第１号から発議第３号まで発議３件に

ついて、提出者の説明を求めます。 

 ４番 宮下為幸君 

  〔４番（宮下為幸君）登壇〕 

○４番（宮下為幸君） ただいま上程されま

した意見書３件について、その概要を朗読

し、説明とさせていただきます。 

 

 「がん対策推進基本計画」の早期決定を求

める意見書 

 わが国のがん罹患率や死亡率は、上昇を続

けており、1980年以降、死亡原因の第１位で

あり、いまや死因の３割が、がんです。 

 昨年６月、「がん対策基本法」が制定さ

れ、日本で立ち遅れてきた緩和ケアと放射線

治療の充実などが基本理念の中に盛り込まれ

国、県に「がん対策推進基本計画」「がん対

策推進計画」の策定が義務付けられておりま

す。 

 今後、実効性のあるがん対策を大きく前進

させるため、①全国レベルでの医療従事者の

緩和ケアの研修 ②放射線治療の専門医等の

育成・研修および連動する大学医学部の体制
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充実 ③がん登録に必要な患者の罹患、転帰

その他の状況把握・分析の整備 ④都道府県

が設置している、がん検診の推進と質の向上

のための精度管理委員会の活性化 ⑤がん研

究の推進──などを実施し、がんと診断され

た患者が、容易に複数の専門家の意見を聞く

ことができるようセカンドオピニオンの充実

を図るとともに、がん情報提供窓口の整備、

抗がん剤・医療機器等の早期承認なども含め

総合的取り組みによる、患者の立場に立っ

た、がん対策を推進するべきであります。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出します。 

 平成19年３月19日 

 石川県中能登町議会 

 

 医師不足を解消し、安心できる地域医療体

制の確保を求める意見書 

 近年、全国的に、特に小児科や産婦人科な

どにおける医師不足が深刻な問題となってい

る。地域住民が安心して生活するためには、

救急医療や産婦人科・小児科医療など必要な

医療サービスがいつでも利用できることが重

要であり、こうした医師不足問題の解消は喫

緊の課題である。 

 このような医師不足は、様々な原因が複合

的に作用していると思いますが、医師不足の

解消に向け、医療機関の集約化や、魅力ある

研修病院の整備、病院間連携体制の整備、小

児救急での電話相談窓口の整備など様々な努

力を進めているが、安心できる地域医療体制

の整備に向けて国においても引き続き積極的

な取り組みを進める必要があります。また医

師不足のみではなく看護師や助産師の不足も

同様に近年重要な課題となっている。 

 以上のことから、政府におかれましては、

医師不足を解消し、安心できる地域医療体制

を確保できるよう、10項目にわたる事項の実

現を求めるものであります。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出します。 

 平成19年３月19日 

 石川県中能登町議会 

 

 公開制度見直しなど戸籍法の早期改正を求

める意見書 

 現在、個人情報保護に関する法整備の進展

とともに、行政機関等においても、より適切

な個人情報の保護を図ることが喫緊の課題で

あり、個人情報保護法が全面施行された中に

あって、戸籍の公開制度を悪用して、他人の

戸籍謄抄本を不正取得、不正利用する事件が

相次いでおり、戸籍法に対する国民の不満や

不安が高まっています。 

 そうした現状を背景に、戸籍法の見直しを

検討してきた法制審議会で昨年12月、戸籍法

改正の要綱案をまとめられました。要綱案で

は、交付請求者の本人確認や、第三者による

戸籍謄抄本の交付請求については「正当な理

由がある」と認めた場合に限って交付できる

と制限、また弁護士などの資格者による請求

についても依頼者名と具体的理由の明示など

条件を付与するなど、これまでの原則公開か

ら原則非公開へ変えるものであります。 

 戸籍は個人の身分事項、家族関係などの情

報が満載されているにもかかわらず、公証の

ために原則公開とされています。しかし不正

請求・不正利用を防止し、プライバシーを保

護する観点から、早急に戸籍の公開制度を見

直すとともに不正請求・不正利用に対する罰

則を強化すべきであります。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出します。 

 平成19年３月19日 

 石川県中能登町議会 

○議長（若狭明彦君） 説明が終わりまし

た。 

 発議第１号から発議第３号まで発議３件に

ついて質疑を行います。 

 質疑の方ありませんか。 
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  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないようですので、

質疑を終結いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論の方ありませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないようですので、

討論を終結いたします。 

 次に、採決を行います。 

 採決は１件ごとに行います。 

 まず、発議第１号は原案のとおり決定する

ことに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（若狭明彦君） 起立全員でありま

す。よって、発議第１号は原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（若狭明彦君） 次に、発議第２号は

原案のとおり決定することに賛成の方の起立

を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（若狭明彦君） 起立全員でありま

す。よって、発議第２号は原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（若狭明彦君） 次に、発議第３号は

原案のとおり決定することに賛成の方の起立

を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（若狭明彦君） 起立全員でありま

す。よって、発議第３号は原案のとおり可決

されました。 

 

 ◎発議第４号～発議第６号 

○議長（若狭明彦君） 日程第８ 発議第４

号 中能登町議会会議規則の一部を改正する

規則について、発議第５号 中能登町議会委

員会条例の一部を改正する条例について、発

議第６号 中能登町議会傍聴規則の一部を改

正する規則についてを一括して議題といたし

ます。 

 発議第４号から発議第６号まで発議３件に

ついて、提出者の説明を求めます。 

 19番 作間七郎君 

  〔19番（作間七郎君）登壇〕 

○19番（作間七郎君） ただいま上程されま

した発議第４号、発議第５号、発議第６号に

ついては、地方自治法の改正に伴い、所要の

改正と用語の整備を行うため改正を行うもの

であります。 

 以下、議案に沿って概要を説明します。 

 発議第４号は、地方自治法第109条の改正

により、委員会も議案が提出できるようにな

ったことから、会議規則第14条に委員会の議

案提出の手続規定を設けるとともに、これに

伴い、第39条、第101条、第111条の規定の整

備を行うものであります。 

 また、同法第109条の２の改正に伴って、

第73条の関係部分を改めるものであります。 

 発議第５号は、地方自治法第109条、第109

条の２及び第110条が改正され、閉会中にお

ける議長が常任委員、議会運営委員及び特別

委員の選任を行うことができるようになった

ことから、委員会条例第８条第１項の委員の

選任に関する規定に閉会中の所属変更に係る

規定を設けるとともに、さらに第13条を改

め、閉会中の議会運営委員及び特別委員の辞

任についても議長が許可できるとするもので

あります。 

 これまで、議会運営委員及び特別委員の辞

任については議会の許可が必要とされ、閉会

中の辞任はできなかったところから、今回の

改正で、閉会中は議長が委員を選任できるよ

うになったことから、閉会中の議会運営委員

及び特別委員の辞任は議長の許可で行えるよ

うに改めるものであります。 

 発議第６号は、用語の整理を行うものであ

ります。 

 地方自治法第112条及び中能登町議会会議

規則第14条の規定により提出をいたします。 
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 よろしくお願いをいたします。 

○議長（若狭明彦君） 説明が終わりまし

た。 

 発議第４号から発議第６号まで発議３件に

ついて質疑を行います。 

 質疑の方ありませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないようですので、

質疑を終結いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論の方ありませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないようですので、

討論を終結いたします。 

 次に、採決を行います。 

 発議第４号から発議第６号まで発議３件に

ついて原案のとおり決定することに賛成の方

の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（若狭明彦君） 起立全員でありま

す。よって、発議第４号から発議第６号まで

発議３件については原案のとおり可決されま

した。 

 

 ◎特別委員会の設置及び委員の選任 

○議長（若狭明彦君） 日程第９ 発議第７

号 特別委員会の設置及び委員の選任 中能

登町行財政改革特別委員会の設置についてを

議題といたします。 

 説明を求めます。 

 19番 作間七郎君 

  〔19番（作間七郎君）登壇〕 

○19番（作間七郎君） ただいま上程されま

した発議第７号 中能登町行財政改革特別委

員会の設置について、説明をいたします。 

 私たち議会は、その最も重要な機能である

立法的機能、財政的機能、行政監督機能を充

実強化し、発足３年を迎えた中能登町の新た

な需要にこたえるため、現状の検証と将来に

わたって安定した行財政運営を確立すること

を目的とするものです。 

 中能登町議会会議規則第14条の規定により

提出いたしますので、よろしくお願いをいた

します。 

○議長（若狭明彦君） 説明が終わりまし

た。 

 お諮りいたします。 

 本件については、質疑、討論を省略し、直

ちに採決をしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ご異議なしと認めま

す。 

 これより発議第７号について採決いたしま

す。 

 本件は原案のとおり決定することに賛成の

方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（若狭明彦君） 起立全員でありま

す。よって、発議第７号は原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（若狭明彦君） ここで暫時休憩いた

します。 

           午後６時07分 休憩 

 

           午後６時08分 再開 

○議長（若狭明彦君） 再開いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました中能登町行財政改

革特別委員会の委員については、委員会条例

第８条第１項の規定により、議長において指

名することにいたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ご異議なしと認めま

す。よって、中能登町行財政改革特別委員会

の委員に、20番 杉本平治君、19番 作間七

郎君、17番 小坂博康君、10番 武田純一

君、９番 古玉栄治君、８番 藤本一義君、
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７番 甲部昭夫君、４番 宮下為幸君、２番 

 諏訪良一君、１番 笹川広美君、以上10名

を指名したいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ご異議なしと認めま

す。ただいま指名いたしました10人の方を行

財政改革特別委員会の委員に選任することに

決定いたしました。 

 ただいま選任されました委員の方々には、

次の休憩中に委員長、副委員長の互選を行

い、その結果を議長に報告願います。 

 暫時休憩いたします。 

           午後６時10分 休憩 

 

           午後６時11分 再開 

○議長（若狭明彦君） 再開いたします。 

 正副委員長の互選の結果を報告いたしま

す。 

 委員長に８番 藤本一義君、副委員長に７

番 甲部昭夫君に互選されましたので、報告

いたします。 

 

 ◎閉会中の継続調査 

○議長（若狭明彦君） 日程第10 閉会中の

継続調査 

 閉会中の継続調査についてを議題といたし

ます。 

 ただいま議会運営委員長及び総務常任委員

長、教育民生常任委員長、産業建設常任委員

長、新行財政改革特別委員会委員長から、会

議規則第75条の規定により、議会運営委員会

の閉会中の所掌事務調査、各常任委員会、特

別委員会の閉会中の所管事務調査のため、閉

会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りします。 

 各委員長から申し出のとおり閉会中の継続

調査とすることにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ご異議なしと認めま

す。よって、各委員長から申し出のとおり閉

会中の継続調査とすることに決定いたしまし

た。 

 

 ◎閉議・閉会 

○議長（若狭明彦君） 以上で、本議会に付

議されました案件の審議はすべて終了いたし

ました。 

 これをもって平成19年第１回中能登町議会

定例会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後６時13分 閉会 
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